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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 

総括研究報告書

研究代表者 堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学教授

研究要旨：本研究の目的は、メンタルヘルス不調により療養を要する労働者のセルフケアや家族によるケ
ア、療養面、労務管理面等において、労働者本人、家族、主治医、事業場者及び人事労務担当者、ライン、
産業医等の産業保健スタッフ等の関係者がどのように関与すべきか等について、モデル事業や臨床研究（効
果評価研究）を取り入れた研究を行って、臨床面と職場において科学的根拠をもった、実効性のある、メ
ンタルヘルス不調労働者の休業中のセルフケア、円滑な復職、再発予防を総合的に支援する新しい制度と
ツールを含む対策を提案することである。 
初年度にあたる本年度は、1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケア支援方策を開発するため、

うつ病及び適応障害をもつ労働者の復職に関するレビューを行い復職を促進する要因を整理した。オラン
ダの復職支援の専門家を訪問し情報を収集し産業医向け復職支援ガイドラインを翻訳した。2. 休業労働者
の復職支援策として採用されている英国の fit noteシステムの導入の経緯とその機能、制度・運用の仕組み、
導入後の効果について情報を収集し、わが国に導入する際に留意すべき課題について整理した。3. 生活記
録表を使用した復職支援の効果評価に関する文献をレビューし、実用されている生活記録表の収集と比較
を行った。4. 文献レビューと聞き取り調査により、リワーククリニックのスタッフによる職場訪問型復職
支援プログラムで、復職時にリワーク機関から企業に伝達することが望ましい情報についてまとめた。5. 復
職後の再発あるいは支援要因になる管理監督者の態度、行動及び職場環境を、文献レビュー、管理監督者、
一般従業員向けのインターネット調査及び当事者への聞き取りにより抽出して整理した。6. 復職後のメン
タルヘルス不調労働者の再発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人が情報交換するシステムの開発
を目指して、復職後当事者間で共有する必要のある情報を文献上整理し、情報保護等の課題を抽出した。 

1. メンタルヘルス不調による休業中の労働者のセルフケアを支援するための方策として、疾患の特性を
考慮しながら、通常の臨床的ケアに、認知行動療法（問題解決技法）と労働時間等の業務調整を追加する
ことが有用で、セルフケア支援プログラムの作成には、スティグマの低減や復職準備性を考慮し、各労働
者の強みを認識しつつ、行動科学の諸理論を応用することの重要性が明らかになった。 

2. fit noteは、産業保健体制の十分でない職場に適用可能性があり、導入に当たっては、適用疾患、記入
の負担とならない項目内容・数、発行時期、主治医が患者と就労可能性について相談ができるツール、fit 
noteを受けた後、現場で調整を行うコーディネーターの設置等を十分に検討すべきことを明らかにした。 

3. 職場訪問型の復職支援においては、疾病に関する機微な情報の授受に十分な配慮をしつつ、職場に提
供することが有益な情報については職場とリワーク機関で共有できることが有用であり、本人・職場の双
方から同意を得ることが不可欠であることを明らかにした。 

4. 産業保健領域と精神科領域で利用の際の着眼の異なる点もあるが、生活記録表を活用して休業者の生
活リズムを確認することは、復職の判断に当たり有用であることが明らかになった。 

5. 幅広い視点でメンタルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の態度・行動の情報が収集された。 
6. 当事者のパフォーマンスや体調など、復職後に管理が必要な情報を負担なく交換できるシステムは再

発予防に資する可能性があり、情報保護等の留意事項を考慮したシステムのイメージ図を明らかにした。 
以上より、モデル事業や効果評価研究で使用するマニュアルやガイドライン等ツール類の開発に資する

情報を得た。 

分担研究者

島津明人（東京大学大学院医学系研究科・精神

保健学 准教授）

梶木繁之（産業医科大学産業生態科学研究所・

産業保健経営学研究室・産業医学 講師）

秋山 剛（ＮＴＴ東日本関東病院・精神神経科 

部長）

川上憲人（東京大学大学院医学系研究科・精神

保健学 教授）

江口 尚（北里大学医学部公衆衛生学 助教） 

研究目的

メンタルヘルス不調による休職者がいる事業

所の割合の高止まり及び復職後早期の再休職率

の高さから、当該労働者の円滑な職場復帰及び

再発予防は重要課題である。  
産業医によるセルフケア支援が復職と再発予

防に有効かつ経済的であったとするオランダや、

主治医が休業者の仕事への適合性を評価し、雇

用主による支援の必要性を助言できる「職場復

帰診断書」(fit note)を活用している英国の先進
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例とともに、本邦でも、生活記録表を活用した

好事例、リワークのスタッフが職場で復職支援

を行う試み、スムーズな関係者間の連絡が復職

に資するという考えがあるが、効果は未検証で

ある。 

本研究では、メンタルヘルス不調により療養

を要する労働者のセルフケアや家族によるケア、

療養面、労務管理面等において、労働者本人、

家族、主治医、事業場者及び人事労務担当者、

ライン、産業医を含む産業保健スタッフ等の関

係者がどのように関与すべきかについて、研究

班が有する産業医と臨床医のネットワークによ

り、複数の事業場でのモデル事業や臨床研究（効

果評価研究）を取り入れた研究を行って、臨床

面と職場において科学的根拠をもった、実効性

のある、メンタルヘルス不調労働者の休業中の

セルフケア、円滑な復職、再発予防を総合的に

支援する新しい制度とツールを含む対策を提案

する（図上：全体像）。 

研究方法

本研究では、６つの課題に関する研究により、

実効性のある職場復帰支援方法を開発し、提案

する。平成 28年度までに、有効性評価のため比

較対照研究もしくはモデル事業を経て、ガイド

ライン、マニュアルを完成させることを計画し

ている（図下：流れ図）。初年度にあたる本年

度は、以下の研究を実施した。 

1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケ
ア支援方策の開発（島津明人ほか） 

休業中の労働者への科学的根拠に基づく支援

方法について、オランダで用いられている産業医

向け復職支援ガイドラインをレビューし、休業中

の労働者に効果的な支援方法の詳細について検

討した。つづいて、適応障害またはうつ病による

休業中の労働者に対する職場復帰支援介入研究

の効果をレビューした。さらに、オランダの復職

支援専門家を訪問し、効果的な復職につなげるた

めの情報を収集した。 
 
2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的
とした システムの開発（堤 明純ほか）

英国雇用年金省においてCarol Black英国仕事
と健康に関する特命長官とfit noteに携わる関係
部署にヒアリングを行い、fit note システム導入
の経緯とその機能、制度・運用の仕組み、導入後

の効果と課題について情報収集をした。さらに、

研究遂行に当たり、fit note 導入に関して、制度
設計、研究デザインや結果の評価について検討を

行う産業医及び産業保健に精通した精神科医に

よるワーキンググループと、実際に地域において

モデル事業を展開していく専門施設・専門グルー

プの協力関係を樹立し、fit note 導入に関する現
時点での課題やモデル事業についてのアイディ

アについて検討した。 
 
3. 生活記録表による復職支援の開発（梶木繁之
ほか）

生活記録表を使用した復職支援の効果評価に

関する研究及び復職判定に関する研究をレビュ

ーし、復職時における生活リズムの重要性と再

休職となった事例の特徴について検討した。さ

らに、国内で使用されている生活記録表を収集

し、比較検討を行った。 
 
4. リワーククリニックのスタッフによる職場訪
問型復職支援プログラムの開発（秋山 剛ほか）

文献及び聞き取り調査により、リワーク機関

のスタッフによる職場訪問型復職支援で企業に

伝達することが望ましい項目と伝達に伴うリス

ク、及び、関係者を結ぶ同意書について検討し

た。具体的には、当事者の精神疾患に関する情

報を職場に伝える際の困難に関する先行研究の

聞き取り、復職時にリワーククリニックから職

場に伝えることが有益と思われる情報の検討、

リワーククリニックによる支援を行うために、

本人及び職場から得るべき同意書についての検

討、を行った。 
 
5. 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及
び職場環境改善の手法の開発（川上憲人ほか）
メンタルヘルス不調者の復職に影響する管理
監督者の具体的な態度及び行動について、海外
及び国内における先行研究の文献レビューを行
った。つづいて、インターネット調査会社のモ
ニターから選ばれた管理職及びメンタルヘルス
不調で休業した経験のある労働者各206名に上
司の復職支援行動及び復職悪化行動について自
由回答してもらい、これを分類した。また、東
京都内のリワークプログラムを実施している精
神科クリニックで5名のメンタルヘルス不調に
よる休職経験者にインタビューを行った。さら
に、東京商工会議所のビジネスマネジャー検定
試験の目次項目から、ビジネスコンピテンシー
として管理監督者に求められる復職支援を専門
家7名が評定した。 
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6. 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再
発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人が

情報交換するシステムの開発（江口 尚ほか）

文献レビューにより復職後に産業保健スタッ

フ・上司・本人間で行う情報交換の要素を抽出

した。専門家と情報保護等の課題を検討し、ICT
による情報交換システムの仕様に盛り込む内容

を整理した。 

 

倫理面への配慮 
研究にあたっては、研究目的、方法、個人情

報の取り扱いについて研究参加者に説明した上

で実施した。研究課題「復帰後の再発予防のた

めの管理監督者教育及び職場環境改善の手法の

開発」における管理監督者及び労働者における

復職経験の調査、及び当事者からのヒアリング

の実施に当たっては、東京大学大学院医学系研

究科・医学部倫理審査委員会で審査を受け、承

認されている。その他の研究課題で実施した文

献レビュー、先進諸国における調査、研究協力

者からの聞き取り、情報収集及び討議について

は個人情報を含まない研究であり倫理審査の対

象外である。

研究結果

1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケ
ア支援方策の開発（島津明人ほか） 

わが国でメンタルヘルス不調による休業中の

労働者のセルフケアを支援するための方策とし

て、疾患の特性を考慮しながら、通常の臨床的

ケアに追加する形で、認知行動療法（問題解決

技法）を取り入れること、その際、職場側が、

業務調査等、仕事内容への直接的なアプローチ

を行うことが有用で、セルフケア支援プログラ

ムの作成に際しては、動機づけや自己効力感を

高めるための行動科学の諸理論を応用すること、

疾患や休職に関するセルフスティグマの低減を

図ること、復職のタイミング（復職準備性）を

考慮すること、各労働者の強み（身体的及び心

理社会的）を労働者とともに専門職が把握する

こと、なども重要であることが明らかとなった。 

 

2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的
とした システムの開発（堤 明純ほか） 

fit noteは、従来のものとは違って、どのよう
な条件が整えば復職できるかに焦点をあてた診

断書であり、休業・復職に関する主治医、職場

側双方の認識や行動を変えることで、休業の長

期化を防止する効果があるとされる。不必要な

休業事例や長期休業が予後不良であることはわ

が国の臨床例でも認められており、fit noteの考
え方は、日本の産業衛生の制度設計の参考にな

る可能性がある。 
わが国への導入に当たって検討するべき事項

には、適応疾患（療養に当たり十分な休養を必

ずしも要しない適応の問題でメンタルヘルス不

調に陥った例など）、対象とする事業場（産業医

選任義務のない小規模事業場等）、主治医にとっ

て負担とならない項目内容・数の選択、発行時

期、主治医が患者と就労可能性について相談が

できるツール、fit noteを受けて現場で調整を行
うコーディネーター等の設置などがある。fit 
note で求められる就業配慮に事業場側が対応
できるか否かに検討の余地はあるものの、fit 
note は、わが国の課題とされている産業保健体
制の十分でない職場への適用可能性がある。 

 

3. 生活記録表による復職支援の開発（梶木繁之
ほか） 

生活記録表を復職判定に用いた報告は少ない

が、精神科臨床やリワークプログラムの現場に

で復職に際し生活リズムの確立は重要視されて

おり、生活リズムを確認することができる生活

記録表は復職判定に役立つものと考えられた。 
生活記録表は産業保健分野でも利用されてお

り、現在使用されている生活記録表の様式を収

集し、その特徴について比較検討を行った。産

業保健領域と精神科臨床領域で使用されている

生活記録表には、多くの共通点とともに、一部

に目的や利用者の視点の違いが反映していると

思われる相違点がみられた。 

 
4. リワーククリニックのスタッフによる職場訪
問型復職支援プログラムの開発（秋山 剛ほか）

文献及び聞き取り調査により、以下の所見を

得た。 

当事者の精神疾患に関する情報を職場に伝え

ることには困難や不安が伴うので、リワークク

リニックが、職場への適切な情報の提供、復職

後のコンサルテーションを通じて、復職支援を

行う場合には、情報伝達に関する当事者の葛藤

をやわらげることに配慮する必要がある。 

復職時にリワーククリニックから職場に伝え

ることが有益と思われる情報のうち、一般的治
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療情報については、既に開発されている復職準

備性評価シートを用いて職場の産業保健スタッ

フが情報を聴取できる。職場の産業保健スタッ

フが情報聴取を行えない場合には、リワークク

リニックのスタッフが情報を伝達することに意

義があるとも考えられる。復職時職務関連情報

については、リワークプログラム参加前に、情

報共有シートなどを用いて、職場がリワークク

リニックと情報を共有しておく必要がある。 

本人・職場の双方から同意を得ることは、リ

ワーククリニックが、職場への適切な情報の提

供、復職後のコンサルテーションを通じて、復

職支援を行うために不可欠であると思われる。

次年度以降に作成される同意書のひな形には、

職場がリワーククリニックから得た情報を本人

の復職支援のためにのみ使用することとともに、

本人は報酬の対価としての労働を提供する義務

を履行すること等の原則を盛り込む必要がある。 

 

5. 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及
び職場環境改善の手法の開発（川上憲人ほか） 
国内外における計６論文を対象にレビューし

た結果、メンタルヘルス不調者の復職に影響す
る管理監督者の具体的な態度や行動としては、
メンタルヘルス不調の症状や復職手続きについ
ての知識をはじめ、復職者本人への適切な対応
や共感的態度、業務の調整や配置転換、復職者
の同僚や周囲への配慮、産業保健スタッフや外
部機関との連携等、多くの事柄があがっていた。 
管理監督者及び労働者における復職経験に対
するインターネット調査の結果、管理監督者が
「すべきでないこと」としてはげまさない・焦
らせない、心ない言葉を使わない、「すべきこ
と」として業務・勤務時間配慮及び本人とのコ
ミュニケーションがあげられた。異動・配置換
えについては、その状況や内容により影響が異
なると思われた。 
当事者からのヒアリング結果から、受容的・

肯定的態度と管理監督者からのコミュニケーシ
ョン、適切な業務指示と配慮、労働者として公
平に扱うこと、の３点が職場復帰の支援要因と
なる管理監督者の態度・行動としてあげられた。 
ビジネスコンピテンシーとして求められる管

理監督者の復職支援として、本人のキャリア開
発に関する行動（人材の育成と人事考課）、職
場におけるリスクマネジメントの重要性が示さ
れた。 
 

6. 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再
発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人

が情報交換するシステムの開発（江口尚ほか） 

本人、上司、産業保健スタッフ３者間で、職

場復帰プラン、通院状況、勤怠、体調などが共

有されることは職場復帰に有用であり、 を活

用することで、これらの情報交換が負担なくや

り取りできることが期待できる。情報保護が適

切にできるかなどの課題について検討したシス

テムのイメージを作成した。

考察

本研究では、メンタルヘルス不調により療養

を要する労働者の円滑な職場復帰のため、本人、

家族、主治医、事業者及び人事労務担当者、ラ

イン、産業保健スタッフ等がいかに関与すべき

かについて臨床面と職場において新しい対策を

提案することを目的としている。メンタルヘル

ス不調による休職者の支援方策の有効性の検証

は海外でも少なく、臨床医と産業医が連携して

効果評価研究及びモデル事業を実施することで、

これまで本邦で行われていなかった方策につい

て、根拠に基づく実効性のある方策を提案でき

る可能性がある。包括的な支援方策を検討する

に当たり、本年度は、各分担研究班で、それぞ

れの課題に関する情報収集と研究遂行にあたっ

ての体制整備を行い、モデル事業や効果判定研

究で使用するツール類の開発に資する情報を得

た。 

 

1. メンタルヘルス不調による休業者のセルフケ
ア支援方策の開発（島津明人ほか） 

オランダにおいては、産業医が、休業者本人

と職場の双方の問題を適切にアセスメントし、

双方の問題解決力を高めることが効果的である

というエビデンスに基づいて、産業医向けガイ

ドラインが開発されている。ガイドラインを活

用する前提として、産業医に一定の知識やスキ

ルが求められている。わが国においても、効果

的支援の検討とともに、休業者向けの教育用パ

ンフレットとそれらを活用させる産業医向けの

ガイドラインが必要と考えられた。さらに、ガ

イドラインを活用する基礎となる知識やスキル

を修得するための産業医向け研修等を用意する

ことが必要になると考えられた。休業者向けパ

ンフレットは、休業開始時に本人に渡すように

工夫することで、活用が図られると思われた。 

 

2. 主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的
とした システムの開発（堤 明純ほか） 
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わが国においても、職場の調整によって不要

な休業を防ぐことができる多くの例があるとい

うことや、長期休業が予後に悪影響することが

少なからず経験されており、早期の復職を図る

fit noteの考え方は、日本の制度を検討するにあ
たって参考になるものである。導入にあたって

は、適応疾患、対象、主治医に記入してもらう

項目、発行時期、必要なツール・支援等につい

て慎重な検討が必要で、以上はモデル事業にお

ける確認事項となると考えられた。 
 

3. 生活記録表による復職支援の開発（梶木繁之
ほか） 

生活記録表のみを取り出して復職に関連する

効果を評価した研究は少いが、生活記録表によ

り休業者の生活リズムを確認することは、復職

の判断に当たり有用な情報を提供することがう

かがわれた。少なくとも産業保健職が使用する

もの、精神科医が使用するものの二つの視点が

うかがわれた。両者とも休業者の生活リズムの

整い方を把握するとともに、精神科（リワーク）

では、精神症状の推移も観察事項として取り入

れられていることが特徴であった。生活記録表

は目的と運用ルールを明確にし、本人を含む関

係者間で共有することでデメリットやリスクを

最小化し、効率的に活用できるものと思われた。 

 
4. リワーククリニックのスタッフによる職場訪
問型復職支援プログラムの開発（秋山 剛ほか）

当事者及び職場の状況の把握は、リワークプ

ログラム遂行に必須であり、必要な情報を整理

し、それらを関係者間で適切に共有することは

有用である。当事者の一般治療情報や当該職場

の復職基本情報については、分担研究者らが開

発している既存のツールを本研究に応用可能と

思われた。当事者間における情報共有に関して

は、とくに当事者の精神疾患に関する情報を職

場に伝える際には、当事者の葛藤をやわらげる

ために特段の配慮が必要であり、これら情報を

開示するに当たって、リワークの目的を明確に

したうえで、本人・職場の双方から、同意を得

ることは、リワーククリニックが、職場への適

切な情報の提供、復職後のコンサルテーション

を通じて、復職支援を行うために不可欠である

と思われた。 

 

5. 復帰後の再発予防のための管理監督者教育及

び職場環境改善の手法の開発（川上憲人ほか） 

国内外における文献レビューから、メンタル

ヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の具

体的な態度や行動として、メンタルヘルス不調

の症状や復職手続きについての知識をはじめ、

復職者本人への適切な対応や共感的態度、業務

の調整や配置転換、復職者の同僚や周囲への配

慮、産業保健スタッフや外部機関との連携等、

多くの事柄が列挙されており、メンタルヘルス

不調者による円滑な職場復帰や復職後の再発予

防を図るにあたり、管理監督者には、復職者に

対する適切な態度や行動だけでなく、業務負担

の軽減や職場環境の調整、専門家との連携等、

幅広い知識や技術が求められると考えられた。 

管理監督者及び労働者における復職経験の調

査からは、復職支援の基本原則となると思われ

る管理監督者の態度・行動として、はげまさな

い・焦らせないことがあげられた。またパワハ

ラや暴言を行ったり、本人を責めたりすること

も「すべきでないこと」の基本原則として整理

された。しかし、本人の体調によって、受け取

り方も変わってくる可能性から、管理監督者か

ら当事者へのコミュニケーションの仕方も教育

内容として検討することが、異動・配置換えの

功罪に関する検討とともに必要であると考えら

れた。復職に当たって管理監督者が有すべき態

度・行動として、受容的・肯定的態度、適切な

業務指示と配慮、労働者として公平に扱うこと

などともに、管理監督者のコンピテンシーとし

ての認識されていることが明らかとなった。 
 

6. 職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再
発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人

が情報交換するシステムの開発（江口 尚）

 復職後の再発予防のためには、本人、上司、

産業保健スタッフ間で取り決めた配慮が適切に

行われているか、本人の体調悪化時に早期発見、

早期対応ができるか、についての情報が必要と

考えられ、以上が、体裁に関わらない報告とと

もに、負担なくやりとりのできる システム

は有用と考えられた。

結論

メンタルヘルス不調による休業中の労働者の

セルフケアを支援するための方策として、疾患

の特性を考慮しながら、通常の臨床的ケアに追

加する形で、認知行動療法（問題解決技法）を
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取り入れること、その際、業務調整など仕事内

容への直接的なアプローチを行うことが有用で

あること、さらに、セルフケア支援プログラム

の作成に際しては、動機づけや自己効力感を高

めるための行動科学の諸理論を応用すること、

疾患や休職に関するセルフスティグマの低減を

図ること、復職のタイミング（復職準備性）を

考慮すること、各労働者の強み（身体的及び心

理社会的）を労働者とともに専門職が把握する

こと、などの重要性も明らかになった。

fit noteの評価は、英国でもはじまったところ
であるが、不必要な休業事例や長期休業が予後

不良であることはわが国の臨床例でも認められ

ており、fit noteの考え方は、日本の産業衛生の
制度設計の参考になる。とくに、わが国の課題

とされている産業保健体制の十分でない職場へ

の適用可能性がある。 
職場訪問型の復職支援にあたっては、リワー

ククリニックが、職場への適切な情報の提供、

復職後のコンサルテーションを通じて、情報伝

達に関する当事者の葛藤をやわらげることに配

慮する必要がある。復職時にリワーククリニッ

クから職場に伝えることが有益と思われる情報

については、内容を整理して、職場がリワーク

クリニックと情報を共有できるツールが有用で

ある。リワーククリニックが、職場への適切な

情報の提供、復職後のコンサルテーションを通

じて、復職支援を行うために、本人・職場の双

方から同意を得ることは不可欠である。

産業保健領域と精神科（リワーク）領域で使

用されている生活記録表には、共通点と相違点

がみられたが、生活記録表により休業者の生活

リズムを確認することは、復職の判断に当たり

有用な情報を提供することがうかがわれた。

幅広い視点でメンタルヘルス不調者の復職に

影響する管理監督者の態度・行動の情報が収集

された。これらをもとにメンタルヘルス不調者

の復職に影響する管理監督者のコンピテンシー

枠組みを作成し、メンタルヘルス不調者の復職

を支援する管理監督者向け教育研修プログラム

を開発し試行することが可能になった。

ICT を活用することで、コミュニケーション
にかかる本人の負担が軽減されるとともに、管

理監督者及び産業保健スタッフが当事者のパフ

ォーマンスや体調の管理を容易にできる可能性

があり、ICT をメンタルヘルス不調者が職場復
帰をする際の情報交換の手段として活用するこ

とは、職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者

の再発予防に資する可能性がある。復職後の情

報交換に必要な項目と ICTを利用する場合に懸
念される情報保護等の留意事項を整理し、シス

テムについて具体的なイメージ図を作成した。

以上より、今後、モデル事業や効果評価研究

で使用するマニュアルやガイドライン等ツール

類の開発に資する情報を得た。

Ｆ 健康危険情報

 該当なし。

研究発表

論文発表

堤 明純 鈴木知子．女性労働者のスト

レス対策：一次予防から三次予防まで

産業ストレス研究（印刷中）

学会発表

なし 

知的財産権の出願・登録状況

特許取得

 なし

実用新案登録

 なし

その他

 なし
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図. 研究全体像及び流れ図 
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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 
分担研究報告書 

 
休業中の労働者のセルフケア支援方策の開発 

 
分担研究者 島津明人 東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野准教授 

 
研究要旨：メンタルヘルス不調による休職者の支援方策の有効性の検証は海外でも少数であり、科学的根
拠に基づく実行可能な方策を提案し、その有効性を評価することは重要である。本研究では、メンタルヘ
ルス不調による休業中の労働者のセルフケアの支援に関して、支援方策の開発とその効果評価を目的とす
る。初年度は、セルフケアの支援方策の内容とその効果に関して国内外の情報収集するために、次の 3 つ
を行った。 
1）休業中の労働者への科学的根拠に基づく支援方法について、オランダで用いられている産業医向け復職
支援ガイドラインをレビューし、休業中の労働者に効果的な支援方法の詳細について検討した。2）適応障
害またはうつ病による休業中の労働者に対する職場復帰支援介入研究の効果をレビューした。3）オランダ
の復職支援専門家を訪問し、効果的な復職につなげるための情報を収集した。これらの情報より、わが国
でメンタルヘルス不調による休業中の労働者のセルフケアを支援するための方策として、以下の 3 点が示
唆された。 
1）疾患の特性を考慮しながら、通常の臨床的ケアに追加する形で、認知行動療法（問題解決技法）を取り
入れることが有用である。その際、職場側が、仕事内容への直接的なアプローチを行うことも有用である。 
2）セルフケア支援プログラムの作成に際しては、動機づけや自己効力感を高めるための行動科学の諸理論
を応用すること、疾患や休職に関するセルフスティグマの低減を図ること、復職のタイミング（復職準備
性）を考慮すること、各労働者の強み（身体的及び心理社会的）を労働者とともに専門職が把握すること、
なども重要である。 
3）ただし、これらの示唆を支持する実証研究の数は十分とは言えず、今後のさらなる科学的根拠の蓄積が
必要である。 
 
研究協力者 
堤明純（北里大学医学部公衆衛生学単位・教授） 
有馬秀晃（品川駅前メンタルクリニック・院長） 
江口尚（北里大学医学部公衆衛生学単位・助教） 
今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科精神

保健学分野・特任研究員） 
櫻谷あすか（東京大学大学院医学系研究科精神

保健学分野・大学院生）  
 
A. 研究目的  
メンタルヘルス不調による休職者の支援方策

の有効性の検証は海外でも少数であり、科学的

根拠に基づく実行可能な方策を提案し、その有

効性を評価することは重要である。 

本分担研究では、メンタルヘルス不調による

休業中の労働者のセルフケアの支援に関して、

支援方策の開発とその効果を無作為化比較試験

による検証することを目的とする。初年度は、

特に休業中の労働者におけるセルフケアの支援

方策の内容とその効果に関して、国内外の情報

収集を目的とする。具体的には、以下の 3 つの

活動を行う。 

1. 休業中の労働者への科学的根拠に基づく支

援方法について、オランダで用いられている

産業医向け復職支援ガイドラインをレビュ

ーし、休業中の労働者に効果的な支援方法の

詳細について検討する。 
2. 適応障害またはうつ病による休業中の労働
者に対する職場復帰支援介入研究の効果を

レビューし、日本における休業中の労働者へ

のセルフケアプログラム作成のための示唆

を得る。 
3. オランダの復職支援専門家を訪問し、効果的
な復職につなげるための情報を収集する。 

 
B. 研究方法 
1. 産業医向け復職支援ガイドライン改訂版（オ
ランダ産業医会作成）の翻訳 

 オランダ産業医学会が作成した産業医向け復

職支援ガイドライン改訂版（第 2版）について、
ガイドライン本体（全 57頁）、背景資料（全 51
頁）、ガイドラインの概要（全 3 頁）、の 3 点を
オランダ語から日本語に翻訳し、それぞれの内

容についてレビューを行った。本報告書では、

主にガイドライン本体について検討した。 
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2. 適応障害ないしうつ病をもつ労働者の復職
に関する文献レビュー 
適応障害及びうつ病による労働者の職場復帰

支援介入研究に関する 2 つのコクランレビュー
(Arends et al., 2012; Nieuwenhuijsen et al., 
2014)について、介入方法及び介入効果を検討し
た。 
 
3. オランダの復職支援専門家からの情報収集 

2015年 2月 16日（月）にオランダ・ティル
ブルフ大学を訪問し、同大学にて開催された研

究交流会にて情報を得た。また、2月 17日（火）
にユトレヒト市にあるオランダ公衆衛生・産業

保健学校（NSPOH）を訪問し、同校スタッフか
らのプレゼンテーション及び討論より情報を得

た。 
 
C. 研究結果 
1. 産業医向け復職支援ガイドライン改訂版（オ
ランダ産業医会作成）の翻訳 

1）ガイドラインの目的 
本ガイドラインは産業医がより最適な方法で

心の問題を抱える労働者及び事業場の機能を回

復させ、その維持に向けた支援ができることを

目的として作成されていた。対象は、ストレス

関連障害、軽症～中等症のうつ病（抑うつ状態）、

不安障害、その他の精神障害、機能障害を持つ

労働者であった。ガイドラインでは、産業医は

できる限り控えめに行動し、必要に応じてのみ

支援することを促しており、労働者と職場が建

設的な関係を築くことが重要と位置づけていた。 
一方で、職場復帰支援のプロセスの中で、労

働者の回復が停滞する可能性を考慮し、適切な

モニタリングを続けて回復に停滞が生じた場合

には速やかに対処することが必要とされていた。 
2）ガイドラインの構成と概要（付録 1） 
本ガイドラインは、4つのステップから構成さ
れており、それぞれのステップでは産業医に求

められる具体的な役割や対応法が示された。各

ステップの一覧を表 1に示す。 
第 1 ステップは、問題の方向性と診断につい
て、ガイドラインが意図する支援に労働者が適

合しているか、回復過程に停滞がみられるか、

何が問題となっているか、などについて検討す

る内容であった。 
第 2 ステップは、介入の導入について、労働
者と上司の問題解決力を引き出し強化すること

を目的とした支援のための具体的役割やタスク

について記載されていた。特に、産業医の役割

として、①職場復帰のプロセスを支援する、②

労働者に焦点を当てる、③職場のシステムに焦

点を当てる、の 3 つが強調されていた。労働者
本人への介入としては簡単な認知行動療法を用

いた介入が推奨された。 
第 3 ステップでは、再発防止について、支援
開始時点から再発防止に向けて問題解決力を高

める指導を行い、労働者本人と職場のそれぞれ

に具体的な対応の視点を解説していた。 
第 4 ステップでは、本ガイドラインに沿った
支援の評価と支援の終了について、支援の最初

からプロセス評価を実施し、その評価をもとに

労働者と職場の実情を把握するために、評価の

タイミングや内容について説明していた。また、

本ガイドラインを十分に活用するためには、産

業医が一定の知識やスキルを持つ必要があると

されており、ガイドライン実行の前提条件とし

て、①労働者が欠勤を始めてから 2 週間以内に
最初のアセスメントを行う、②1回の面談は最低
30分間行う、③3週に 1回は継続して面談を行
う、④職場の上司などとも月1回は面談を行う、
などが記載されていた。 
 
2. 適応障害ないしうつ病をもつ労働者の復職
に関する文献レビュー 

1）適応障害の労働者を対象としたコクランレビ
ュー(Arends et al., 2012) 
取り込み基準に合致する 9研究（参加者 1546

名）のうち、バイアスのリスクが低い 7 つの研
究をプールして評価した。 
認知行動療法に関しては、非介入群（対照群）

において、部分復職までの日数が 88日、完全復
職までの日数が 252日であった。 1年後のフォ
ローアップ時点では、認知行動療法群は、介入

を行うことで、部分復職までの日数が 8.78 日
(mean difference [MD] = -8.78; 95% confidence 
interval [CI]: -23.26 to 5.71)，完全復職までの日
数が 35.73日(MD = -35.73 [95% CI: -113.15 to 
41.69])短縮したが、両群間にはそれぞれ有意差
はなかった。 
問題解決技法に関しては、1年後のフォローア
ップ時点において、介入群は対照群（ガイドラ

インに基づかないケア）に比べて、部分復職ま

での日数が有意に短縮したものの  (MD = 
-17.00 [95% CI: -26.48 to -7.52])、完全復職まで
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の短縮日数については両群間で有意差はなかっ

た。(MD = -17.73 [95% CI: -37.35 to 1.90])。 
結論として、認知行動療法群は非介入群と比

べて、部分復職及び完全復職までの日数をとも

に有意に短縮しなかった。他方、問題解決技法

は、対照群（ガイドラインに基づかないケア）

と比べて、1年後のフォローアップ時点において、
部分復職までの日数を有意に短縮したが、完全

復職までの日数は有意に短縮しなかった。 
2）うつ病の労働者労働者を対象としたコクラン
レビュー (Nieuwenhuijsen et al., 2014) 

23研究が評価の対象となり、大うつ病性障害
または重度の抑うつ症状をもつ 5996 人の参加
者が含まれた。14研究はバイアスのリスクが高
く、9研究はバイアスのリスクが低かった。 
仕事への直接的な介入（ ①労働時間や仕事内
容などの業務調整、②職場でのうつ病への対処

における労働者への支援、③仕事の調整とサポ

ート的介入の組み合わせ）を用いた5研究では、
3研究において、臨床的な介入＋仕事への直接的
な介入が、臨床的な介入単独と比べて、疾病休

業日数を有意に短縮させた  (standardised 
mean difference [SMD] = -0.40 [95% CI: -0.66 
to -0.14])。 
臨床的なケアと仕事への直接的な介入との組

み合わせを用いた 1 研究では、仕事への直接的
な介入単独と比べて、疾病休業日数に有意差は

なかった (SMD = -0.14 [95% CI: -0.49 to 0.21])
（表 3）。 
参加者をより要求度の高い職場状況に段階的

に曝露する復職支援プログラムを用いた産業医

による定期的なケアを用いた 1 研究では、産業
医による通常のケアと比べて、疾病休業日数に

有意差はなかった (SMD = 0.45 [95% CI: -0.00 
to 0.91])。 
抗うつ薬による介入を用いた6研究において、

SSRIとSNRIとの疾病休業日数の短縮効果を比
較した 3 研究では、一貫した結果は得られなか
った。その他の 3研究では、SSRIと三環系抗う
つ薬とを比較した 1 研究では、疾病休業日数の
短縮において有意差はなかった。2 つの異なる
SSRI（escitalopram vs. citalopram）を比較し
た 1研究では、escitalopramが疾病休業日数を
有意に短縮した (SMD = -0.31 [95% CI: -0.54 
to -0.07])。三環系抗うつ薬またはモノアミン酸
化酵素阻害薬とプラセボとを比較した 1 研究に
おいては、疾病休業日数において有意差はなか

った。 
心理学的な介入を用いた 5研究では、3研究に
おいて、電話またはオンラインでの認知行動療

法が、通常のプライマリケアまたは産業医によ

るケアと比べて、疾病休業日数を有意に短縮し

た(SMD = -0.23 [95% CI: -0.45 to -0.01])。 
心理学的介入と抗うつ薬との組み合わせによ

る介入を用いた 5研究では、1研究において構造
化された電話でのアウトリーチとケアマネジメ

ントのプログラムが、通常ケアよりも疾病休業

日数を有意に短縮した(SMD = - 0.21 [95% CI: 
-0.37 to -0.05])。 
運動による介入を用いた 2 研究では、指導者
のもとでの高強度の運動が、リラクセーション

と比べて疾病休業日数を有意に短縮した(SMD 
= -1.11 [95% CI: -1.68 to -0.54])。有酸素運動は
リラクセーションやストレッチと比べてより疾

病休業日数に有意差はなかった(SMD = -0.06 
[95% CI: -0.36 to 0.24])。 
結論として、臨床的な介入に仕事への直接的

な介入を加えることで、臨床的な介入単独より

も、疾病休業日数を短縮することが示された。

また、認知行動療法を加えたケアは、通常のケ

アと比べて疾病休業日数を短縮した。薬物療法

を含む構造化された電話でのアウトリーチとケ

アマネジメントプログラムは、通常のケアと比

べて疾病休業日数を短縮した。 
 
3. オランダの復職支援専門家からの情報収集 
1）ティルブルフ大学での研究交流会（付録 2） 
 オランダ側より Jac van der Klink教授（ティ
ルブルフ大学）、Roland Blonk教授（TNO/ユト
レヒト大学）を含む 11名、日本側より 4名の研
究及び実践活動の紹介があった。 
オランダでは、産業医を対象とした復職支援

ガイドライン改訂版（第 2 版）が開発されてい
るが、ガイドラインのアドヒアランスを高める

ためのトレーニングや各種ツール、ガイドライ

ンの効果評価、復職に関する周囲の差別やステ

ィグマの影響、Sustainable employability（持
続可能な雇用能力）についても研究が紹介され

た。 
 Carel Hulshof教授（アムステルダム大学産業
医学分野）からは、産業医向けの復職支援ガイ

ドライン作成の背景や、ガイドラインが実務で

活用されるための教育研修（e-ラーニングによる、
労働者及び使用者向けのガイドライン、ワーク
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ショップやパワーポイントによるスライド研修、

チェックリスト、指針の提示、監査報告ツール、

デジタル教材の提供など）について紹介があっ

た。オランダ産業医会では、メンタルヘルス不

調による復職支援ガイドライン第 3 版を 2016
年 12月に公刊する予定であり、現在、改訂作業
中とのことであった。 
2）オランダ公衆衛生・産業保健学校（NSPOH）
の訪問（付録 3） 
 復職を支援するための産業保健専門職（産業

医、保健師、心理職など）向けガイドラインの

紹介があり、行動科学の諸理論にもとづく労働

者の動機づけ（I’m willing）、自己効力感（I’m 
able）、復職のタイミング（I’m ready）に焦点を
当てたプログラムの内容が紹介された。 
また、Capability Profileについての紹介もあ
った。Capability Profileとは、産業医が労働者
の復職支援（または再雇用）の際に作業能力を

記述するもので、その内容は主に雇用専門家、

保険会社の医師や労働専門家に情報提供される。

産業医は障害を持つ労働者の復職（または再就

職）の際にアドバイザーのような役割を果たし、

労働者の医学的所見や作業能力の限界を解説す

る。この調書をもとに雇用専門家や労働専門家

は、当該労働者が会社内の元の職務に就けるの

か、または職場調整が必要である、別の会社が

望ましいのかなどを判断する。産業医は一度き

りのアドバイスで終わるわけではなく、何度も

この過程に関与する。 
 
D. 考察 
1. 産業医向け復職支援ガイドライン改訂版（オ
ランダ産業医会作成）の翻訳 

 本ガイドラインは、2000年に発行された初版
の改訂版であり、より職場環境に焦点を当てた、

科学的根拠に基づく数少ない産業医向けガイド

ラインとして作成されたものであった。本ガイ

ドラインにおいては、産業医は本人と職場の双

方の問題を適切にアセスメントし、双方の問題

解決力を高めることが効果的な支援とされた。

また、ガイドラインを活用する前提として、産

業医に一定の知識やスキルが求められており、

事業主が産業医にそれらを修得させることが推

奨されていた。 
日本における職場復帰支援のガイドライン作

成においても、労働者の職場復帰に効果的な支

援方法だけでなく、ガイドラインを活用するた

めの基礎となる知識やスキルを修得する機会と

して産業医向け研修等を用意することが必要に

なると考えられる。認知行動療法や職場におけ

る問題解決技法など、ガイドラインに沿った介

入に必要となるスキルを産業医が習得するため

の工夫について検討が必要といえる。 
 
2. 適応障害ないしうつ病をもつ労働者の復職
に関する文献レビュー 

2つのコクランレビューの結果から、適応障害
により休業している労働者に対しては、問題解

決技法に基づくケアが部分復職までの日数を短

縮することが示された。うつ病により休業して

いる労働者に対しては、臨床的な介入に加えて

仕事への直接的な介入を用いることで、疾病休

業日数を短縮する可能性が示された。また、認

知行動療法を用いた介入が有効である可能性も

示された。 
以上の結果から、効果的な職場復帰支援を行

うためには、疾患の特性に応じた介入が必要で

ある可能性が考えられる。また、特にうつ病に

より休業している労働者には、通常の臨床的な

ケアだけでなく、仕事への直接的な介入を組み

合わせたり、電話やオンラインを活用した認知

行動療法を提供することが、疾病休業日数の短

縮に役立つと考えられる。しかしながら、いず

れの対応に関しても、実証研究の数は十分とは

言えず、今後のさらなる科学的根拠の蓄積が必

要である。 
 

3. オランダの復職支援専門家からの情報収集 
オランダでは、メンタルヘルス不調による休

業中の労働者を支援するための復職支援ガイド

ラインが、少なくとも 2 種類存在することが明
らかとなった。一つは産業医に向けたもの、も

う一つは産業医だけでなくその他の産業保健ス

タッフも活用できる内容であった。前者では、

産業医が労働者を支援するに際して、労働者と

職場環境の双方に段階的にアプローチする点を

強調していた。後者では、復職につながる重要

な要因として労働者自身の動機づけと自己効力

感を挙げており、いかにしてこれらの要因を高

めるかについて行動科学に関する各種理論を実

践に応用している点に特徴があった。また、い

ずれのガイドラインに関しても、これらを活用

するためのトレーニングが準備されていた。 
オランダ公衆衛生・産業保健学校（NSPOH）
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では、Capability profileも準備されており、各
労働者の身体的及び心理社会的な弱みだけでな

く強みを、労働者とともに専門職が把握し、適

切な復職につなげるための工夫を行っている点

は、わが国の復職支援を検討するうえで重要な

視点と思われる。 
 以上の国内外の情報をまとめると、わが国で

メンタルヘルス不調による休業中の労働者のセ

ルフケアを支援するための方策として、以下の

点が示唆される。 
1) 疾患の特性を考慮しながら、通常の臨床的

ケアに追加する形で、認知行動療法（問題

解決技法）を取り入れることが有用である。

その際、職場側が、仕事内容への直接的な

アプローチを行うことも有用である。 
2) セルフケア支援プログラムの作成に際して

は、動機づけや自己効力感を高めるための

行動科学の諸理論を応用すること、疾患や

休職に関するセルフスティグマの低減を図

ること、復職のタイミング（復職準備性）

を考慮すること、各労働者の強み（身体的

及び心理社会的）を労働者とともに専門職

が把握すること、なども重要である。 
ただし、これらの示唆を支持する実証研究の

数は十分とは言えず、今後のさらなる科学的根

拠の蓄積が必要である。 
 
E. 結論 
本研究では、メンタルヘルス不調による休業

中の労働者のセルフケアの支援に関して、支援

方策の開発とその効果評価を目的とした。初年

度は、セルフケアの支援方策の内容とその効果

に関して国内外の情報収集を行った。収集され

た情報を踏まえ、わが国でメンタルヘルス不調

による休業中の労働者のセルフケアを支援する

ための方策として、以下の点が示唆された。 
1) 疾患の特性を考慮しながら、通常の臨床的

ケアに追加する形で、認知行動療法（問題

解決技法）を取り入れることが有用である。

その際、職場側が、仕事内容への直接的な

アプローチを行うことも有用である。 
2) セルフケア支援プログラムの作成に際して

は、動機づけや自己効力感を高めるための

行動科学の諸理論を応用すること、疾患や

休職に関するセルフスティグマの低減を図

ること、復職のタイミング（復職準備性）

を考慮すること、各労働者の強み（身体的

及び心理社会的）を労働者とともに専門職

が把握すること、なども重要である。 
3) ただし、これらの示唆を支持する実証研究

の数は十分とは言えず、今後のさらなる科

学的根拠の蓄積が必要である。 
 
F. 研究発表 
1. 論文発表 
 該当せず 
2. 学会発表 
 該当せず 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
3. その他 
 なし 
 
H. 引用文献リスト 
Arends I, Bruinvels DJ, Rebergen DS, 

Nieuwenhuijsen K, Madan I, 
Neumeyer-Gromen A, Bültmann U, 
Verbeek JH. Interventions to facilitate 
return to work in adults with 
adjustment disorders. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2012, 
Issue 12. Art. No.: CD006389. DOI: 
10.1002/14651858.CD006389.pub2. 

Nieuwenhuijsen K, Faber B, Verbeek JH, 
Neumeyer-Gromen A, Hees HL, 
Verhoeven AC, van der Feltz-Cornelis 
CM, Bültmann U. Interventions to 
improve return to work in depressed 
people. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2014, Issue 12. 
Art. No.: CD006237. DOI: 
10.1002/14651858.CD006237.pub3. 
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表 1  職場復帰支援の 4つのステップ 
4つのステップ 内容 

１．問題の方向性と診断 ・労働者が下記の症状や機能障害がある場合に適用する。 

ストレス関連症状、軽症～中等症の抑うつ、不安障害、そ

の他の精神障害、心理的問題がある 

・診断と介入を受け入れるだけの十分な信頼関係が必要 

２．介入 ・労働者と職場システムに焦点を当てた介入を検討する。 

・簡単な認知行動療法を取り入れ、合理的な視点、1日の計画、

労働者の前向きな考え方などを支援する。 

・職場の人にも問題解決に向けた具体的なアドバイスをする 

・症状や状態が２ヶ月間変わらない、または悪化している場合

は、主治医に相談する。 

３．予防と再発防止 ・再発予防のために、労働者と職場の問題解決力を強化する 

・以前と同じ症状がでた場合は、必要に応じてすぐに対応でき

るようにする。 

４．評価と支援の終了 ・労働者と、最初の３ヶ月間は３週間に１回、その後は６週間

に１回は面談する。 

・上司とも月１回は面談する。 
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表 2．非治療群に対する適応障害のための認知行動療法の比較 
対象 適応障害の患者 
研究枠組み 産業保健ケア 
介入 認知行動療法 
比較 非治療群 
アウトカム 3 実例比較リスク(95%信頼区間) 参加者数 

(研究数) 
エビデンスの質

(GRADE) 想定リスク 対応リスク 
非治療群 認知行動療法 

部分復職  
(追跡期間： 
平均 1年間) 

部分復職までの平均

日数 88日 
部分復職までの平均

日数 8.78日短い 
(23.26 ～ 5.71 )  

201 
(2 研究のうち、1
研究は 3 群のため
介入群が 2つ) 

中程度 1 

完全復職  -180
～+180 日(追跡
期間：平均 1 年
間) 

完全復職までの平均

日数 252日 
完全復職までの平均

日数  35.75 日短い
(113.15 ～41.69 ) 

105  
(1研究、2 介入群) 

低い 1、2 

ストレス得点 
DASS stress 
scale：0 点～42 
点（高い）  
(追跡期間：平均
1年間) 

平均ストレス得点 
14.1点 

ストレス得点の平均

値は 0.06 点高い 
(3.91  ～4.02 ) 

89 
(1研究、2 介入群) 

中程度 1 

GRADE 
高い質 更なる研究によって、効果の推定における信頼性が変わることはありえない 
中程度の質 更なる研究が効果の推定における信頼性に重要な影響を与える可能性がある、また、推

定自体が変わるかもしれない 

低い質 更なる研究が効果の推定における信頼性に重要な影響を与える可能性が大きくある、ま

た、推定自体が変わる可能性がある 

とても低い質 この推定に関しては疑わしい 
1N<400だったため 
2不均一性 I² = 58% (中程度の不均質性だったため) 
3 DASS = Distress, Anxiety and Stress Scales distress scale 
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表 3．うつ病の臨床的介入のみに対する職場向け介入＋臨床的介入の比較（概要版） 
対象 うつ病患者 
研究場枠組み 外来患者に対する研究が 2つ、職場または EAPで行われた研究が 1つ 
介入 職場向け介入＋臨床的介入 
対照 臨床的介入のみ 
アウトカム 実例比較リスク 

(95% 信頼区間） 
相 対 効 果

(95%信頼区
間) 

参加者数 
(研究数) 

エビデンスの

質(GRADE) 
コメント 

想定リスク 対応リスク 

臨床的介入 職場向け介
入＋臨床的

介入 
疾病休業日数 

(追跡期間：4-12
か月) 

  疾病休業日

数の平均値

は 0.4 標準
偏差低い 
 (0.66 ～

0.14) 

標準化平均値

差  (SMD)= 
-0.4 (-0.66～
-0.14) 

251  
(3研究) 

中程度 標準偏差が

0.5 なので、
群間の差は

中程度 

想定リスクの基準は脚注に記載(e.g 全ての研究のコントロール群のリスクの中央値)、 
対応リスク (及び 95%信頼区間) は対照群の想定リスクと介入群の相対効果 (及び 95%信頼区間)に基づく 
介入の詳細 2つの研究では、仕事の再調整に重点を置いた作業療法(仕事の修正とそのサポート)に臨

床介入を加えた内容。もう 1 つの研究では、通常の EAP プログラムを拡張し、仕事の
コーチングや仕事の修正を組み合わせた内容。 

GRADE 
高い質 更なる研究によって、効果の推定における信頼性が変わることはありえない 
中程度の質 更なる研究が効果の推定における信頼性に重要な影響を与える可能性がある、また、推

定自体が変わるかもしれない 
低い質 更なる研究が効果の推定における信頼性に重要な影響を与える可能性が大きくある、ま

た、推定自体が変わる可能性がある 
とても低い質 この推定に関しては疑わしい 
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付録 1  産業医向け復職支援ガイドライン改訂版（オランダ産業医会作成）の概要 
 
産業医への手引書 
心の問題 
 コントロールの喪失はほぼすべての心の問題の核心をなす特徴である。 
 症状に焦点を当てた介入は自動的には機能回復へとはつながらない。 
 回復プロセスとは職場環境との相互関係を構築するプロセスである 
 
ガイドラインを充分に実行するための前提条件 
- 産業医は欠勤の報告を受けてから 2週間以内に支援を始めなければならない。 
- 各面談には少なくとも 30分はかける。 
- 継続の面談は平均 3週間に 1回行う。 
- 職場環境/上司とのコンタクトは平均して月に 1回は行う。 
 
1 問題に向けた診断 
労働者が下記のような症状からコントロールの喪失と機能障害に陥ったらこのガイドラインを適用する。 
- ストレス関連症状（ストレス性症状、ストレス性障害、慢性的ストレス性障害） 
- 軽度から中程度の抑うつ 
- 不安障害 
- その他の精神障害 
- 「心理的問題」という診断にあまり抵抗のない労働者 
 
下記のことが直接な原因の場合はこのガイドラインは適用しない。 

- 急性の感情の発現（例えば怒り） 
- 身体化症状 

問題の開示と判断 
- 症状、機能の制限、原因要素 
- 労働者と上司の問題解決能力 
- ストレスプロセスで説明のつく症状（要求、環境のイベントと問題、人間関係よりおこる脆弱性） 
- 身体化の仮診断、自殺リスク、非合理的認識、頑なな性格的特徴、望まない行為の犠牲者、労働

環境にコンフリクトが重要な病因になっている労働者などは合併症を起こす可能性がある。 
回復プロセスに停滞がないか継続的に監視 
停滞がなく正常な経過 

- 控えめな支援で必要に応じて支えとなり、継続的に回復プロセスをモニターする。 
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2 介入 
プロセス支援者としての役割は最小限にして、労働者及び/あるいは職場システムに焦点を当てた介入の役
割を検討する。 
4DKLを使って月ごとの症状パターンをモニターし、症状が抑うつ障害や不安障害に発展しないようにす
る。 
介入タスク 

- 簡単な認知行動療法を取り入れた回復ステップで合理的な視点、1日の計画、前向きなラベルを貼
るなどの支援で労働者を支える。 

- 説明と教育で職場環境における労働者を支える。 
- 症状パターンが 2か月間変わらないか、悪化している場合は開業医に相談する。 

停滞の場合 
- 直ちに介入を導入して充分な支援を行う。 

 
3 予防と再発防止 

- 再発しないように労働者と職場環境の問題解決能力を強化する。 
- 労働者が以前に患った時と同じ症状が起きた場合、必要であればすぐにコンタクトをとれるよう

にする。 
- 複数の労働者が問題に関与している場合は（RI&E、PMO、就労支援センターもしくは組織）な
どに相談する。 

 
4 評価と支援の終了 
完全な復職後も産業医の支援は継続される。 
評価 
労働者と 

- 最初の 3か月間は 3週間に 1回 
- 3か月後には、少なくとも 6週間に 1回 

上司と 
- 4週ごとに 1回 

その他の医療機関 
- 停滞もしくは再発した場合 
- 診断に迷いがあるとき 

労働に関する専門家（場合によっては保険医） 
- 構造的作業調整が必要な場合 
- 元の職場に復帰できない場合 
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プロセスの段階 回復タスク 介入 日程 停滞期 
コントロール喪失状

態になる 
1. 危機的段階 

－理解と観察 
－受け入れ 
－休養と気分転

換 
－組み立て 

－指導（口頭と

筆記による） 
－論理的根拠 
－コミュニケー

ション指導 
－総体的視点を

与える 
－前向きなラベ

ルを貼る 
－心配の原因と

向き合う 
－日中の過ごし

方 
－睡眠のとり方 

おおよそ 3
週間を目途

に切り上げ

る。 
目的に到達

できていな

い場合は→ 
停滞期を参

照 

出発点の見直

し： 
－問題の方向

性を広げるの

か？ 
－診断を変更

するのか？ 
－介入を調整

するのか？ 
－経過を見る 
再度同じプロ

セスを日程通

りに繰り返す 
（プロセスに

応じたタスク

も含めて） 
原因を特定する 
2. 問題の特定と解
決の段階 

問題の方向性か

ら解決策の方向

性を探る。 
－問題解決の方

向性を検討する 

－問題点と解決

策の現状調査 
－記録を書き留

める課題を与え

る 

第一段階終

了後、3－6
週間で切り

上げる。 
目的に到達

できていな

い場合は→ 
停滞期を参

照 
解決策の適用 
3. 適用の段階 

適用の指導 
－全ての役割と

職務を再検討す

る 
－機能の回復 

－大まかな計画

を立てる 
－今後の見通し

を立てる 
－復帰を目指す 

第二段階終

了後、形式

的に 6週間
で切り上げ

る。 
目的に到達

できていな

い場合は→ 
停滞期を参

照 
 
産業医によるコントロール喪失から機能回復までのプロセスの処置 
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付録  ティルブルフ大学での研究交流会のプログラム（ 年 月 日）

 
Title: work and health in the Netherlands and Japan; a Dutch – Japanese knowledge 

exchange of science and practice 
Date:     February, 16th 2015 

Location:   Tias Building, Tilburg University, Tilburg 

Meeting Room: TZ3 

Morning program: 
 

 09.30-09.45 RECEPTION of Japanese colleagues and transfer to meeting room  

 10.00-10.15 WELCOME at our institute with coffee, tea and introduction round 

 10.15-10.30 SHORT PRESENTATION on Tranzo, Scientific Center for Care and Welfare, dr. Evelien 
Brouwers 

 10.30-10.45 SHORT PRESENTATION  on the Tilburg School of Social and Behavioral Sciences Prof. Wijo 
Kop 

 10.45-11.00 Short COFFEE/TEA BREAK 

 11.00-12.30 PRESENTATIONS 

o Prof. Dr. Ton Wilthagen: labour market instruments for enhancing participation in 
work 

o Prof. dr. Peter van der Velden: mental health in the police force, trauma and resilience  

o Dr. Evelien Brouwers: mental disorders at work, stigma and RTW policies 

o Dr. Margot Joosen: Enhancing guideline adherence in occupational health care 

o Prof. dr. Christina van der Felz: the outcomes on RTW of a blended ehealth 
intervention in the occupational health setting: A Randomised Clinical Trial. 

o Prof. dr. Wijo Kop: RTW after cardiac rehabilitation; preliminary results and 
experiences 

o Prof. dr. Jac van der Klink: sustainable employability and its relation with RTW. 

o Prof. dr. Carel Hulshof: evidence-based practice guidelines on RTW  

o Prof. dr. Roland Blonk:  Sustainable employability of low skilled workers 

o Esther Wegter-Hilbers MSc: Health management in practice 

 12.30-13.30 LUNCH 
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Afternoon program: 
 

 13.30-14.15 CONTINUATION OF (DUTCH) PRESENTATIONS 

 14.15 – 15.15 PRESENTATIONS BY THE JAPANESE TEAM 

o Prof. dr. Akizumi Tsutsumi: Development of new evidence-based measures to support 
the return-to-work of employees absent from work due to mental health problem. 

o Dr. Hisashi Eguchi: Return to work system in Japan: Guideline and Practice. 
o Dr. Hideaki Arima: Re-work program for mood disorders: Innovative treatment in Japan 

for the purpose of recovery and relapse prevention. 
o Dr. Akihito Shimazu: Towards healthy employees in a healthy organization: From a 

perspective of work engagement. 
 

 15.15-15.30 Short COFFEE/TEA BREAK 

 15.30-16.15 DISCUSSION and exchange of experiences  

Participants: (a selection of) the researchers mentioned above and prof. dr.  Christel Rutte, dr. 
Marjolein Lugtenberg, Dick Frereiks MSc  and others 
 

 16.15-17.00 BRAINSTORM on opportunities for collaboration 
 

 17.00 CLOSING 
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付録 3 オランダ公衆衛生・産業保健学校（NSPOH）での訪問プログラム 

 

NSPOH performing the educational programs for occupational health professionals in the Netherlands 
 

Program Tuesday 17 February 2015 
 

10h00-10h15 
Welcome and short introduction by Mrs. Petrien Uniken Venema (director NSPOH) 

10h15-10h45 
Presentation by Mr. Ger Kaldenberg 

 Dutch Postgraduate Training Program in Occupational Medicine 

10h45-11h15 
Presentation by Mr. Frans Vlek 

 Reintegration manual 

11h15-11h45 
Presentation by Mrs. Ineke van Werven 

 Capability profile 
 Introduction in teaching moral values in Occupational Health 
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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 
分担研究報告書 

 
日本型職場復帰診断書（fit note）システムの試行 

 
研究代表者 堤 明純 北里大学医学部公衆衛生学教授 

 
研究要旨：主治医と事業場スタッフの円滑な連携を目的とし、英国において労働者の職場復帰の支援策と
して採用されている「職場復帰診断書」(fit note)システムを特定の地域でモデル事業として試行し、その有
効性を検証することを目的として、英国雇用年金省において Carol Black英国仕事と健康に関する特命長官
と fit noteに携わる関係部署にヒアリングを行い、fit note システム導入の経緯とその機能、制度・運用の
仕組み、導入後の効果と課題について情報収集をした。さらに、研究遂行に当たり、fit note 導入に関して、
制度設計、研究デザインや結果の評価について検討を行う産業医及び産業保健に精通した精神科医による
ワーキンググループと、実際に地域においてモデル事業を展開していく専門施設・専門家グループの協力
関係を樹立し、fit note 導入に関する現時点での課題について検討した。fit noteは、休業が必要であるこ
とを示す従来の診断書と違って、どのような条件が整えば復職できるかに焦点をあてた診断書であり、休
業・復職に関する主治医、職場側双方の認識や行動を変えることで、休業の長期化を防止する効果がある
とされ、英国で導入され、現在、効果検証が進められている。休業が必ずしも必要ないと思われる事例や
長期休業が予後不良であることはわが国の臨床例でも認められており、fit noteの考え方は、日本の産業衛
生の制度設計の参考になる可能性がある。わが国への導入に当たって検討すべき事項には、適用疾患（療
養に当たり十分な休養を必ずしも要しない適応の問題でメンタルヘルス不調に陥った例等）、対象とする事
業場（産業医選任義務のない小規模事業場等）、主治医にとって負担とならない項目内容・数の選択、発行
時期をいつにするか、主治医が患者と就労可能性について相談ができるツール、fit noteを受けた後、現場
で調整を行うコーディネーター等の設置などがある。産業保健や休業補償などの制度の異なる二国間で、
診断書のシステムのみを切り出して導入することは容易な作業ではないが、fit note はわが国の課題とされ
ている産業保健体制の十分でない職場への適用可能性がある。 
 
研究協力者 
河野慶三（富士通株式会社産業医） 
佐藤裕司（富士通株式会社産業医） 
前田聡彦（富士通株式会社産業医） 
土肥紘子（富士通株式会社産業医） 
宮岡 等（北里大学医学部精神科教授） 
鎌田直樹（北里大学医学部精神科） 
田中克俊（北里大学大学院医療系研究科教授） 
坂田深一（医療法人社団博奉会相模ヶ丘病院院

長） 
井上賀晶（医療法人社団博奉会相模ヶ丘病院診

療部長） 
石渡弘一（神奈川産業保健総合支援センター所

長） 
森田哲也（神奈川産業保健総合支援センター相

談員） 
塩崎一昌（横浜市総合保健医療センター地域精

神保健部長） 
林田耕治（トータルヘルス株式会社、株式会社

D4代表取締役・福岡職域研究会世話人） 
森口次郎（京都工場保健会産業保健推進部部長） 
藤野善久（産業医科大学公衆衛生学准教授）  
 

A. 研究目的  
メンタルヘルス不調による休職者がいる事業

所の割合の高止まり及び復職後早期の再休職率

の高さ(Endo et al, 2013)から、当該労働者の円
滑な職場復帰及び再発予防は重要課題である。 
メンタルヘルス不調のために休業に陥った労

働者の復職については、種々の課題があるが、

主治医による診断書の有用性は、そのうちの一

つである（堤, 2008）。現在わが国では、専門医
の診断書は、それを基に休職及び復職（第 3ス
テップ）の手続きが開始される要件となってい

る。しかし、産業医からは、診断書ベースでの

専門医とのコミュニケーションが難しいことが

指摘されている（佐々木ら 2011; Tsutsumi A et 
al 2011）。精神科関連の専門医の調査からも、診
断書の内容が患者の希望に沿って、甘くなる可

能性が認められている（柏木 2005; 2006）。 
英国では、主治医が休業者の仕事への適合性

を評価し、雇用主による支援の必要性を助言で

きる「職場復帰診断書」(fit note)の活用が始ま
っている（藤野ら 2013）。fit noteは、休業が必
要であることを示す従来の診断書ではなく、ど

のような条件が整えば復職できるかに焦点をあ
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てた診断書であり、休業・復職に関する主治医、

職場側双方の認識や行動を変えることで、休業

の長期化を防止する効果があるとされている。

本研究の目的は、この fit note システムをわが
国に適用できるか、モデル事業を取り入れて検

証することにある。 
 
B. 研究方法 
研究初年度にあたる今年度は、研究体制の構

築と情報収集を行った。 
1. fit noteに関する情報収集 
英国雇用年金省において Carol Black 英国仕

事と健康に関する特命長官と fit note に携わる
関係部署にヒアリングを行い、fit noteに関する
情報を収集し、システム導入の経緯とその機能、

制度・運用の仕組み、導入後の効果と課題につ

いて情報収集した。 
 
2. 専門家ワーキンググループによる研究体制の
樹立と導入に当たっての意見聴取 
研究遂行に当たり、fit note 導入に関する意見、

研究デザインや結果の評価について討議する産

業医及び産業保健に精通した精神科医によるワ

ーキンググループと、実際に地域においてモデ

ル事業を展開する際に協力いただく専門施設・

専門家グループの協力を樹立した。 
fit noteの事情に詳しい専門家（藤野善久産業
医大公衆衛生学准教授）と専門家によるワーキ

ンググループからは、fit note導入の可能性（条
件）について意見や疑問点を提出いただいた。

その際、英国における情報収集とモデル事業の

参考にするため、現時点で考えられる課題を抽

出していただいた。 
制度上の課題については、「制度上できない」

ではなく、「どのような条件であれば導入できる

か」の視点で意見を求めた。内容面の課題につ

いては、fit note は、「使えるものか、使えない
のであればどうしたら受け入れられるか」とい

う視点で意見を求めた。 
 
倫理面への配慮 
本研究で実施した文献レビュー、先進諸国に

おける調査、研究協力者からの聞き取り、情報

収集及び討議については個人情報を含まない研

究であり倫理審査の対象外である。

 
C. 研究結果 
1. fit noteに関する情報収集 

英国雇用年金省におけるヒアリング結果を以

下にまとめる。 
1) fit noteの概要 

2010年 4月に、「休業を要する」もしくは「休
業を要しない」に限られていた従来の診断書

（sick note）から‘考え方の変換 cultural shift’
を目指して導入された、何らかの配慮をするこ

とにより復職をさせる方向で、事業者・患者間

で就業条件の合意を促すための診断書で、英国

では、メンタルヘルスだけでなく疾病一般に利

用されている（図１：邦訳およびガイドは巻末）。 
主治医の記入箇所は、「仕事に適さない」「主

治医の助言を考慮することにより仕事に適する

可能性がある」のみで、臨床上配慮すべき必要

最小限の内容を追記する。職場や産業保健に関

する専門的な知識は期待されず、主治医の助言

に基づいて話し合い、可能な対応をすることは、

患者と雇用者の役割とされている。 
 

2) fit note導入の背景 
「福祉から就労へ」とする国家的政策方針の

転換の中で導入されたもので、Carol Black卿に
よるレビューが主要なエビデンスとなっている

（ Black 2008; Department of Work & 
Pensions [DWP] 2008）。その骨子は、就業は一
般に健康に良いものであり失職による好ましく

ない影響を軽減する効果がある、就業は仕事が

もたらす健康リスクや長期失業による健康への

悪影響を凌駕する（Waddell and Burton, 2006）、
多くの休業者は軽症で何らかの配慮をすること

で就業可能であるが不必要に労働市場から排除

されている、休職期間が長いほど離職リスクが

高まり社会的コストが嵩む、以上より、復職は

重要な臨床上のアウトカムと位置づけられ、「疾

病のために働くことができない」という旧来の

考え方からの変換を図る必要があるとする

（Hann and Sibbald 2011; O'Brien et al 2008）。 
さらに、英国の産業保健事情として、しっか

りした産業医制度がないため、産業保健サービ

スを補完するため、General Practitioner (GP)
を産業保健資源として活用する試みとなってい

る（表１）。 
英国での導入を可能としている事情には、雇

用の流動性と雇用条件の柔軟性が挙げられる。

具体的には、事業者と労働者個人間で、職務に

対して、個別に賃金調整が可能なため、事業者
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と労働者個人間で合意が形成されれば、合意し

た労働条件で復職が可能となるのである。 
3) fit note の機能、制度・運用の仕組み 

fit note は 、 行 政 委 任 立 法 statutory 
instrument (secondary legislation) によって制
定された規則で、1週間以上の休業で、GPもし
くは病院勤務医から発行される。対象とされる

疾患は、マイルド（重篤ではなく）で治療可能

なもので、適切な配慮をすれば、休業をする必

要のない労働者を早期に復職させるものである。

長期休業を減じようとする試みであるので、発

行時から 6ヶ月以内のケースでは、3ヶ月以上有
効とする fit note は発行できないことになって
いる。GPの助言は、患者への一般的なもので法
的拘束力はない。患者が復職しない場合は、休

業補償の申請と連動する。この GP による gate 
keeper 的役割のため、fit note を必要とするほ
ぼすべての労働者に発行されることになる。 

GPは、患者からの請求に応じて、診療記録な
どを参照して fit noteを発行する（診察不要）。
発行にかかる費用は、GPと NHSの包括的業務
契約に含まれているため、発行あたりの単価は

ない。したがって、GP直接のインセンティブは
なく、fit noteを頻回に発行することは、むしろ、
頻回受診による負担となる。仕事は増えるので、

チェック項目のみの簡易な定型化されたフォー

マットとして、GPの助言を可能とした。従来の
sick noteでは、復職にあたり「就業可能」とす
る診断書を発行する必要があったが、この手続

きも省かれたことになる。 
4) 評価 

2010年に法制化されてまだ日が浅く、意図さ
れた効果は十分には上がっていない。最近、fit 
note の電子版が導入されて統計情報の収集が始
まり、より信頼性の高いレベルでの量的な評価

が な さ れ よ う と し て い る 段 階 で あ る

（https://www.gov.uk/government/collections/f
it-note）。疾病別の有用性、とくに、われわれの
関心ごとであるメンタルヘルス不調への適用に

ついても知見を積み重ねている段階である。 
現時点で判明しているところでは、英国で毎

年約１千万の fit note が発行されており、70%
は雇用者からの疾病手当ての請求に使用されて

いる。一部量的な調査も行われていて、発行さ

れた 12%で「就業にフィットする可能性がある」
の評価がなされている。3分の 1以上の fit note
が軽度から中等度のメンタルヘルス障害に発行

さており、約 4分の 1の fit note は、1～3ヶ月
の期間で発行されている。 
労働者に対する調査では、回答した労働者の

半数強が事業者と復職支援について相談をして

おり、ほとんどの休業が 8～14 日続くものであ
った。回答者の 71%が復職に役立つ変更を同定
するのに役立ったとしている（Silk 2015）。また、
GP に対する調査では、現時点で 17%しか意図
した使用法をしておらず、77%は、医学以外の
理由で fit note を発行する義務があるように感
じており、38%は、fit note は彼らの実務を変化
させていないと回答している。さらに、保障制

度をよく理解しているのは、GPのわずかに 23%
であった（Black 2015）。 
一方で、質的には、表２に示すような効果も

報告されている（Fylan et al 2011; Lalani et al 
2012)。GP の評価は一般に好意的で、fit note
を使用することにより、コンサルテーションの

時間が長くなって GP と患者の満足度が上がり
（Hann and Sibbald 2011）、診断書を作成する
に当たって、患者とのコミュニケーションの質

が向上したとされる（図２：DWP, 2014b）。ま
た、軽症から中等度のメンタルヘルス不調や筋

骨格系疾患の復職に有用という意見がある。一

方で、GPの自己効力感や患者との関係悪化が fit 
note 利用の障害に含まれるといった評価もあ
る（Fylan et al 2011）。 
事業者に対する検討では、往々にして認識さ

れないことがあるが休職数の減少や休職者のマ

ネジメント向上に有用であるとの意見や、fit 
note の効果は、中小事業場など、復職のシステ
ムが整っていない事業場で大きいとする意見と

ともに、GPの復職に対する実務的な助言は、彼
らの担当業務や産業保健についての知識不足に

よって、損なわれるという意見がある（Lalani et 
al 2012）。就業措置については、時間調整などは
受け入れやすいと考える一方で、労働者が、措

置に対して過大な期待を持つと感じている事業

者もある（Lalani et al 2012）。また、事業者は
GPが労働者に望まれて fit noteを作成しがちだ
と感じ、「就業にフィットする可能性がある」と

する fit note をもっと発行してほしいとしてい
ると感じている。 
労働者に対する検討では、「復職について、雇

用者と交渉するエンパワーメントを得た」とい

う意見とともに、労働者の中には、早期の復職

で健康が損なわれると感じる者がいる。 
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5) fit note 導入後の展開  
fit note 導入後も、エビデンスに基づいた施策

が展開されている。2014年から、休業 4週以上
で fit noteに代わって休業者をケアする Fit for 
Work Service (FFWS)が導入された。 
英国では、2010年 10月から 2013年 9月の間
に 960000の疾病休業が認められ、毎年全労働時
間の約 2%が休業によって失われていると推計
されている（DWP 2014a; Young and Bhaumik 
2011）。そのうち 4週間以上の長期休業者の 46% 
が 50歳以上で、52％が障害者であった。一方で、
長期的な健康問題を抱えていない休業者が長期

休業者中最大の割合（38%）を占め、続いて、2
つの長期的健康問題を抱えている者は 34%、ひ
とつの長期的健康問題を抱えている者が 29%で
あった。長期労働者の休業がもたらす経済的コ

ストは、労働者にとって 40 億ポンドの所得減、
事業者は疾病手当てと関連のコストに90億ポン
ドの負担、政府も 20億ポンドに相当する疾病手
当て負担と税収減となっている。さらに英国の

経済生産高を年間 150 億ポンド減じているとさ
れている。 

FFWS は、以上のような経済的状況の下、
Carol Black 卿らによって再度英国議会に提出
された報告書（independent report）における
推奨事項（Black and Frost, 2011）が受け入れ
られ導入された国費で健康と就業に関する評価

と助言サービスを行う制度である（DWP 2013）。 
この制度は、4週間以上の休業に入る（もしく
は見込まれる）労働者に対し、産業保健専門職

が電話もしくは対面で労働者の状況を評価し、

それぞれの労働者に適合する助言を提供するも

のである。就業を阻害する要因を同定し、これ

らを取り除いていくプラン（Return to Work 
Plan）が作成され、長期休業者の復職支援に fit 
noteに代わって使用される。この RTW planは、
労働者の同意に基づいて、GPや事業者にも共有
される。ジョブマッチングなどについての適切

な相談先の紹介や、複雑な休職制度の中で手続

きの遅れなどが発生しないように、ケースマネ

ジメントを行うことが重要で、ケースマネージ

ャーが導入されている。また、紹介者に限らず、

ウェブサイトや電話での就業に関連する健康問

題に関する助言サービスも行われている。 
6) 課題 

fit noteは、英国でもまだ始まったばかりの制
度であり、今後浸透させていくには、さらなる

エビデンスや施策が必要である。特に重視され

ているのが GP の卒前・卒後教育とケースのマ
ネジメントである。 
「疾病のために仕事を休む必要がある」とい

う考え方から、「仕事は健康によい」という考え

方へ変換するために、GP全体の行動変容が求め
られており、行動科学的な手法を取り入れた教

育が導入されている。現時点で 3500人を超える
GPに、3時間の対面型・対話型ワークショップ
が行われ成果を挙げている。教育資源（講師）

は限られているが、GPの中で GPトレーナーを
育てることによる屋根瓦方式での学習内容の拡

散も期待されている。 
また、労働者（患者）に就労する意志がある

のが前提（仕事をするために、発行してもらう

もの）であるが、彼らの希望は、必ずしもそう

したものばかりではなく、休業のための証明を

求めてGPを受診する者は少なくない。GPには、
診療に当たって、患者と仕事と健康について会

話をすること、患者の考えを‘仕事に向かわせ

る’行動（態度）変容を取らせることが目標と

され、行動科学的な学習手法が取り入れた GP
の た め の 教 材 が 多 数 作 成 さ れ て い る

（ http://www.healthyworkinguk.co.uk/; 診断
能力向上は他のプログラムで維持されている）。

fit note を使用することで患者にネガティブな
印象を与えるような事例や必ずしも成功裏に終

わらない事例もあり、そのような事例を減らす

ためにも教育が必要である。 
さらに、以前は GP が必ずしも患者の仕事の
内容を知る必要はないとされたが、GPと患者が、
「仕事に戻ることの重要性」「仕事に戻るにあた

っての障害と促進要因」「仕事に戻れる自信」「有

用な情報（主に休業が長引くことによるリスク

増加に関する情報）」などについて会話をする材

料を提供するツール（Shared Decision Making）
が開発され応用されようとしている。 
 
2. 専門家ワーキンググループによる導入に当た
っての意見聴取 
研究遂行に当たり、fit note 導入に関する意見、
研究デザインや結果の評価について討議する産

業医及び産業保健に精通した精神科医によるワ

ーキンググループと、実際に地域においてモデ

ル事業を展開する際に協力いただく専門施設・

専門家グループの協力を樹立した（表３）。また、

fit note の事情に詳しい藤野善久産業医大公衆
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衛生学准教授と連携して協力していくこととし

た。ワーキンググループからは、fit note導入の
可能性（条件）について、現時点で考え付く意

見や疑問点を提出いただいた。 
産業医のワーキンググループ討議では、主に

現行制度上の制約の面から課題が挙げられた。

受け入れ側には、個別の労働者の契約に関する

柔軟な対応が求められ、集団交渉型のわが国に

はそぐわない面がある。また、診断書を持って

休業とする現行の企業のシステム（考え方）を

変更する必要がある。適用先として可能性が高

いのは、中小企業であるが、大企業でも産業医

が頻回に訪問できない支店などでは活用の可能

性があるという意見が出された（表４）。 
精神科医のワーキンググループ討議では、休

業に陥る多くの症例が適応の問題で、休職をさ

せずに仕事を続けさせられる可能性があること、

長く休むと家族のダイナミズムなどが絡んで予

後が悪くなりさらに長期休業となるリスクが語

られ、せいぜい２、３週間の休業で見極めをつ

け、無用な治療を早くやめさせることが大切で

あるとの意見が出された。休業期間を短くする

という目標ではなく、‘休ませない’という考え

方もあってよい、との意見もあった。また、fit 
noteを発行する医師も、（その重要性から）緊張
感が生まれ、もちろん適用によるが、fit noteを
発行される労働者に対しても早めの刺激が好ま

しい効果を生むかもしれないという意見が出た。 
fit note 導入の要件として、主治医側、事業者
側両者のインセンティブについて検討する必要

性が挙げられた。早期の治療終結は、主治医側

にはアンチ・インセンティブになる可能性があ

り、彼らに、早期に職場に帰すことのメリット

を示す必要がある。事業場側から「こういうこ

とができる」等、内部の受け入れ態勢ができて

いる事などを知らせて、「これなら返してもよい

かな」と主事医に思わせるとよいなど、‘事業場

の準備態勢’が重要との意見が出た。 
一方、事業場側からすると、fit note が送って

こられるだけでは負担感が大きく、事業場にも

納得してもらう仕組みが必要である。fit noteを
出すだけでなく、その後のフォローがあって職

場は受け入れられる可能性がある。一般に、事

業場に入らないと、就業の配慮はできないため、

fit note 後のフォローを地域でサービスする仕
組み（従来の地域産業保健センターのコーディ

ネート機能）があるとよいかもしれない（表５）。 

D. 考察 
わが国においても、職場における調整によっ

て不要な休業を防ぐことができる多くの例があ

るということや、長期休業が予後に悪影響する

ことが少なからず経験されている（鎌田ら2013）。
産業保健や休業補償などの制度の異なる二国間

で、診断書のシステムのみを切り出して導入す

ることは容易な作業ではないが、仕事は健康に

良いものであり、症状のあることが必ずしも仕

事につけないことを意味するものではなく、む

しろ復職は予後を改善し経済的コストを軽減す

る可能性があるために事業者を含む社会全体の

システムを変更していく、という fit note 導入
に至った考え方（Waddell & Aylward; Waddell 
& Burton）は、日本型 fit noteを検討するにあ
たって参考になるものである。 
1. fit note system全体像のまとめ 

fit note は、公的な支援を含めて休業に関する
マネジメントの一貫性がなく、GPと休業者間の
就労可か不可かの sick noteのやりとりで時間を
費やしたあと、多くの労働者が就労不能給付を

受けるにいたっていた従来のシステム（図３上

左）を断ち切って、まずは、1週間以上の休業で
GPが fit noteを発行し、本人と事業場で就労に
関する可能性を検討するものである（図３上右）。 

4週間を超えることが見込まれると、産業保健
専門的な助言を受けるために Fit for Workに紹
介される（図３上右）。Fit for Workは、理学
療法や作業療法、心理療法、借金などの生活に

関連する助言を含む物理的・情緒的支援を行う

産業保健サービスをテーラーメードで提供して

早期の復職を目指す（図３下）。fit note導入に
当たっては、この全体のシステムを検討する必

要があるかもしれない。 
 

2. わが国への適用可能性に関する考察 
1) 適用疾患 
産業医・精神科医に共通して、エビデンスが

不足しているメンタルヘルス不調への適応の可

否が懸念された。十分な休息を必要とする障害

を除く適応の問題でメンタルヘルス不調に陥っ

た労働者がもっとも適用があると考えられた。 
2) 対象 

fit note で求められる就業配慮に事業場側が
対応できるか否かが課題となるが、fit noteを導
入する対象は、産業医選任義務のない小規模事

業場がメインとなるという認識であった。受け
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取り手としては、事業者以外に社労士なども候

補となりうる。社内の制度変更など状況が許せ

ば、大企業の支店等でも活用の可能性がある。 
3) 項目 
人事担当者や社労士に理解可能で、簡単に記

入できる、必要十分な項目を選択し、レイアウ

トする必要がある。多くの医師にとってペーパ

ーワークは過重な負荷と感じられており

（Tsutsumi et al 2012）、制度設計によっては、
復職について簡便に事業者とコミュニケートで

きる診断書は有用である。 
4) 発行時期 
現在、通常、専門医の「要休業」診断書を受

けて休業の手続きとなり、多くの場合、主治医

が患者を初見するタイミングとなる。精神科ワ

ーキンググループ内には、休業期間を短くする

という目標ではなく、‘休ませない’という考え

方もあってよい、との意見も出されたが、初診

時に正確な診断をすることは難しい。ワーキン

ググループでは、初診後２、３週間で職場への

適応ができないか見立てをたてることができる

とよいのではないかという意見が出た。この間

に主治医と患者の間で、患者が就いている仕事

についてのディスカッションが必要となる。 
5) 必要なツール・支援 
英国でも改めて導入がなされている、主治医

が患者と就労可能性について相談ができる

Shared Decision Makingに類するツールは、必
要と考えられる。さらに事業場側には、fit note
を受けた後、現場で調整を行うコーディネータ

ーが存在すると望ましい。以上をまとめた運用

に関するマニュアルが必要になる。 
 
E. 結論 

fit noteは、英国でも本格的な運用がはじまっ
たところで、その評価はこれからであるが、そ

の制度の考え方は、日本の産業衛生の制度設計

の参考になる可能性がある。とくに、わが国の

課題とされている産業保健体制の十分でない職

場への適用可能性がある。本年度の調査結果を

基に、日本型 fit noteを模索するモデル事業の準
備を行っていく。 
 
F. 研究発表 
1. 論文発表 
堤 明純、鈴木知子．女性労働者のストレス対

策：一次予防から三次予防まで. 産業ス

トレス研究（印刷中） 
2. 学会発表 
なし 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
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 なし 
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表１．Fit note導入の考え方（Black, 2008; 2015より） 
 就業は、一般に健康に良い；「病気と就労は両立しない」というのは迷信である 
 休業者の多くが軽症で、就業配慮をすることで働くことができる 
 疾病を抱えている人が不必要に労働市場から排除されている 
 健康と労働の関係は、all or nothingではない 
 休職期間が長いほど、離職リスクが高まり、社会的コストが嵩む；長期休業によるロ

ス（長い旅）を断ち切る必要がある 
 早期の復職は、治療的効果を高め、健康にポジティブな影響がある 
 就業は、仕事がもたらす健康リスクや長期失業による健康への悪影響を凌駕する 
 失職による好ましくない影響を軽減する効果がある（治療的意義） 
 復職が健康に影響する（健康だから復職できる、ではない） 
 復職は重要な臨床アウトカムである（治療のゴール） 
 産業保健サービスの補完：しっかりした産業医制度がない 
 GPを産業保健資源として活用する試み 
 定型化されたフォーマットと簡易なチェック項目のみで、GPの助言を可能とした 
 
表２．Fit note導入の効果 
GPにおける効果 
 fit noteを使用することにより、就労に関するコンサルテーションの時間が長くなり、

GPと患者の満足度が上がる 
 軽症から中等度のメンタルヘルス不調や筋骨格系疾患の復職に有用という意見 
 GPの自己効力感や患者との関係悪化が fit note 利用の障害に含まれる 
雇用者に対する効果 
 労働者との必要な就業措置に関するコミュニケーション増加 
 休職数の減少や休職者のマネジメント向上に有用との意見がある 
 fit noteの効果は、中小事業場など、復職のシステムが整っていない事業場で大きい 
 GPの復職に対する実務的な助言は、彼らの担当業務や産業保健についての知識不足に
よって、損なわれるという意見がある 

 時間調整などは取り入れやすい事後措置。 
 労働者が、措置に対して過大な期待を持つと感じている雇用者もある 
 GPが労働者に望まれて fit noteを作成しがちだと感じ、雇用者との直接の連絡や「就
業にフィットする可能性がある」オプションをもっと使用してほしいとしていると感

じている 
労働者に対する効果 
 復職について、雇用者と交渉するエンパワーメントを得た 
 労働者の中には、早期の復職で健康が損なわれると感じる者がいる 
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図２．診断書の作成においてFit noteが役に立っているとするGPの意見（Department of Work & Pensions, 
2014bから） 

 
 
 
表３．ワーキンググループの編成 
専門家ワーキンググループ 地域におけるモデル事業協力施設及び研究

協力者 
産業医ワーキンググループ 
河野慶三先生 
佐藤裕司先生 
前田聡彦先生 
土肥紘子先生 
以上、富士通株式会社産業医 
 
精神科医ワーキンググループ 
宮岡等教授 
鎌田直樹先生 
以上、北里大学医学部精神科 
田中克俊教授 
以上、北里大学大学院医療系研究科 
坂田深一院長 
井上賀晶診療部長 
以上、相模ヶ丘病院 

石渡弘一所長 
森田哲也相談員 
以上、神奈川産業保健総合支援センター 
塩崎一昌地域精神保健部長（リワーク） 
以上、横浜市総合保健医療センター 
林田耕治先生 
以上、福岡職域研究会 
森口次郎先生 
以上、京都工場保健会 
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表４．産業医ワーキンググループによる fit note 導入に関する意見 
導入の要件 
 労働契約形態が違うため、導入するには、これをひっくり返す必要がある（ひっく

り返すことがイノベィティブなことではあるが） 
 賃金を決めることができるなら、事業主は OKだろう；しかし、労組は反対。 
 職務の変更など、受け入れ側事業場の対応が可能である（インフラがある）必要性 
 制度上は「なぜ、診断書ではダメなのか」という問いに答える必要がある。 
 企業は休み時には診断書の提出を義務付けているが、現場ではこの費用負担を労働

者に求める根拠は何かが問題になることがある。こうしたことを変えていくための

一つの視点になる（診断書料をとれなくなる医師の反応も当然問題になる）。 
 書類は、会社が複製不能な状態で 1 部ずつ発行する。医療側で発行すると、自分の
希望の答えを記載してもらうまでドクターショッピングしてしまう可能性あり。 

 基本 50人未満の事務所で、産業医のいない会社での使用を中心に考える。産業医が
出入りしている会社では、産業医の意見と食い違いが生じた際は、産業医側に比重

を重めにしないと、メンタル疾患に関してはトラブルが多発する可能性あり。 
 原則、診療継続している医師（投薬している主治医）のみが書ける制度とする。 
わが国への導入に当たっての懸念事項 
 メンタルヘルス不調への適用可能性が不確か 
 勤務時間に関して社内の規定以上の規制がかけられた場合、どうするか。例えば半

日のみ就業可能など（現在の会社の給料は基本定時出社で決められており、半日と

いった場合は想定外となる為）。就労可能と判断するのであれば、やはり最低限、定

時出勤可能なレベルが必要。 
 職務の変更に関しての項目は注意をしないと、患者の希望によって誘導されてしま

う可能性 
わが国への導入の可能性 
 組合のないところはいいかもしれない（賃金の問題も解消するかもしれない） 
 大企業でも使える可能性がある（産業医の背中をおしてくれる） 
 大企業も小さな職場をもっている。産業医が行けないところなどで、復職を待って

いるケースがあり、「とりあえず出して」という使い方もできるかもしれない。 
 産業医の選任義務のない中小規模事業場などで有用となる可能性 
 政策導入には、他の政策が入るタイミングなども考慮する必要。 
そのほか検討事項 
 英国版は GP から直接事業主へと、産業保健の関与をとばしたスタイルであるが、
日本型として導入するのに、どういうスタイルになるか整理する必要がある。 

 内容的には、実質上日本で通常行われている「診断書」による方法とほとんど差は

ないのではないかという印象である。研究としては、既存の診断書の記載内容を調

査してみることが有用と考える。 
 メンタル疾患とそれ以外で項目を変更する事も検討が必要。 
 その疾患に関して主に投薬している主治医であるかを問う設問はあった方がいいの

ではないか。セカンドオピニオンでも書けてしまう恐れあり。 
 自身がチェックする側になったら、基本患者が望むならば全部チェックしてしまい

そうである。複数チェックする場合は優先順位などを決めるのも有効かもしれない。 
 意見書の適用期間の上限を決める（できれば最大 1か月）。必要に応じ、継続者は見
直しをする。最終的な継続期間（最大 1～2年等）が無期限でいいかも検討が必要 
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表５．精神科医ワーキンググループによる fit note 導入に関する意見 
導入の要件 
 主治医側に、早期に職場に帰すインセンティブを示す必要（早期の治療終結は商売

にならず、主治医側のネックとなる） 
 むしろ、事業場側から、このような配慮ができる等、内部の受け入れ態勢ができて

いる事前準備などを知らせて、「これなら返してもよいかな」と主事医に思わせる―

事業場の準備が必要！ 
 事業場にも納得してもらう仕組みが必要（アピールする）。一般には、障害者の配慮

など、大きな法的枠組みがないと、動かないかもしれない 
 fit noteを出すだけでなく、その後のフォローがあって職場は受け入れられる可能性
がある。事業場に入らないと、就業の配慮はできない；復職コーディネーターなど

の必要性。関連して、地域で、その後のフォローをサービスするなどの仕組み（従

来の地域産業保健センターのような機能）があるとよいかもしれない。 
わが国への導入に当たっての懸念事項 
 専門職や、中小事業場で配置転換の余地のない場合の配置転換が好ましいケースな

どどのように扱うのか？就業規則外の主治医意見にどのように対応するのか？ 
 fit noteに記す内容で、労働者を（退職などに）追い詰めてしまう危険性はないか 
 主治医の診断能力が結果に（悪）影響する可能性 
 性善説に基づいて使用しなくては、被雇用者を退職に追い込む可能性がある 
 社会的に、産業医が不要と思われるようにとられないか？情報の出し方注意。 
 対象疾患（適用）は、十分に注意してしかるべき 
 fit noteを出すタイミングについて要検討；1週間は短すぎるかもしれない 
 企業で取り決められている年休の取り扱いなどを、どのようの数えるのか（モデル

事業の際の留意点） 
わが国への導入の可能性 
 産業医の選任義務のない中小規模事業場などで有用となる可能性 
 就業配慮の可能な大企業でないと導入できない可能性もある 
 セカンドオピニオンの形で出すと抵抗が少ない（主治医の圧力にならない）のでは

ないか 
 配慮が必要な際は受給制を取れるような企業だと、利用できるかもしれない 
そのほか検討事項 
 「仕事に適さない」という表現は日本文化に好ましくない印象 
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図３．fit note systemの全体像（Black, 2015から） 
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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 
分担研究報告書 

 
生活記録表を使用した復職支援の標準的方法の開発および効果評価 

生活記録表に関する文献調査等および既存の生活記録表の収集と比較検討 
 

分担研究者 梶木繁之 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学講師 
 
研究要旨：本研究では、メンタルヘルス不調で休職した労働者の復職判定を行う嘱託産業医のための、生
活記録表を用いた復職支援マニュアルの作成を検討している。今年度はまず、生活記録表を復職判定に用
いた文献検索を国内外で行った。海外論文で生活記録表を復職判定に利用した文献は１編、国内でも 3 編
を認めるのみであった。生活記録表を復職判定に用いた報告は少ないものの、精神科臨床、リワークプロ
グラムの現場において復職に際し生活リズムの確立は重要視されており、生活リズムを確認することがで
きる生活記録表は復職判定に役立つものと考えられる。 
また生活記録表は産業保健分野ならびに精神科臨床の分野でも利用されている。そこで、現在使用されて
いる生活記録表の様式を収集し、その特徴について比較検討を行った。産業保健領域と精神科臨床領域で
使用されている生活記録表には、多くの共通点と一部に相違点がみられた。その背景には目的や利用者（産
業医や精神科医）の立場の違いが影響していると思われた。 
今後は、収集した情報を基に産業保健領域及び精神科臨床分野で生活記録表を用いたリワークに関与して
いる医師（産業医、精神科医）への聞き取り調査を行い、復職支援マニュアル並びに標準的生活記録表を
作成のうえ嘱託、専属産業医を中心とした複数の事業場にて復職支援を開始する予定である。また、生活
記録表の普及ならびに利用実態についても調査を行う。 
 
研究協力者 
楠本 朗（産業医科大学産業生態科学研究所産

業保健経営学・大学院生） 
難波克行（中外製薬（株）統括産業医） 
今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科・特

任研究員） 
 
A. 研究目的  
メンタルヘルス疾患の復職判定において、産

業医は復職が可能な状態かどうか、また復職後

就労継続が可能であり再休職に至らない状態で

あるかどうか見極めることが求められるが、適

切にその判断を下すことは難しい。特に嘱託産

業医として復職判定に関わる場合、専属産業医

に比べると一般に経験数が少ないことや関与で

きる時間、得られる情報に限りがあることなど

から復職判定をスムーズに行う際に困難を伴う

ことが予想される。 
今回、我々は嘱託産業医が復職判定を効率的

に行えるよう標準的な生活記録表を用いた復職

支援マニュアルを作成することとした。生活記

録表は、当事者本人が毎日の行動や気分状態を

記載するものである。本人にとって負担が少な

い生活記録表はどのようなものか、また復職判

定を産業医が行う際、記載された内容のどの部

分に着目し評価すればよいかが明らかになれば、

復職判定がスムーズに行えるようになると期待

される。 
本年度は、1-1) 生活記録表を使用した復職支
援の効果評価に関する文献調査と 1-2）復職判定
に関して述べた文献についてのレビューを行う

とともに、2) 国内で実用されている生活記録表
を収集し、その特徴について比較検討を行うこ

とで、復職支援マニュアル並びに標準的生活記

録表の作成に必要な基礎情報を収集することを

目的とした。 
 
B. 研究方法 
1-1) 生活記録表を使用した復職支援の効果評価
に関する文献調査 
生活記録表に関する国内外の文献を 1 月 9 日
に PubMedで検索した。検索式と結果は以下の
通りであった。  

(mental) and (“ return to work” ) and 
(record)：5編、(mental) and (“return to work”) 
and (sheet)：1編、(mental) and (“return to 
work”) and (note)：0編、(mental) and (“return 
to work”) and (rhythm)：0編、(mental) and 
(“return to work”) and (pattern)：8編。 
さらに、医学中央雑誌において 1月 12日に（生

活記録表 OR 行動記録表 OR 活動記録表）

で検索した。 
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1-2) 復職判定に関して述べた文献についてのレ
ビュー 
復職時における生活リズムの重要性 
精神科臨床の立場から、復職時における生活

リズムの重要性をどう捉えているか医学中央雑

誌で 1月 12日、（気分障害 AND 社会復帰療

法）で検索した。またリワークプログラムの現

場で生活リズムについてどう取り上げられてい

るか医学中央雑誌で 1月 12日、（うつ病 AND 

職業リハビリテーション AND 認知療法）で

検索した。 
 
再休職となった事例の特徴 
再休職に至る予測因子として、PubMed から

(mental) and (recurrence) and (“return to 
work”) and (“sick leave”)のキーワードで 1月 9
日検索を行った。次に日本国内の事例（再休職

に至ったもの）について、1月 12日医学中央雑
誌にて（うつ病 AND 再休職）で検索した。 

 
2) 国内で使用されている生活記録表の収集と
比較検討  
東京大学メンタルヘルス研究会メンバーなら

びに産業医科大学卒業生で本研究の趣旨に賛同

し提供された生活記録表を基にその特徴を比較

した。 
 
C. 研究結果 
1-1) 生活記録表を使用した復職支援の効果評価
に関する文献調査 
活記録表に関する国内外の文献を 1 月 9 日に

PubMed で検索した結果、メンタルヘルス疾患
における復職支援に生活記録表を用いた論文は

2編のみであり、その内の１つは後述する国内文
献の難波 1) の論文であった。もう一つは
Yoshitsugu2)によるものである。Yoshitsuguは、
メンタル疾患の労働者が円滑に復職するための

簡易ファイルセットとして ”Suggestion for 
corresponding with employees taking sick 
leave” 、 ”Checklist for smooth return to 
work”、”Pattern of living”の 3つのファイル利
用を提唱しており、その内の”Pattern of living”
は生活記録表に該当する。ただし Yoshitsuguは
方法論を詳細に述べているが、その効果につい

ては記述しておらず、英語論文で生活記録表を

使用した復職支援においてその効果について述

べられたものは認められなかった。 

認知行動療法 3)において日常生活の書き出し

として「活動スケジュール」表が利用されてい

る。 PubMed において同日、 ( “ activity 
schedule”)で検索したところ 53 編認められた
が、“activity schedule” and “return to work”、
“activity schedule” and “sick leave”で検索す
ると該当論文はいずれも 0 となり、復職判定で
は用いられていなかった。「活動スケジュール」

は認知行動療法のプログラムの一つであるため、

このプログラム 1 つを取り出して、復職判定に
利用することがないためと考えられる。 
医学中央雑誌において 1月 12日に（生活記録

表 OR 行動記録表 OR 活動記録表）で検

索したところ21編が抽出された（会議録を除く）。
内訳は産業保健関連 4 編、精神疾患関連 9 編、
生活習慣病関連 3 編、その他の疾患が 5 編であ
った。産業保健関連 4編の内、3編が休職中に休
職者が日常生活を記載するものであり、1編は睡
眠との関連をみる調査研究であった。休職中に

休職者が日常生活を記載するものについて述べ

た 3編について以下にまとめる。 
難波 1)はある企業において「心の健康問題によ

り休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を

元にした旧復職支援プログラム実施者 142 例と、
（１）生活記録表を用いた復職判定、（２）6 カ
月間の段階的な復職プラン、（３）定期的な産業

医面談、（４）全社復職プラン検討会を盛り込ん

だ新復職支援プログラム実施者54例で比較検討
を行った。その結果、新プログラムの休業期間

は中央値で 60日ほど長かったが、復職 1年後の
出社継続率は 54.2％から 91.6%へと改善したと
報告している。メンタルヘルス不調者の復職支

援において難しい問題の一つが、回復状況の把

握と就労可否の判断であるが、難波は新プログ

ラムにおいて復職可否の判断基準を生活リズム

が整っていることと定義し、生活記録表を用い

て休業中の生活リズムを確認するようにしてい

た。その結果、復職を希望する従業員が出社レ

ベルの回復に至ったかどうか、適切に確認でき

るようになったと述べている。 
別の論文で難波 4)はメンタルヘルス不調者の

回復レベルに、①日常生活レベルの回復、②出

社可能レベルの回復、③通常就業レベルの回復

の 3 段階あるとし、復職判定において②出社可
能レベルの回復に至っているかどうかを見極め

ることが最も重要としている。そして出社可能

レベルの回復の判断に、生活リズムに注目する
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ことを推奨し、生活記録表を用いることで生活

リズムが把握できると述べている。生活記録表

を用いる利点として、メンタルヘルス不調の専

門家でなくとも一定の基準で復職の可否を判断

できる点を挙げており、生活記録表の使い方と

して、本人や主治医、産業医などに「生活記録

表を復職可否の判断に用いる」ことを事前に伝

えておくことが重要としている。 
難波は症状がある程度回復し、自宅生活がほ

ぼ普段通りに行えるようになり、外出が少しで

もできるようになってから、もしくは本人、主

治医から復職の提案がなされてからの使用を勧

めている。生活記録表は復職判定時に生活リズ

ムを把握できるため、出社可能レベルに回復し

たかどうかをメンタルヘルス不調の専門家でな

くとも判断が可能である点を高く評価している。 
一方で高尾 5)は生活記録表の使用に関しての

注意点を以下のようにまとめている。 
生活記録表は生活の記録であるため、“〇”が

いくつ以上で「進め」、満たなければ「一回保留」

といった、シンプルな判断とは直結せず、した

がって産業医や保健職が利用することはできて

も人事労務担当者には難しいとしている。また、

「量的」側面においては就業に耐え得るかの判

断に用いることができる反面、記述された内容

の「質的」側面に対しては担保となりにくいと

指摘している。その他、生活記録表において、

昼寝をするなど「できなかったこと」が記載さ

れているにもかかわらず復職を認めたケースで

は、早期の症状悪化から再療養に至った場合、

生活記録表が事業所にとって不利な証拠となる

可能性を上げている。言い換えると、本来は時

期尚早であったことを示唆する根拠があったに

も関わらず復職を命じたということになってし

まうことを懸念している。 
  
1-2）復職判定に関して述べた文献についてのレ
ビュー 
復職時における生活リズムの重要性 
精神科臨床の立場から、復職時における生活

リズムの重要性をどう捉えているか医学中央雑

誌で 1月 12日、（気分障害 AND 社会復帰療

法）で検索したところ、笠原 6)の論文を認めた。

笠原は急性期を脱したうつ病患者への対応とし

て、重点を「心理的休息」から「社会的復帰」

へとシフトすることを推奨し、具体的には午前

中に短時間図書館やプールへ行くことを促して

いる。午前中にするのは、日内変動の改善の度

合いをみるためであり一般的に午後の行動は早

い段階でも比較的容易だが、午前の行動が可能

になるには治療開始後一定の日数を要するとし

ている。回復期には気分の良い日と悪い日がバ

ラバラにくるので、たとえば午前、午後、夜に

分けて大まかな自己評価を〇×で書いてもらう

ことを推奨している。 
またリワークプログラムの現場で生活リズム

についてどう取り上げられているか医学中央雑

誌で 1月 12日、（うつ病 AND 職業リハビリ

テーション AND 認知療法）で検索したとこ

ろ 78編認めた。以下に生活リズムの重要性に述
べた論文２編 7) 8)を抽出する。 
 五十嵐 7)は復職支援としてリワークプログラ

ムを行う立場から、休職開始から復職支援まで、

①病状回復期、②リワークプログラム前半期、

③リワークプログラム後半期、④復職準備期、

⑤復職後のフォローの 5 段階に分け、病状回復
期からリワーク導入開始とする目安として、リ

ワーククリニックに午前 8 時半までに到着する
ことができる時間に朝起きていること、その起

床時間が守れるような時間に就寝し睡眠がとれ

ていること、朝の憂うつな気分が減り、日中の

活動として午前中は図書館で書物を読み、午後

は運動をしていることの 3 点を挙げている。規
則的な生活リズム、とりわけ睡眠覚醒リズムを

取り戻しながら前向きな姿勢をとらせることが

重要であるとし、その状態になっていないと日

中のリハビリがかえって過剰な不可となり病状

の悪化を引き起こすと述べており、復職前の規

則正しい生活の重要性を訴えている。 
秋山 8)は職場復帰援助プログラムの目的とし

て、①生活リズムの改善、②作業能力の改善、

③参加者どうしの心理的な支え合いをあげてい

る。職場復帰の際に精神疾患が再発する要因で

もっとも多くみられるのは「朝起きられない」

「目が覚めても家を出られない」などの生活リ

ズムの乱れであり、職場復帰援助プログラムに

おいてプログラムの参加を通して生活のリズム

を整え、午前中から活動できるように援助して

いくとしている。そして職場復帰には“生活リ

ズム”“基礎体力”が整っていることがベースに

なるため、まずプログラムの最初の目標として

継続参加できることを掲げている。 
 以上より、精神科臨床の立場からもリワーク

プログラムの立場からも決められた行動をきち
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んと遂行できるという生活リズムの確立の重要

性が述べられている。したがって生活リズムを

捉えることができる生活記録表を確認すること

で、復職に対する必要条件を満たしているかど

うか確認できるものと考えられる。 
 
再休職となった事例の特徴 
再休職に至る予測因子として、PubMed から

(mental) and (recurrence) and (“return to 
work”) and (“sick leave”)のキーワードで 1月 9
日検索を行った結果、7つの論文を抽出し更にメ
ンタルヘルスにおける再休職に関連する論文 4
編 9)10)11)12)を抽出した。再休職に至る要因として、

復職する年齢、休職回数、会社規模（100 人よ
り大）、上司との葛藤、35歳未満、35歳から 44
歳までの女性、45 歳、55 歳の男性、45 歳未満
の女性、低収入、既婚女性が挙げられていた。

海外論文はいずれも属性に関するものであり、

特に復職判定時に注意すべき項目に関する指摘

は認められなかった。 
次に日本国内の事例（再休職に至ったもの）

について、1月 12日医学中央雑誌にて（うつ病 

AND 再休職）で検索したところ 19 編認め、
再休職に至った要因について分析している 3 編
14)15)16)を以下に記載する。同時に平成 25年厚生
労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事

業「うつ病患者に対する復職支援体制の確立 

うつ病患者に対する社会復帰プログラムに関す

る研究」において再休職にいたる要因について

述べられたもの 3編 13)17)18)を以下に記載する。  
中村 13)によると復職時に活動性が低い人は、

高い人に比べて約 3 倍再休職に至ることが明ら
かになったとのことである。平澤 14)によると「う

つ病復職デイケア」終了後、6カ月以上復職を継
続していた復職継続群は、中断もしくは 6 カ月
以内に再休職した復職困難群と比べてデイケア

開始後 1 週間で「身体疲れ」を強く感じ、時間
とともに漸減する傾向を認めた。復職継続群は

疲労を感知できていたのに対し、復職困難群は

疲れに気付きにくい特性を示す可能性を指摘し

ている。 
中村の述べる活動性の量は生活記録表から確

認可能である。また「身体疲れ」の自覚や家族

関係については、生活記録表を確認する際、本

人に同時に確認していけばよいと考える。 
その他、生活記録表からは確認することが難

しい再休職者の特徴を以下に列記する。林 15)は

復職支援デイケア利用後、3カ月以内に再休職と
なった 11例を検討し、復職に際しての注意事項
として、正確な診断と治療ができているか、本

人の振り返り及び休務のきっかけとなった背景

因子の存在が明らかにできているか、本人の「焦

燥感」という精神症状から復職に至ってしまっ

ていないかを熟慮することが重要と述べている。

中村 16)は、初回休職者と複数休職者では、複数

休職者が初回休職者と比べて「グループ内対人

葛藤」が強いと報告している。酒井 17)によると、

リワークプログラム利用群と非利用群を比較し、

リワークプログラムを利用していないこと、女

性であること、休職回数が多いこと、復職時の

復職準備性が低いことが就労継続期間の短さを

有意に予測するとしている。五十嵐 18)は、再休

職のリスク要因として総休職期間を挙げている。 
 
２）国内で使用されている生活記録表の収集と

比較検討  
東京大学メンタルヘルス研究会メンバーなら

びに産業医科大学卒業生で本研究の趣旨に賛同

し提供された生活記録表を基にその特徴を比較

した。 
 提供された生活記録表は、産業保健領域（以

下 OH 領域）10 件、精神科臨床領域（以下 

PSC領域）5件の計 15件で、OH領域からの提
供分は 3 件が中小企業、それ以外は大企業で使
用されていた。PSC 領域から提供されたものは
すべて、リワークプログラムを実施している精

神科診療所のものであった。結果を表1に示す。
また参考資料として、OH１・２・３・８・10
を頁末に添付する。 
 名称は OH 領域が生活記録表（票）5 件、行
動記録表（票）2件、生活行動記録 1件、生活記
録・生活記録チェックリスト 2件であった。PSC
領域は生活記録表 1 件、活動記録表 1 件、リハ
ビリ活動報告書 1 件、生活習慣改善 GW 振り

返りノート 1 件、生活リズムモニタリングシー
ト 1件であった。 
個人属性は、氏名や社員番号・カルテ番号等、

個人を特定できる記入欄を設けているものが 12
件（OH 領域：8、PSC 領域：4）であった。記
入用紙のサイズは全て A4で、1枚の用紙に記載
する記入期間は、1週間が 7件（OH領域：3、
PSC領域：4）、2週間が 4件（OH領域：3、PSC
領域：1）、1 か月が 4 件（すべて OH 領域）で
あった。紙の向き（書式）は縦置き型が 5件（OH
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領域：2、PCS領域：3）、横置き型が 10件（OH
領域：8、PSC 領域：2）であった。1 日の記録
を記入する時間（記入時間）は、24時間すべて
記入するものが 12件（OH領域：7、PSC領域：
5）、深夜の時間帯がないものが 2 件（いずれも
OH領域）であった。記入例として食事や内服、
睡眠、社会生活等を記したものが 12件（OH領
域：8、PSC 領域：4）、そのうち内服の記入例
のないものが 6件（OH領域：5、PSC領域：1）
であった。記入様式は、矢印（→）やゾーン（■）

で色付けするものが 14 件（OH 領域：9、PSC
領域：5）であった。備考などの自由記述欄は 10
件（OH 領域：7、PSC 領域：3）であった。内
服・処方の内容を記載するものが 1 件（OH 領
域）、服薬の記録を記載させるものが 6 件（OH
領域：5、PSC領域：1）であった。気分や症状、
体調、疲労を記載させるものが 10件（OH領域：
6、PSC領域：4）あり、VAS（Visual Analog Scale）
などの数値を選択するものが 5件（OH領域：3、
PSC 領域：3）、数値を記入させるものが 2 件
（OH・PSC領域それぞれ１）、絵表示（フェイ
スマーク）を選択させるものが 3件（OH領域：
2、PSC領域：1）であった。その他、アルコー
ル量や食欲、活動量、睡眠の質、気分の高揚感、

歩数、体重などを記載させるものが１つずつあ

った。 
 
D. 考察 
1-1) 生活記録表を使用した復職支援の効果評価
に関する文献調査と 1-2) 復職判定に関して述
べた文献についてのレビュー 
難波と高尾の報告はいずれも人事担当者向け

に書かれており、そのためシンプルな判断を提

唱している。高尾は生活記録表が生活の記録で

あるため評価があいまいになるとしているが、

事前に双方で取り交わした基準を達成できない

場合、復職許可を出さないという社内ルールに

すれば、産業医以外の人事労務担当者であって

も判断に迷うことはないと思われる。また「量

的」評価はできても「質的」評価はできないと

いう点も、まずは生活リズムがきちんと守られ

ているという「量的」活動から利用することで

「質的」評価の限界を補うだけの効果が期待で

きる。この場合、生活リズムが守られているこ

とは復職に対する必要条件という位置づけにな

る。少なくとも「量的」評価に耐えうる生活記

録表は使途を明確にし、可能性と限界を理解し

た上で復職判定に用いることで十分に活用でき

ると考える。 
その他、生活記録表が事業所にとって不利な

証拠となるとの意見については、現時点におい

て生活記録表の記述を基に事業者が訴えられた

事例は発生しておらず現時点では可能性が低い

と考えられる。以上より、生活記録表は目的及

び運用ルールを明確にし、本人を含む関係者間

で共有することでデメリットやリスクを最小化

し、効率的に活用できるものと思われる。 
精神科臨床の立場からも、リワークプログラ

ムの立場からも復職に際して生活リズムの確立

の重要性が説かれている。そして生活記録表は

生活リズムの確認を行うことが可能である。今

回、復職判定において生活記録表を活用してい

る事例を検索したが海外では認められず（英語

論文を１編認めるも国内の内容）、国内でも 3編
のみであった。報告は少ないものの、生活記録

表により生活リズムを確認することで復職に対

する必要条件は満たすものと考えられた。 
 
2) 国内で使用されている生活記録表の収集と
比較検討 
 今回、OH領域と PSC領域で使用されている
生活記録表の比較を行い、標準的な生活記録表

の仕様について検討した。OH領域で使用されて
いる名称は、生活記録表（票）が半数を占めて

いたが、PSC 領域ではクリニック毎にそれぞれ
特有の名称を付けていた。個人属性は記入者を

特定するために必要な情報になっているものと

思われる。1枚の用紙に記入する期間は全体では
1週間が最多であったが、OH領域に限ると 1週
間、2 週間、1 か月とほぼ同数であった。一方、
PSC領域では 1週間が 4つ（8割）と最多であ
ることから、1日当たりに記入する情報量の違い
が影響しているものと思われる。紙の向き（書

式）は OH 領域では横置き型が 8 つ（8 割）で
あるが、PSC 領域では縦置き型が 3 つ（6 割）
であり、領域により横と縦の違いが見られた。

記入時の書きやすさや視認性等でそれぞれの特

徴を加味し選択することが望ましいと考える。

記入時間は 24時間が全体の 8割を占めており、
睡眠時間の視覚化の為にも24時間の記載が適切
と思われる。記入例のうち、OH領域では内服の
タイミングを記載しないものが半数存在したが、

生活記録表を使用するフェーズが復職前の治療

期間中（多くが服薬中）であることから、内服
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の時間を記載するように記入例を作成すること

が望ましいと考える。記入様式は 1 つを除くす
べてで、ゾーン様式（→）や（■）を採用して

いた。1日の流れを簡便に把握する上でも望まし
いと思われる。備考（自由記述欄）は全体のお

よそ 7 割に準備されており、文章で 1 日の状況
を記録するために利用されていると思われる。

記入の要否を本人に委ねることで本人の意欲を

推し量り、また記入した内容を振り返ることが

できることからも、様式に含めることが望まし

いと考える。1日の気分や症状、体調、疲労、ス
トレスを数値で示しているものが7つ（約半数）、
絵表示が 2 つ（約 1 割）みられた。生活リズム
に加えその日の体調を把握する上でも、いずれ

かの表記で記載を求めるのが望ましいと考える。 
 
E. 結論 
今回の調査により、OH領域と PSC領域で使

用されている生活記録表には、共通点と相違点

がみられた。生活記録表をどのような目的で、

だれが使用するのかによって、違いが生まれて

いるものと思われる。今後は、使用方法や復職

判定時の判断基準などを、使用実績のある産業

医、リワーク施設の精神科医などに聴取し、標

準的な様式とともに効果的な利用方法について

調査を行う予定である。 
 
F. 研究発表 
1. 論文発表 
 該当せず 
2. 学会発表 
 該当せず 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
3. その他 
 なし 
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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 
（１４０７０１０１―０１） 

分担研究報告書 
 

職場訪問型復職支援の開発 
 

研究分担者 秋山 剛 NTT東日本関東病院精神神経科部長 
 
研究要旨：復職者に対するリワーククリニックによる支援と職場で行われる支援が有機的に連携すること
が望ましい。本研究では、リワーククリニックが、職場への適切な情報の提供、復職後のコンサルテーシ
ョンを通じて、復職支援を行える方策について検討することを目的とする。 
初年度は、 
①自分の精神疾患に関する情報を職場に伝える際の困難に関する先行研究の聞き取り 
②復職時にリワーククリニックから職場に伝えることが有益と思われる情報の検討 
③リワーククリニックによる支援を行うために、本人及び職場から得るべき同意書についての検討を目的
とした。 
①自分の精神疾患に関する情報を職場に伝えることには、困難や不安が伴うので、リワーククリニックが、
職場への適切な情報の提供、復職後のコンサルテーションを通じて、復職支援を行う場合には、情報伝達
に関する当事者の葛藤をやわらげることにも配慮する必要があると考えられる。 
②復職時にリワーククリニックから職場に伝えることが有益と思われる情報のうち、一般的治療情報につ
いては、既に開発されている復職準備性評価シートを用いて、職場の産業保健スタッフが情報を聴取でき
る。職場の産業保健スタッフが、情報聴取を行えない場合には、リワーククリニックのスタッフが情報を
伝達することに意義があるとも考えられる。復職時職務関連情報については、リワーククリニックでのプ
ログラム参加する前に、分担研究者が「リワークマニュアル」の一部として開発した情報共有シートなど
を用いて、職場がリワーククリニックと情報を共有しておく必要があると考えられる。 
③本人・職場の双方から同意を得ることは、リワーククリニックが、職場への適切な情報の提供、復職後
のコンサルテーションを通じて、復職支援を行うために不可欠であると思われる。次年度以降に作成され
る同意書のひな形には、職場がリワーククリニックから得た情報を本人の復職支援のためにのみ使用する
こと、一方、本人は報酬の対価としての労働を提供する義務を履行することなどの原則を盛り込む必要が
あると考えられる。 
 
研究協力者 
Graham Thornicroft（King's College London 
Institute of Psychiatry, Psychology and 
Neuroscience） 
Claire Henderson（ King's College London 
Institute of Psychiatry, Psychology and 
Neuroscience） 
奥山真司（トヨタ自動車） 
有馬秀晃（品川駅前メンタルクリニック） 
吉田契造（株式会社デンソー） 
吉野 聡（吉野聡産業医事務所） 
松原孝恵（独立行政法人高齢・障害・求職者雇

用支援機構障害者職業総合センター） 
遠藤彩子（NTT東日本関東病院） 
松本和紀（東北大学病院） 
富田博秋（東北大学災害科学国際研究所）  
 
A. 研究目的  
復職者に対するリワーククリニックによる支

援と職場で行われる支援が有機的に連携するこ

とが望ましい。本研究では、リワーククリニッ

クが、職場への適切な情報の提供、復職後のコ

ンサルテーションを通じて、復職支援を行える

方策について検討することを目的とする。 

初年度は 

① 自分の精神疾患に関する情報を職場に伝え

る際の困難に関する先行研究の聞き取り 

② 復職時にリワーククリニックから職場に伝

えることが有益と思われる情報の検討 

③ リワーククリニックによる支援を行うため

に、本人及び職場から得るべき同意書につい

ての検討 

を目的とした。 
 
B. 研究方法 
① 自分の精神疾患に関する情報を職場に伝え

る際の困難に関する先行研究の聞き取り 

現在、世界でも最も先進的な研究を行ってい
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る King's College London Institute of 

Psychiatry, Psychology and Neuroscienceの

Graham Thornicroft 氏及び Claire Henderson 

氏から聞き取りを行った。 

② 復職時にリワーククリニックから職場に伝

えることが有益と思われる情報の検討 

4名のリワーク、産業精神保健の専門家から、

職場に伝えることが望ましいと思われる情報の

候補項目について聞き取りを行った。 

③ リワーククリニックによる支援を行うため

に、本人及び職場から得るべき同意書について

の検討 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機

構障害者職業総合センターの専門家から聞き取

りを行った。 

 
C. 研究結果 
① 自分の精神疾患に関する情報を職場に伝え

る際の困難に関する先行研究の聞き取り 

聞き取りによって、以下の情報が得られた 

自分の精神疾患に関する情報を職場に伝える

ことには、一般に困難が伴い（Petersonら 2012）、

情報伝達に関する葛藤をやわらげるプログラム

が開発されている（Henderson ら 2013、Brohan

ら 2014）。この困難には、情報開示後に職場で偏

見を持たれるのではないかという不安が関与し

ており（Gabbindonら 2013）、企業が精神疾患を

もつ労働者を受け入れる際には、企業の業種、

職位、過去の受け入れ経験、法律の周知、精神

疾患患者との接触度、雇用者の性格や信条、労

働者が働ける就業時間、労働者の性差、精神疾

患の診断などが影響すると言われている

（Brohanら 2012）。 

 

② 復職時にリワーククリニックから職場に伝

えることが有益と思われる情報の検討 

専門家から、以下のような候補項目が得られ

た。 

一般的治療情報 

症状の回復レベル（軽快、改善傾向、症状固定

など）  

主治医、医療スタッフ、家族等との関係  

病気に対する理解の程度 

再発防止への取り組み：疾患や性格特性などの

自己理解の程度と実践について 

現在の心身の状況  

 通院、服薬状況  

 薬の副作用の有無  

 心身の症状（気分変動、興味関心等）   

 生活リズム（食事、外出、休息、日中の過

ごし方など）  

 睡眠の状況（熟睡感、昼間の眠気など）  

 疲労回復の状態  

 普段の身だしなみ、言動 

 対人関係（協調性、自己主張、コミュニケ

ーション等） 

休業直後であれば、いつまで休む必要があるの

かについて 

 

リワークプログラム関連情報 

リワーク中に行った振り返り（自己分析）と自

分の取扱説明書、再発予防策の作成。（→レポー

ト作成し、職場復帰委員会に提出） 

リワークでの活動記録 

 期間、月次の出席率含む 

 遅刻/早退率（安定的に参加できているか） 

リワークプログラムへの取り組み状況（態度、

理解度、達成度など）（もしあればレポート） 

リワーク中の居眠り・離席の状況（集中力が発

揮できているか） 

参考となる心理検査等の結果と解釈、生かし方 

卒業後のフォローアップ体制の有無 

 

復職時職務関連情報 

会社の示す復職判定基準を満たしていると思わ

れるか  

職場復帰に対する意欲  

職場復帰にあたり必要な配慮 

復帰後にすぐ元の業務、元の担務ができるのか

どうか？ 

元の業務が運転や機械の操作の社員の場合、い

つからそれらに従事させられるのか？ 

 

③ リワーククリニックによる支援を行うため

に、本人及び職場から得るべき同意書につい

ての検討 

専門家から以下のような情報が得られた。 

１ リワーク支援における企業の同意のとり方 

同意書に企業の担当者のサインをもらい、リワ

ーク支援計画書を渡す。同意書、リワーク支援

計画書は、企業・本人・主治医ともに同じもの

を使う。 

・同意書の内容 
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「リワーク支援による職場復帰のための支援の

実施への同意」 

支援開始日  

職場復帰予定日  

・リワーク支援計画書の内容 

支援期間 

職場環境・職務内容 

具体的な支援目標、支援内容（本人、企業別に

記入） 

主治医との連携内容 

２ 本人の状態について企業に伝えること 

体調、病態 

通所状況 

リワーク支援において学習した事項 

苦手なパターンと対処方法 

復職後本人が努力する事項 

企業に配慮いただきたい事項（職務内容、業務

量、就業時間、サポート等） 

 
D. 考察と結論 
① 自分の精神疾患に関する情報を職場に伝え

る際の困難に関する先行研究の聞き取り 

自分の精神疾患に関する情報を職場に伝える

ことには、困難や不安が伴うので、リワークク

リニックが、職場への適切な情報の提供、復職

後のコンサルテーションを通じて、復職支援を

行う場合には、情報伝達に関する当事者の葛藤

をやわらげることにも配慮する必要があると考

えられる。 

② 復職時にリワーククリニックから職場に伝

えることが有益と思われる情報の検討 

一般的治療情報、については、復職準備性評

価シート（酒井ら 2012）によって正確な情報

を伝達することができると考えられる。このシ

ートについては、分担研究者によって、情報を

得るための標準質問が開発されており、職場の

産業保健スタッフが情報を聴取できるようにな

っている（資料１）。職場の産業保健スタッフが、

情報聴取を行えない場合には、リワーククリニ

ックのスタッフが情報を伝達することに意義あ

るとも考えられる。 

復職時職務関連情報については、職場の状況

について情報がなければ、リワーククリニック

のスタッフには判断が困難である。リワークク

リニックでのプログラム参加する前に、復職基

本情報について、職場がリワークプログラムと

情報を共有しておく必要があると考えられる。

資料２は、分担研究者が「リワークマニュアル」

の一部として開発した情報共有シートの例であ

る。 

③ リワーククリニックによる支援を行うため

に、本人及び職場から得るべき同意書につい

ての検討 

精神疾患に関する情報を職場に開示する際

の困難や不安に鑑みても、現在本人と企業の両

方に支援を行っている独立行政法人高齢・障

害・求職者雇用支援機構障害者職業総合センタ

ーの資料をみても、本人・職場の双方から同意

を得ることは、リワーククリニックが、職場へ

の適切な情報の提供、復職後のコンサルテーシ

ョンを通じて、復職支援を行うために不可欠で

あると思われる。 

 次年度以降に作成される同意書のひな形には、

職場がリワーククリニックから得た情報を本人

の復職支援のためにのみ使用すること、一方、

本人は報酬の対価としての労働を提供する義務

を履行することなどの原則を盛り込む必要があ

ると考えられる。 

 
F. 研究発表 
1. 論文発表 
 なし 
2. 学会発表 
 なし 
 
G. 知的財産権の出願・登録状況 
1. 特許取得 
 なし 
2. 実用新案登録 
 なし 
3. その他 
 なし 
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資料１ 復職準備性評価シート：情報を得るための標準的な質問の例

冒頭教示「最近2週間のあなたの状態について教えて下さい」

A 基本的な生活状況

1 起床時刻

健康に出勤していたときの起床時刻より、1時間以上遅く起きることが平均して週に何回あるか。

（休日は、出勤していたときの休日の起床時刻を基準とする。健康なとき、とは病気になる以前、

時間外勤務が月20時間以下であった状況を指す。―常に20時間を越える時間外勤務をしていた場合は、

時間外勤務が一番少なかった時期とする）

(1) 週に3回以上、健康に出勤したときの起床時刻より1時間以上遅く起きる。

(2) 週に2回程度、健康に出勤したときの起床時刻より1時間以上遅く起きる。

(3) 週に1回程度、健康に出勤したときの起床時刻より1時間以上遅く起きる。

(4) 週に0回（健康に出勤したときの起床時刻より1時間以上遅く起きることは殆どない）

回答 (2)

〔情報を得るための標準的な質問〕

健康に出勤したときの起床時刻より1時間以上遅く起きることは週に何回くらいありますか？

（この質問が理解できなければ）朝何時くらいに起きていますか？会社に行っていたときは、

何時に起きていましたか？

2 食生活リズム

健康なときと比べた食生活リズム（健康なときに朝食を抜く等の習慣があった場合は、この項目の

「食事を抜かす」は該当しない。健康なときの習慣からの変化を評価する）

(1) いつも乱れている（週4回以上食事を抜かす）

(2) 時に、不規則である（週2～3回食事を抜かす）

(3) だいたい問題ない（食事を抜かすのは週0～1回である。健康なときの食事時間と2時間以上ずれることが、週3回以上ある）

(4) まったく問題ない（食事を抜かすのは週0～1回である。健康なときの食事時間と2時間以上ずれることが、週2回以下である）

回答 (4)

〔情報を得るための標準的な質問〕

食事は一日何回、何時にとっていますか？日によって食事の回数や時間が違うことはありますか？

食事を抜かすことはどのくらいありますか？一日のうちどのくらいありますか？（または）日によって

食事の回数や時間が違うことはありますか？食事を抜かすことは、1週間のうちどのくらいありますか？

3 自宅外での活動

2時間以上自宅外で活動している日が、平均して週に何回あるか。

(1) 週1～2回

(2) 週3～5回

(3) 週6回

(4) 週7回(ほとんど毎日2時間以上戸外で活動する)

回答 (1)

〔情報を得るための標準的な質問〕

家の外での活動はどのくらいしていますか？2時間以上家の外で活動する日は週に何回ありますか？

（自宅外の活動とは、外出、自宅外での作業を指す―家の中での家事は含まない）
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資料２ 復職基本情報シート （会社用） 

 

（ステップ３ 「業務・処遇の確認」で本人、担当医・担当者が署名して、本人から会社

に提出してもらいます） 

                           年   月   日 

 

 

           へ （情報を提供できる会社の担当者） 

私は、現在、下記の担当医・担当者の指導のもと復職を目指しております。担当医・担当

者が復職のための指導を有効に行えるように、以下の情報を記載してください。私から、

担当医・担当者に提出いたします。私の治療に関わっているスタッフ以外に、記載してい

ただいた情報を漏らすことはありません。 

 

本人署名             

 

私は、現在、上記の御社社員の復職のための指導を行っております。指導が円滑に進み、

無事に再発なく復職ができますように、業務に関する以下の情報を提供くださいますよう、

よろしくお願いいたします。いただいた情報は、ご本人およびご本人の治療に関わってい

るスタッフとは共有しますが、その他に情報が漏れることはありません。ご本人と職場の

見方に大きな違いがあるとお考えの場合には、対応を検討した方がよいと思いますので、

その旨ご連絡ください。 

医療機関名                 

担当医・担当者署名             

連絡先                   

 

１．今回の休職・休務の合計期間 

  年  ヶ月   

 

２．以前のものをあわせて、医師の診断書に基づいて、休務・休職した合計回数 

  回 

 

３．以前のものをあわせて、医師の診断書に基づいた休務・休職の合計期間 

  年  ヶ月   

 

４．現在の会社の勤続年数 

  年 
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５．会社の業種 ①～⑫に○をつけるか、⑬に記載してください 

① 鉱業    ②建設業    ③製造業    ④電気・ガス・水道    ⑤運輸    ⑥通信     

⑦卸売・小売    ⑧飲食    ⑨金融・保険    ⑩.不動産業    ⑪サービス業     

⑫医療・福祉     

⑬その他 （記載してください                ） 

 

６．本人の職種 ①～⑪に○をつけるか、⑫に記載してください 

① 研究職    ②システムエンジニア    ③技術職    ④専門職    ⑤管理部門     

⑥事務    ⑦営業・販売    ⑧サービス    ⑨運転    ⑩.生産ライン・機械操作     

⑪保安     

⑫その他 （記載してください                  ） 

 

７． 本人の職階 ①～④に○をつけるか、⑤に記載してください 

① 経営層・事業場長相当以上    ②部長・課長相当    ③係長・主任相当     

④一般社員     

⑤その他 （記載してください                  ） 

 

８．今回の休務前３ヶ月の平均時間外勤務時間 

   時間 

 

９．会社の特徴のあらまし 

 

 

１０． 部署の業務のあらまし 

 

 

１１． 本人の業務のあらまし （車の運転、機械の操作、高所での作業などの危険作業、

交代勤務・深夜勤務については、必ず、情報提供をお願いします） 

 

 

１２． 仕事に関する本人の評価に○をしてください 

１．よくできていた ２．標準的にできていた ３．ややできていなかった  

４．できていなかった 

（３，４の場合は内容を下に記載してください） 
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１３． 現在の業務の経験年数 

 

１４． 復職する際の社内手続き、制度のあらまし 

 

１５． 復職する際のキーパーソン 

 

１６． 給与が支払われる期間 どちらかに○をして、②なら期間を記載してください 

① 給与支払い期間は終了している    ②      まで支払われる 

 

 

１７． 傷病手当金当等、給与以外の支払いが行われる期間 どちらかに○をして、②なら

期間を記載してください 

①  支払い期間は終了している ②     から     まで支払われる 

 

１８． 休職満了退職となる期日 

   年  月  日 

 

１９． 復職時にこれまでの部署で受け入れは可能でしょうか？ ①～④に○をつけ、②～

④は状況を記載してください 

①  問題ない    ② 調整を要するが可能性がある    ③ 不可能     

④ その他 

（②～④は、下に状況を記載してください） 

 

２０． その他、復職について伝えたいことがあれば、記載してください 

 

 

回答者氏名 

回答者役職 

回答者連絡先 
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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 
「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 

（１４０７０１０１―０１） 
分担研究報告書 

 
復職者の再発予防のための管理監督者教育及び職場環境改善の手法の開発 

 
分担研究者 川上憲人 東京大学大学院医学系研究科教授 

 
研究要旨：管理監督者の態度、行動及び職場環境とメンタルヘルス不調の労働者の復帰後の再発との関係
について幅広い視点から情報を収集し、管理監督者教育及び職場環境改善の枠組みや着目点を明らかにす
る。このために本年度は４つの研究を実施した。 
１．文献レビュー:メンタルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の具体的な態度及び行動について、
海外及び国内における先行研究のレビューを行った。国内外における計６論文を対象にレビューした結果、
メンタルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の具体的な態度や行動としては、メンタルヘルス不調
の症状や復職手続きについての知識をはじめ、復職者本人への適切な対応や共感的態度、業務の調整や配
置転換、復職者の同僚や周囲への配慮、産業保健スタッフや外部機関との連携等、多くの事柄があがって
いた。 
２．管理監督者及び労働者における復職経験の調査：インターネット調査会社のモニターから選ばれた管
理職及びメンタルヘルス不調で休業した経験のある労働者各 206 名に上司の復職支援行動及び復職悪化行
動について自由回答してもらい、これを分類した。「すべきでないこと」としてはげまさない・焦らせない、
心ない言葉を使わない、「すべきこと」として業務・勤務時間配慮及び本人とのコミュニケーションがあげ
られた。異動・配置換えについては、その状況や内容により影響が異なると思われた。 
３．当事者からのヒアリング：東京都内のリワークプログラムを実施している精神科クリニックで 5 名の
メンタルヘルス不調による休職経験者にインタビューを行った。（1）受容的・肯定的態度と管理監督者か
らのコミュニケーション、（2）適切な業務指示と配慮、（3）労働者として公平に扱うことが職場復帰の支
援要因となる管理監督者の態度・行動としてあげられた。 
４．ビジネスコンピテンシーからみた管理監督者の復職支援：東京商工会議所のビジネスマネジャー検定
試験の目次項目を専門家 7 名が評定した。管理監督者の復職支援として、本人のキャリア開発に関する行
動（人材の育成と人事考課）、職場におけるリスクマネジメントの重要性が示されたことが特徴であった。 
以上の研究から、幅広い視点でメンタルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の態度・行動の情報が
収集された。これらをもとにメンタルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者のコンピテンシー枠組み
を作成し、これにもとづいて、メンタルヘルス不調者の復職を支援する管理監督者向け教育研修プログラ
ムを開発し試行することが可能になった。 
 
研究協力者 
今村幸太郎（東京大学大学院医学系研究科・特

任研究員） 
田島佐登史（元・目白大学人間学部心理カウン

セリング学科・助教） 
北川佳寿美（元・メディカルケア虎ノ門・精神

保健福祉士） 
西原亜紀子（アズビル株式会社・産業医） 
関屋裕希（東京大学大学院医学系研究科・特任

研究員） 
島田恭子（東京大学大学院医学系研究科・客員

研究員） 
浅井裕美、櫻谷あすか（東京大学大学院医学系

研究科・院生） 
小林由佳（本田技研工業株式会社・臨床心理士） 
難波克行（中外製薬株式会社・統括産業医）  
 
A. 研究目的  

メンタルヘルス不調による休職者に対する職

場復帰後の支援が重要であるとの認識が広がり、

特に職場で実際に支援する管理監督者の役割が

期待されている。本分担研究の目的は、メンタ

ルヘルス不調による休業者の職場復帰後の再発

予防のための管理監督者教育を開発し、その効

果を比較対照試験及びモデル事業で検証するこ

とである。また復職支援のための職場環境改善

ツールをモデル事業場で試行し、その効果を検

証することである。平成 26年度には、管理監督
者の態度、行動及び職場環境とメンタルヘルス

不調の労働者の復帰後の再発との関係について

幅広い視点から情報を収集し、管理監督者教育

及び職場環境改善の枠組みや着目点を明らかに

した。 
このために本年度は４つの研究を実施した。

まず、国内外の文献レビューを行い、メンタル
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ヘルス不調による休業者の職場復帰後の経過と

関連する管理監督者の態度、行動及び職場環境

要因を抽出した。感情表出と精神疾患の再発に

関する研究もレビューする予定であったが、こ

の文献レビューに含まれると判断し、こちらの

作業は行わなかった。 
第二に、メンタルヘルス不調で復職した部下

を持ったことのある管理監督者、及びメンタル

ヘルス不調で休業した経験のある労働者から、

メンタルヘルス不調者の復職にあたって管理監

督者が行った支援的な態度や行動、及び逆に復

職後の再発や不調のきっかけとなった態度や行

動を自由記述で収集・分類して、復職支援に重

要な管理監督者の態度・行動の要素を整理した。 
 第三に、少数のメンタルヘルス不調による休

職経験者に対し詳細なヒアリングを行い、管理

監督者の態度、行動がメンタルヘルス不調によ

る休業者の職場復帰に与える影響を事例ベース

で検討した。 
最後に、ビジネスコンピテンシーの視点から

も管理監督者の復職支援を検討するために、管

理監督者としてのビジネスコンピテンシー/マネ
ジメントコンピテンシーの枠組みを調査し、そ

の枠組みのうちメンタルヘルス不調による休業

者の職場復帰において重要なものを抽出した。

ビジネスコンピテンシーの中で管理監督者によ

る復職支援が位置づけられることにより、復職

支援に関する理解を管理監督者に促し、動機づ

けすることが容易となると期待される。 
 
B. 研究方法 
１．文献レビュー 
メンタルヘルス不調者の復職に影響する管理

監督者の具体的な態度及び行動について、海外

及び国内における先行研究のレビューを行った。

海外における論文の検索は 2015 年２月に実施
し、検索エンジンには Pubmed、PsycINFO 及
び PsycARTICLES を使用し、検索語を＜
(return to work OR returning to work) AND 
(superior OR superiors OR supervisor OR 
supervisors) ＞とした。検索の結果、メンタル
ヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の具

体的な態度及び行動について列挙されている３

論文をレビューの対象とした。 
国内における論文の検索は 2015 年２月に実
施し、検索エンジンには医学中央雑誌、CiNii 
Articlesを使用し、検索語を「（復職 OR 職場復

帰）AND（上司 OR 管理監督者）」とした。検
索の結果、メンタルヘルス不調者の復職に影響

する管理監督者の具体的な態度及び行動につい

て列挙されている３論文をレビューの対象とし

た。 
 
２．管理監督者及び労働者における復職経験の

調査 
１）対象 
インターネット調査会社のモニターから選ば

れた管理職及びメンタルヘルス不調で休業した

経験のある労働者に調査への参加を呼びかけた。

管理職 200名を予定のところ、最終的に回答者
206名が調査に参加した。メンタルヘルス不調
で休業した経験のある労働者 200名を予定のと
ころ、こちらも最終的に回答者 206名となった。
調査時期は 2015年 1月 29～30日である。 
２）調査項目 
（１）基本属性 
管理職に対しては、性別、年齢、業種、部下

数、メンタルヘルス不調の労働者の復職受け入

れの経験の有無、もっとも最近の事例の病名を

たずねた。メンタルヘルス不調で休業した経験

のある労働者には、性別、年齢、業種、職場の

従業員数、メンタルヘルス不調による最近の休

業時期、休業期間、病名をたずねた。 
（２）上司の復職支援行動及び復職悪化行動 
上司の復職支援行動及び復職悪化行動につい

てそれぞれ１つ、50文字以内で自由回答しても
らった。 
管理職向け質問文は以下のようである。『あな

たの管理監督者としての行動や態度は、メンタ

ルヘルス不調の部下がうまく復職するのに役だ

ったり、あるいは場合によっては逆効果だった

りするかもしれません。それぞれについて、あ

なたの行動や態度について50字以内で記入して
ください。例：「週１回、本人と面談をする」「定

時には必ず帰るように毎日指示する」』 
労働者本人向け質問文は以下のようである。

『あなたの上司の行動や態度は、あなたがうま

く復職するのに助けになったり、あるいは逆効

果だったりしたかもしれません。それぞれにつ

いてあなたが経験した上司の行動や態度を50字
以内で記入してください。例：「復帰後１ヶ月は、

週１回面談してもらった」「定時には必ず帰るよ

うに毎日指示された」』 
３）分析方法 
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職場のメンタルヘルスに経験の深い産業医１

名、臨床心理士３名及び修士院生２名によりＫ

Ｊ法で上司の復職支援行動及び復職悪化行動を

分類した。 
 
３．当事者からのヒアリング 
東京都内のリワークプログラムを実施してい

る精神科クリニックに対して、研究協力者の紹

介依頼を行い、最終的に 5 名のメンタルヘルス
不調による休職経験者から同意を得ることがで

きた。5名の休職経験者のうち、4名はグループ
インタビュー、1 名は個別インタビューとし、
2015年 2月に各 45分実施した。なお、グルー
プインタビュー及び個別インタビューの対象者

の属性は表３に示したとおりである。職場復帰

支援の流れとして、厚生労働省の「心の健康問

題により休職した労働者の職場復帰支援の手引

き」では、病気休職開始から職場復帰後のフォ

ローアップまでの5つの段階が示されているが、
今回のインタビューでは、メンタルヘルス不調

による休職者が職場復帰の際に管理監督者と接

する機会がある「病気休職開始及び休職中」「労

働者からの職場復帰の意思表示」「職場復帰後」

の 3 つの段階における管理監督者の態度や行動
についてインタビューを行った。事前にインタ

ビューガイドを半構造的に作成し、これに沿っ

て対象者が回答しやすいよう具体的な質問項目

を設定して自由な発言を求めた。対象者には書

面と口頭で許可を得た上で、インタビュー内容

を記録、録音し、逐語記録を作成した。データ

の分析は、逐語記録から意味のある項目を抽出

し、カテゴリーを作成した。これらの結果をも

とに、職場復帰に影響する管理監督者の態度、

行動について考察した。 
 
４．ビジネスコンピテンシーからみた管理監督

者の復職支援 
１）ビジネスコンピテンシーの選定 
管理監督者としてのビジネスコンピテンシー/

マネジメントコンピテンシーとして公認されて

いるものを、図書館での文献検索、インターネ

ット上の情報検索により調査した。管理監督者

としてのビジネスコンピテンシー/マネジメント
コンピテンシーとして公認されているものを調

査したところ、図書館における文献検索では「マ

ネジメント」や「リーダーシップ」のキーワー

ドで複数の書籍が抽出されるものの、考え方や

総論を述べる内容であったり、各著者により主

張が様々であり、統一された見解は得られなか

った。また、インターネット上の情報検索にお

いては、各企業の人事部や人事コンサルティン

グ/人事育成を行う企業からビジネスコンピテン
シー/マネジメントコンピテンシーについての具
体的な提案がなされていたが、コミュニケーシ

ョンや予定管理の重要性など共通する要素もあ

るものの、細部においては「各組織が求める人

材像」になっており、一致はしていなかった。

公認されているビジネスコンピテンシー/マネジ
メントコンピテンシーに準ずるものとして、イ

ンターネット上の情報検索にて抽出された、「東

京商工会議所が提唱するビジネスマネジャー検

定試験」が存在した。ビジネスマネジャー検定

試験は、マネジャーとして活躍が期待されるビ

ジネスパーソンに対し、その土台づくりのサポ

ートを目的とし、「あらゆるマネジャーが共通し

て身につけておくべき重要な基礎知識」を効率

的に習得する機会を提供するものであることか

ら 1)、本調査においてはその公式テキストの目次

項目 2)を用いることとした。 
２）ビジネスコンピテンシーからの重要な要素

の抽出 
管理監督者としてのビジネスコンピテンシー/
マネジメントコンピテンシーのうち、メンタル

ヘルス不調による休職者の復職支援に必要と思

われる要素を抽出するために、復職支援に携わ

っている専門家(教育研究機関教育職、専属産業
医、臨床心理士、精神保健福祉士ら)7 名を対象
に、東京商工会議所が提唱するビジネスマネジ

ャー検定試験の公式テキストの目次項目を用い、

それぞれの項目の重要度について、5 件法(「必
要ではない」～「必要である」)により質問した。
東京商工会議所が提唱するビジネスマネジャー

検定試験の公式テキストの目次項目は、4つの大
項目から構成され、それぞれの大項目は 4～6の
中項目を、それぞれの中項目は単独で、あるい

は2～8の小項目を、それぞれの小項目は単独で、
あるいは 2～5の最小項目を持つ形で、大・中・
小・最小の 4段階計 236項目から構成されてい
た。4つの大項目それぞれにおいて、最も低い段
階の項目について 5 件法で重要度を各回答者か
ら取得し、各回答者のその上位項目の評価値に

ついては、下位項目の平均値を充てた(例：「大項
目１．マネジャーの役割と心構え」において、

「(１)マネジャーが直面するビジネス環境」の点

－58－



 

数は、その下位項目である「社会や経済の変化

に対応できるマネジャーであること」と「企業

の社員構成の変化に対応できるマネジャーであ

ること」の点数の平均値を充てている。)。さら
に、4つの大項目それぞれにおいて、中項目、小
項目、最小項目それぞれの項目の 7 人の回答結
果の平均値を求め、「4 点以上」を重要な要素と
定義し、重要項目を抽出した。 
 
倫理的配慮 
研究にあたっては、研究目的、方法、個人情

報の取り扱いについて研究参加者に説明した上

で実施した。以下の研究は、東京大学大学院医

学系研究科・医学部倫理審査委員会で審査を受

け、承認されている：管理監督者及び労働者に

おける復職経験の調査、審査番号 2953-(2)；当
事者からのヒアリング、審査番号 10658-(1)。文
献レビューについては個人情報を含まない研究

であり倫理審査の対象外である。ビジネスコン

ピテンシーからみた管理監督者の復職支援は本

研究の分担研究者・研究協力者の討議結果であ

り、倫理審査の対象外である。 
 
C. 研究結果 
１．文献レビュー 
海外における先行研究として、Johnston et al.
（2014）の研究では、休職者が復職するにあた
り必要とされる上司の能力について調査するこ

とを目的として、オーストラリアにて、精神疾

患または筋骨格系疾患を抱える部下の復職に関

わった経験のある上司29名を対象にフォーカス
グループインタビューを実施している。インタ

ビューの結果、復職支援に必要とされる上司の

能力として、次の 11分類 94項目を抽出した（①
行動と個人の特性（14項目）、②復職の仕組みや
手続きについての知識（６項目）、③復職者への

理解と支援（10項目）、④復職者との適切な交流
（９項目）、⑤専門家との連携（４項目）、⑥知

識と支援の享受（６項目）、⑦復職計画の立案、

修正（16項目）、⑧周囲や同僚への配慮（８項目）、
⑨組織への影響の調整（11項目）、⑩筋骨格系疾
患への対応に必要な能力（２項目）、⑪精神疾患

への対応に必要な能力（８項目））。また、フォ

ーカスグループにより抽出された94項目の能力
の重要度について、復職支援の専門家からして

も重要な内容であるか確認するため、オースト

ラリア各地にて復職支援に携わっている専門家

を対象に、インターネットを用いて、５件法（「重

要でない」～「必須である」）により質問したと

ころ、344 件の回答を得た。その結果、半数以
上の回答者が、94 の能力のうち 90 項目につい
て、重要または必須であると回答した。 

Munir et al.（2012）の研究では、復職に影響
を与える上司の行動について、３因子 32項目の
尺度を開発している。イギリスにて、利害関係

者 142名（うち、産業保健スタッフ 78名、人事
64名）を対象にフォーカスグループを実施した
ほか、上司 20名及び労働者 26名を対象に電話
調査を実施したところ、復職に影響を与える上

司の行動として 42 項目が抽出された。さらに、
質問紙の信頼性及び妥当性を検証するため、上

司 186名及び労働者 359名を対象に、質問紙等
への回答を求めた。因子分析の結果、作成され

た質問紙（３因子 32項目：①復職時の行動（７
項目）、②否定的な行動（５項目）、③肯定的な

行動（20項目））については、信頼性が確認され
るとともに、構成概念妥当性、基準関連妥当性

についても確認された。 
Lemieux et al.（2011）の研究では、復職を促
進又は阻害する要因について上司の視点から調

査することを目的として、カナダにて、精神疾

患を抱える部下の復職に関わった経験のある上

司 11名を対象に半構造化面接を行い、復職を促
進または阻害する要因として、３分類 24項目を
抽出した（①復職者における要因（５項目）、②

職場環境における要因（５項目）、③復職過程に

おける要因（14項目））。 
国内における先行研究として、塩崎ら（2010）
の研究では、神奈川県下のある自治体において、

精神疾患による長期休職後に復職した職員 127
名を対象に、復職に影響した支援についてのア

ンケート調査を実施した。調査の結果、95名か
ら回答が得られ、復職に役立った支援として、

慣らし勤務、業務内容への配慮、上司の共感、

業務量への配慮が多く選択されていた。また、

業務量の軽減や業務内容の変更は、ベック抑う

つ質問票（BDI-Ⅱ）による抑うつ度の低下と相
関していた。 
井上ら（2010）の研究では、効果的な復職支
援のあり方に関する知見を得ることを目的とし

て、ホワイトカラー従業員を対象に、うつ病に

よる休職後の復職に限定し、1983 年１月から
2009年５月までに出版された復職支援に関する
症例報告を系統的に収集し、知見を整理してい
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る。33 件の文献で報告された 51 症例を対象に
分析した結果、企業の復職支援は９種類あり、

全ての支援介入に長所と短所が見られた（①欠

勤もしくは休職措置、②所属場所の変更、③上

司の交替、④業務内容の変更、⑤業務軽減措置、

⑥業務軽減期間、⑦就業制限、⑧産業保健スタ

ッフ等との面談、⑨企業以外の外部機関による

介入）。 
原口ら（2009）の研究では、うつ病治療後に
職場復帰が成功するための条件因子について明

らかにすることを目的として、DSM-Ⅳの大うつ
病性障害あるいは適応障害によって休職したの

ちに職場復帰した精神科外来患者72名を対象に、
アンケート調査を実施した。調査の結果、「段階

的な作業時間・量の増加」など、患者本人によ

る重要因子としての選択率と職場における実施

率の双方が高い因子がある一方、「配置転換」な

ど、重要因子としての選択率は高いものの職場

における実施率は低い因子があることから、患

者本人の希望と職場における実際の配慮には差

異があることが示された。また、休職に至った

理由として、業務内容や負荷より「上司との人

間関係」が上位であったものの、復職時の実際

の配慮は、業務の軽減に比べ、人間関係への配

慮の実施率は低率であった。 
 
２．管理監督者及び労働者における復職経験の

調査 
 管理職及び労働者本人の回答者の属性を表２

－１に示す。労働者本人では男女が半々であり、

うつ病やうつ状態の者が多かった。管理職が経

験したメンタルヘルス不調の労働者の内訳でも

うつ病やうつ状態の者が多かった。 
上司の報告では、業務・勤務時間配慮、本人

とのコミュニケーション、専門家の活用が支援

要因としてあげられていた（表２－２）。悪化要

因としては、はげまし・期待が最多であり、焦

らせた・無理させたも多かった。しかし頻度の

高すぎる連絡も悪化要因とされていた。本人の

報告では、配置換えが支援要因と悪化要因の双

方にあげられていた。焦らせないことが支援要

因として、はげましが悪化要因として上位にあ

った。また業務の調整、声かけや面談も支援要

因としてあげられていた。悪化要因では、心な

い言葉、パワハラ、暴言、責められたことがあ

がっていた。このうち、心ない言葉の内訳を表

２－３に示した。 

 
３．当事者からのヒアリング 
（１）メンタルヘルス不調からの職場復帰と管

理監督者の態度、行動と働きやすさの関係 
メンタルヘルス不調による休職経験者にとっ

て、職場復帰の際の管理監督者の態度、行動が

その後の働きやすさに影響するかどうかについ

て、1名を除いて全員が影響すると回答した。1
名は、管理監督者によって影響する場合もある

し、しない場合もあるので「どちらとも言えな

い」と回答した。安心できた管理監督者の態度、

行動は、①休職前からの信頼関係、②受容的・

肯定的態度、③管理監督者からのコミュニケー

ション、④情緒的サポート、⑤病気による業務

の影響への配慮、⑥適切な業務指示と配慮が挙

げられた。もっとも多かったのは、「休職前から

の信頼関係」で、職場復帰の際の管理監督者の

態度、行動だけでなく、休職前から日常的に管

理監督者に相談をして信頼関係が築けていると、

職場復帰の際の安心感に大きな影響があるとの

意見であった。管理監督者の態度、行動がその

後の働きやすさに影響するかどうか「どちらと

も言えない」と回答した 1名は、職場復帰の際、
信頼していた管理監督者が異動して新しい管理

監督者に変わっていたが、以前から信頼してい

た管理監督者が職場復帰の際も管理監督者であ

ったら、その後の働きやすさに影響したと回答

している。一方、不安になった管理監督者の態

度、行動は、①病気による業務の影響への配慮

不足、②日常的な関与不足が挙げられた。日常

的な関与不足については、管理監督者が職場復

帰後の職場に常勤しておらず、普段の自分の状

態を見ていないので不安になったとの意見であ

った。 
（２）病気休職開始及び休職中の管理監督者の

態度、行動 
病気休職開始及び休職中に安心できた管理監

督者の態度、行動は、①定期的な連絡、②病気

による業務の影響への配慮が挙げられた。一方、

不安になった管理監督者の態度、行動は、①定

期的な連絡、②病気による業務の影響への配慮

不足が挙げられた。定期的な連絡は、安心でき

た管理監督者の態度、行動にも、不安になった

管理監督者の態度、行動にも挙げられた。安心

できた理由としては、会社とつながっている感

じや会社に戻れる感じがすると回答している。

一方、不安になった理由としては、定期的な連
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絡が会社を思い出したり、連絡時の管理監督者

からの言葉にプレッシャーを感じたり、仕事を

思い出したりしたと回答している。また、最初

は定期的な連絡を取っていたが、その後、自分

から連絡することが億劫になり、管理監督者か

らの連絡も途絶えてしまったと回答した対象者

は、職場復帰前に疎遠になりすぎてしまって不

安になったと回答している。 
（３）職場復帰の意思表示と管理監督者の態度、

行動 
職場復帰の意思表示をした際に安心できた管

理監督者の態度、行動は、①受容的・肯定的態

度、②医療関係者との面談の同席、③病気によ

る業務の影響への配慮、④職場復帰時期の配慮、

⑤職場復帰方法の配慮が挙げられた。一方、不

安になった管理監督者の態度、行動は、①医療

関係者との面談の拒否、②日常的な関与不足が

挙げられた。管理監督者が医療関係者との面談

に同席して安心したと回答した対象者は、通所

していたリワーク施設からの勧めで職場に面談

の実施を打診している。面談を実施したことで、

休職期間中のリワーク施設での客観的な様子を

職場に伝えることができ、自分からは伝える自

信がなかった職場復帰に関する配慮事項につい

ても主治医やリワーク施設のスタッフが助言し

てくれたことが安心につながったとの意見であ

った。一方、同様に面談の実施を打診して拒否

されたと回答した対象者は、管理監督者が同席

するといったものの、その後面談を実施しても

らえず、面談をうやむやにした管理監督者の態

度、行動に不安を感じたという意見であった。 
（４）職場復帰後の管理監督者の態度、行動 
職場復帰後の安心できた管理監督者の態度、

行動は、①管理監督者からのコミュニケーショ

ン、②労働者として扱う公平さ、③病気による

業務の影響への配慮、④業務負荷の調整、⑤必

要としてくれている感が挙げられた。一方、不

安になった管理監督者の態度は、①日常的な関

与不足、②病気による業務の影響への配慮不足

が挙げられた。安心できた管理監督者の態度、

行動に挙げられた「労働者として扱う公平さ」

は、職場復帰に際して、配慮は必要と感じてい

るもの、必要以上に配慮しない管理監督者の態

度、行動を肯定的に捉えていた。また、管理監

督者とのコミュニケーションにおいて、直接的

な会話ではなくコミュニケーションシートとい

うツールを使って双方向のやり取りを実施して

いた対象者は、このツールによって管理監督者

が以前より自分のことを考えてくれているよう

な雰囲気を感じたとの意見であった。直接的な

会話ではなかったが、職場復帰後にこのツール

があったことは重要な要素であったと回答して

いる。 
（５）理想的な管理監督者の態度、行動 
メンタルヘルス不調による休職経験者が職場

復帰の際、安心できる理想的な管理監督者の態

度、行動を挙げてもらったところ、①適切な環

境調整、②管理監督者からのコミュニケーショ

ン、③労働者として扱う公平さ、④長期的な視

点、⑤管理監督者自身のセルフケア、⑥適切な

業務指示と配慮、⑦受容的・肯定的態度、⑧将

来的なキャリアへの関与、⑨正当な評価が挙げ

られた。ここでは管理監督者の態度、行動だけ

でなく、職場環境や組織を含めて、メンタルヘ

ルス不調を未然に防ぐ環境整備とメンタルヘル

ス不調の予防への期待が語られた。 
 
４．ビジネスコンピテンシーからみた管理監督

者の復職支援 
 結果を表４に示す。「大項目１．マネジャーの

役割と心構え」において、4 つの中項目のうち
「(２)マネジャーに求められるミッションと５
つの役割」「(３)マネジャーの資質」「(４)マネジ
ャーの心得」の 3 つが重要要素として抽出され
た。これらのうち、「(２)マネジャーに求められ
るミッションと５つの役割」「(３)マネジャーの
資質」は、それらを構成する下位項目も全て重

要要素とされた。 
「大項目２．人と組織のマネジメント」にお

いて、6 つの中項目のうち「【３】部下のマネジ
メント」「【５】人材の育成と人事考課」の 2 つ
が重要要素として抽出された。 
「中項目【３】部下のマネジメント」におい

て、6つの小項目のうち「(１)部下に対するアプ
ローチと心構え」「(２)部下とのコミュニケーシ
ョン」「(４)部下のモチベーションを高める(動機
づけ)」「(５)多様な人材のマネジメント(ダイバー
シティへの対応)」「(６)部下のマネジメントの具
体的実践法」の5つが重要要素として抽出され、
それらを構成する下位項目も全て重要要素とさ

れた。 
同様に、「大項目３．業務のマネジメント」に

おいて、5 つの中項目のうち「【９】業務目標の
設定」「【１０】業務計画の作成と実施」の 2 つ
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が重要要素として抽出された。 
「大項目４．リスクのマネジメント」におい

て、5 つの中項目のうち「【１３】職場における
リスクマネジメント」の 1 つが重要要素として
抽出された。 
 
D. 考察 
１．文献レビュー 
国内外における計６論文を対象にレビューし

た結果、メンタルヘルス不調者の復職に影響す

る管理監督者の具体的な態度や行動としては、

メンタルヘルス不調の症状や復職手続きについ

ての知識をはじめ、復職者本人への適切な対応

や共感的態度、業務の調整や配置転換、復職者

の同僚や周囲への配慮、産業保健スタッフや外

部機関との連携等、多くの事柄が列挙されてい

た。メンタルヘルス不調者による円滑な職場復

帰や復職後の再発予防を図るにあたり、管理監

督者には、復職者に対する適切な態度や行動だ

けでなく、業務負担の軽減や職場環境の調整、

専門家との連携等、幅広い知識や技術が求めら

れると考えられた。 
 
２．管理監督者及び労働者における復職経験の

調査 
管理監督者及び労働者における復職経験の調

査からは、共通して支援または悪化要因として

あげられており、復職支援の基本原則となると

思われる管理監督者の態度・行動として、はげ

まさない・焦らせないことがあげられた。また

パワハラや暴言を行ったり、本人を責めること

をしないことも「すべきでないこと」の基本原

則と考えられた。 
心ない言葉について、これを使わないことも

復職支援の基本原則と考えられる。ＮＧワード

集を作成するなどして、管理監督者に具体的な

教育を行うことも効果的かもしれない。しかし

ある言葉が本人にとってネガティブになるか、

そうでもないかは、本人の不調の程度によって

も異なると考えられる。心ない言葉については、

管理監督者が本人の調子を把握して対応すると

いう行動が十分できていないために生じている

可能性もある。管理監督者教育ではこの点に踏

み込んだ教育が必要である。 
業務・勤務時間配慮及び本人とのコミュニケ

ーションは、多くの回答者から復職支援要因と

してあげられており、管理監督者の復職支援の

「すべきこと」の基本原則であると考えられる。

しかし不調経験者の一部からは、業務調整はあ

ったものの、業務量は変わらなかった、不得意

な業務に回された、業務が少なくかえってつら

かったとの記述がなされていた。業務調整にお

いては業務の過多、不適、過小にならないよう

注意が必要である。また本人とのコミュニケー

ションについても、不調者から心配されすぎだ

ったり、頻繁すぎる連絡が悪化要因だったと記

述されていた。本人とのコミュニケーションに

ついても過剰でないようにする必要がある。 
管理監督者のうち少数ではあるが、同僚との

交流を増やすよう働きかけたことが支援要因に

なったとの報告があった。管理監督者によるコ

ミュニケーション以外に、管理監督者の働きか

けで周囲の支援を得られるようにすることも復

職支援の方法として考えられるべきと思われた。 
管理監督者からは専門家の活用が支援要因と

して、本人からは上司の医師への不信が悪化要

因としてあげられていた。管理監督者が医師な

どの専門家とよい連携をとることも復職支援に

効果的であると思われた。 
異動・配置換えは管理監督者で少数の者が支

援要因としてあげていたが、本人の報告では支

援要因、悪化要因の双方にあげられていた。異

動・配置換えについては、その状況や内容によ

り諸刃の剣となると思われた。 
 
３．当事者からのヒアリング 
メンタルヘルス不調による休職経験者が安心

できた管理監督者の態度、行動と理想的な管理

監督者の態度、行動の両方に挙がった 3 つのカ
テゴリーから、職場復帰の際の支援要因となる

可能性のある管理監督者の態度、行動を考察す

る。 
（１）受容的・肯定的態度と管理監督者からの

コミュニケーション 
対象者の多くがメンタルヘルス不調による休

職経験者にとって、職場復帰の際の管理監督者

の態度、行動がその後の働きやすさに影響する

と回答していた。特に、受容的・肯定的態度と

管理監督者からのコミュニケーションは、多く

の意見が挙がった。メンタルヘルス不調による

休職者は、職場復帰後も以前と同様に自分が受

入れられるか不安に感じることがある。そのた

め、職場復帰の意思表示をしたときや職場復帰

後の早い段階で、管理監督者がメンタルヘルス
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による休職者を受入れようとする態度を示すこ

とが重要であると考えられる。また、管理監督

者とのコミュニケーションに関連して、休職前

からの管理監督者との信頼関係が語られている

ことは興味深く、このような側面については特

に重視する必要がある。職場復帰の際の管理監

督者の態度、行動のみに着目するのではなく、

日頃からのコミュニケーションから見直してい

くことが必要であることを示唆しているとも言

える。 
（２）適切な業務指示と配慮 
休職期間が長期間になると、職場全体の方向

性や目標が分かりづらくなる可能性が高い。そ

のため、職場復帰の際は、管理監督者が現在の

職場全体の方向性や目標を明らかにした上で、

休職者に求めている業務について適切な指示を

与えることが重要と思われる。また、指示をす

るだけでは不十分で、やったことに対する適切

な評価やフォローアップも含めた支援体制を検

討しておくことが必要であると考えられる。 
（３）労働者として公平に扱うこと 
メンタルヘルス不調による休職経験者は職場

復帰に際して配慮を必要としているものの、管

理監督者が休職者を必要以上に病人として扱っ

たり、特別視したりすることには十分注意を払

う必要がある。メンタルヘルス不調による休職

経験者は、管理監督者に以前と同じような働き

方を期待されないことや、短期ではなく長期で

自分の回復を見てほしいと望んでいるものの、

あまり配慮をされすぎると自分がメンタルヘル

ス不調による休職者であることを必要以上に意

識せざるを得ないと考えられる。そのため、ど

の段階でどの程度の配慮を必要とするかを休職

者と確認し、それ以外については他の同僚と同

じように働く労働者として公平に扱うことも重

要と考えられる。 
 
４．ビジネスコンピテンシーからみた管理監督

者の復職支援 
東京商工会議所が提唱するビジネスマネジャ

ー検定試験公式テキストの目次項目について専

門家が評定した結果、復職支援における重要な

要素として「(２)マネジャーに求められるミッシ
ョンと５つの役割」「(３)マネジャーの資質」「(４)
マネジャーの心得」「【３】部下のマネジメント」

「【５】人材の育成と人事考課」「【９】業務目標

の設定」「【１０】業務計画の作成と実施」「【１

３】職場におけるリスクマネジメント」の 8 つ
の中項目、及びそれらに付随する小項目、最小

項目があげられた。この他の視点での情報収集

では、業務への配慮やコミュニケーションが重

視される傾向にあったが、ビジネスコンピテン

シーからみた分析により、管理監督者の復職支

援として、本人のキャリア開発に関する行動（人

材の育成と人事考課）、職場におけるリスクマネ

ジメントの重要性が示されたことが特徴であっ

た。 
また管理監督者としてのビジネスコンピテン

シー/マネジメントコンピテンシーから、メンタ
ルヘルス不調による休職者の復職支援に必要と

思われる要素が絞り込まれることにより、管理

監督者になじみやすい「分類」と「用語」を用

いて、管理監督者の復職支援活動を記述するこ

とが可能になると期待される。 
 以上の４つの研究から、幅広い視点でメンタ

ルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者の

態度・行動の情報が収集された。平成 27年度研
究では、これらをもとにメンタルヘルス不調者

の復職に影響する管理監督者のコンピテンシー

枠組みを作成し、これにもとづいて、メンタル

ヘルス不調者の復職を支援する管理監督者向け

教育研修プログラムを開発し試行することが可

能になった。 
 
E. 結論 
管理監督者の態度、行動及び職場環境とメン

タルヘルス不調の労働者の復帰後の再発との関

係について幅広い視点から情報を収集し、管理

監督者教育及び職場環境改善の枠組みや着目点

を明らかにする。このために本年度は４つの研

究を実施した。 
１．文献レビュー:メンタルヘルス不調者の復
職に影響する管理監督者の具体的な態度及び行

動について、海外及び国内における先行研究の

レビューを行った。国内外における計６論文を

対象にレビューした結果、メンタルヘルス不調

者の復職に影響する管理監督者の具体的な態度

や行動としては、メンタルヘルス不調の症状や

復職手続きについての知識をはじめ、復職者本

人への適切な対応や共感的態度、業務の調整や

配置転換、復職者の同僚や周囲への配慮、産業

保健スタッフや外部機関との連携等、多くの事

柄があがっていた。 
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２．管理監督者及び労働者における復職経験

の調査：インターネット調査会社のモニターか

ら選ばれた管理職及びメンタルヘルス不調で休

業した経験のある労働者各 206名に上司の復職
支援行動及び復職悪化行動について自由回答し

てもらい、これを分類した。「すべきでないこと」

としてはげまさない・焦らせない、心ない言葉

を使わない、「すべきこと」として業務・勤務時

間配慮及び本人とのコミュニケーションがあげ

られた。異動・配置換えについては、その状況

や内容により影響が異なると思われた。 
３．当事者からのヒアリング：東京都内のリ

ワークプログラムを実施している精神科クリニ

ックで 5名のメンタルヘルス不調による休職経
験者にインタビューを行った。（1）受容的・肯
定的態度と管理監督者からのコミュニケーショ

ン、（2）適切な業務指示と配慮、（3）労働者と
して公平に扱うことが職場復帰の支援要因とな

る管理監督者の態度・行動としてあげられた。 
４．ビジネスコンピテンシーからみた管理監

督者の復職支援：東京商工会議所のビジネスマ

ネジャー検定試験の次項目を専門家 7名が評定
した。管理監督者の復職支援として、本人のキ

ャリア開発に関する行動（人材の育成と人事考

課）、職場におけるリスクマネジメントが重要性

が示されたことが特徴であった。 
以上の研究から、幅広い視点でメンタルヘル

ス不調者の復職に影響する管理監督者の態度・

行動の情報が収集された。これらをもとにメン

タルヘルス不調者の復職に影響する管理監督者

のコンピテンシー枠組みを作成し、これにもと

づいて、メンタルヘルス不調者の復職を支援す

る管理監督者向け教育研修プログラムを開発し

試行することが可能になった。 
 
F. 研究発表 
1. 論文発表 
Tsuno K, Kawakami N, Tsutsumi A, Shimazu 

A, Inoue A, Odagiri Y, Yoshikawa T, 
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Socioeconomic Determinants of 
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表１－１ 復職支援に必要とされる上司の能力（11分類 94項目） Johnston et al. J Occup Rehabil, 2015 

（調査により生成された「能力」）

１ 行動と個人の特性 

共感と思いやり 

葛藤を抱えられること 

自他への適切な感情表現 

柔軟さ 

機微な情報を伝えられること 

前向きな見通しを持つこと 

忍耐力 

回復力 

正直さ 

交渉力 

問題解決力 

公平・公正さ 

受容 

客観性 

２ 復職の仕組みや手続きについて

の知識 

安全配慮義務の知識 

組織固有の復職手続きについての知

識 

復職における過程や手続きについて

の知識 

復職の過程にて何をどの程度してよ

いかについての理解 

上司としての役割の限界についての

理解 

プライバシーの尊重 

３ 復職者への理解と支援 

情緒的サポートの提供 

組織内外の資源やサービスへの連携 

目に見えない病状への理解 

目に見える形での支援の提供 

休職者それぞれの独自性への尊重 

復職準備への支援 

偏見による傷つきや恐怖への対処 

共感と思いやりを示すこと 

復職に対する意欲や期待の調整 

カウンセリングの知識 

４ 復職者との適切な交流 

対話する際に正直であること 

定期的に連絡を取ること 

敬意を持って接すること 

合意された対話の仕方を確立するこ

と 

傾聴すること 

経営に対する疑念を上手に扱うこと 

本人が自分の体調を正直に言えるよ

う配慮すること 

関係性における限界を設定すること 

共感を示すこと 
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５ 専門家との連携 

医師や専門家との連携 

他の主要な利害関係者との連携 

復職支援に医師を巻き込むこと 

外部の専門家との連携 

６ 知識と支援の享受 

支援の享受 

感情的な負担の調整 

内部の専門家からの支援 

同僚からの支援 

部下の状態に関する知識 

質問の仕方についての理解 

７ 復職計画の立案、修正 

本人の仕事における課題と負荷を把

握すること 

本人の能力と病気による影響を把握

すること 

復職計画について本人から賛同を得

ること 

本人をリードすること 

知り得た情報を復職計画の立案及び

修正に活用すること 

本人の能力を査定すること 

安全かつ有意義であり、実現可能な

職務を選択すること 

職務内容を配慮すること 

医師による制限と本人の能力に見合

った仕事をさせること 

復職過程における不安や心配を解消

すること 

本人及び復職過程を観察すること 

潜在的な問題に気づくこと 

観察力を持つこと 

業務上外のストレス要因について把

握すること 

本人と専門職をつなぐこと 

復職計画の進展を促すこと 

８ 周囲や同僚への配慮 

早期発見、早期介入の仕方について

教育をすること 

重要な時期に正しい情報を伝達する

こと 

支援者について理解を示すこと 

支援者との円滑な関係を維持するこ

と 

復職における留意点を把握すること 
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休職及び復職による影響を最小限に

すること 

本人に対する同僚からの偏見等につ

いて指導すること 

同僚からの支援を集めること 

９ 組織への影響の調整 

安全配慮義務を遵守すること 

復職者である本人にかける時間と労

力を調整すること 

本人の作業負荷を調整すること 

本人及び組織による要望の調整 

復職の成果について説明責任を果た

すこと 

継続的に改善するよう関与すること 

適宜記録すること 

長期的な視点を持つこと 

並列する問題を別々に管理すること 

競合する課題を管理すること 

必要に応じて厳しい決断を下すこと 

10 筋骨格系疾患への対応に必要な

能力 

職場環境を調整すること 

二次的な精神疾患の発症に留意する

こと 

11 精神疾患への対応に必要な能力 

精神疾患による長期休暇に理解を示

すこと 

予期しない悪化や休暇取得に理解を

示すこと 

本人の不安や症状に適切な対応をす

ること 

本人の判断をどの程度信頼してよい

か把握すること 

一般的な精神疾患について理解する

こと 

プライバシーに配慮すること 

精神疾患の発症後も本人を労働者と

して扱うこと 

復職を失敗しないよう様々な配慮す

ること 
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表１－２ 復職を支援するための上司による行動（３因子 32項目）Munir et al. J Occup Rehabil 2012. 

（因子分析結果）

（因子）

（復職時の行動） １ ２ ３

（復職時に休職前と異なる業務や軽作

業を与える）

（段階的な復職を取り入れる）

（客観性を保つ）

（復職の過程や手続きについて復

職前に説明する）

（役割や責任等の変化について説明

する）

（復職初日に会う）

（復職当初はできるだけストレスがかからな

いようにする）

（否定的な行動）

（困難なことが起きたとき忍耐力を失う）

（攻撃的な行動を示す）

（一つ一つの動きに疑問を呈する）

（仕事の調整についての要望に反

対する）

（余計な仕事を増やす厄介者のよう

に扱う）

（肯定的な行動）

（病気を公表することについて本人の許可を

得る）

（組織から必要とされていると感じさせる）

（試し出勤中に同僚が本人の手伝いをするよう

促す）

（復職時に係内のよい雰囲気づくりを

促進した）

（専門職と連携した内容を本人に伝える）

（本人の状態と仕事への影響について定期的な面談にて確認する）

（腫れ物に触れるのではなく今まで通りに関わる）

（試し出勤中の心配事を聞く）

（不調に気づく）

（試し出勤中における要望をくむ）

（ささいな心配事にも常に誠

実に対応する）

（慎重に接する）

（一定のレベルを維持させる）

（心配事があるときにはメールや電話です

ぐ対応する）

（試し出勤に対し責任をとる）

（病気による仕事への影響について理解する）

（発症後も本人に対して肯定的なままでいる）

（安全配慮義

務を遵守する）

（仕事の調整をする必要性につ

いて法的に理解する）

（組織の手続きに正しく従う）
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表１－３ 復職を促進又は阻害する要因（３分類 24項目）Lemieux et al. J Occup Rehabil, 2011. 

（復職を促進又は阻害する要因）

（復職者における要因）

（社会的孤立）

（業務外におけるストレス要因の存在）

（仕事における不満の程度）

（精神疾患による複雑な休職経過）

（時期尚早の復職）

（職場環境における要因）

（精神疾患に対する偏見）

（休職に対する緊張した

雰囲気や葛藤した関係）

（休職中における組織の変化）

（上司における精神疾患についての理解不

足）

（精神疾患に対する診断の

信憑性を疑う）

（復職過程における要因）

（本人の診断又は状態についての情報不

足）

（復職前におけ

る本人と上司との接触）

（復職に対する上司の関与不足）

（復職に向けてのチーム準備）

（復職における配置換え）

（復職初日に本人と会う）

（復職時に仕事を与える）

（復職時に訓練する）

（上司による業績への期待）

（復職時における上司による態度）

（復職時における本人の態度）

（利害関係者による協調の不足）

（医療従事者による復職準備）

（会社内外の資源の存在）
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表２－１ 管理職及びメンタルヘルス不調で休業した経験のある労働者本人の属性：インターネット調査 
  管理職（206名）  本人（206名） 

属性 カテゴリー 人数 ％  人数 ％ 

性別 男性 187 90.8  115 55.8 

 女性 19 9.2  91 44.2 

年齢（歳）*   49.8 7.7  38.8 9.4 

業種 管理 67 32.5  3 1.5 

 事務 30 14.6  69 33.5 

 情報通信 18 8.7  13 6.3 

 サービス 27 13.1  36 17.5 

 運輸 2 1  6 2.9 

 製造 18 8.7  30 14.6 

 研究開発 13 6.3  8 3.9 

 医療福祉 11 5.3  17 8.3 

 教育 3 1.5  5 2.4 

 その他 17 8.3  19 9.2 

従業員数/部下数 現在はいない 29 14.1  - - 

 9人以下 67 32.5  34 16.5 

 10-19人 51 24.8  20 9.7 

 20-29人 13 6.3  13 6.3 

 30-39人 13 6.3  12 5.8 

 40-49人 8 3.9  16 7.8 

 50人以上 25 12.1  111 53.9 

復職対応した部下 あり 156 75.7  - - 

 なし 50 24.3  - - 

休業期間 1ヶ月未満 - -  46 22.3 

 1～3ヶ月 - -  59 28.6 

 4～6ヶ月 - -  33 16 

 7～12ヶ月 - -  11 5.3 

 1～2年以内 - -  44 21.4 

 3年以上 - -  13 6.3 

職場復帰の時期 1年以内 - -  78 37.9 

 2～5年以内 - -  82 39.8 

 6～9年以内 - -  20 9.7 

 10年以上前 - -  26 12.6 

病名（複数回答） うつ病やうつ状態 132 64.1   159 77.2 

 そううつ病（双極性障害） 13 6.3   13 6.3 

 統合失調症 12 5.8   9 4.4 

 アルコール問題 3 1.5   7 3.4 

 発達障害 6 2.9   6 2.9 

 パーソナリティの問題 12 5.8   12 5.8 

 その他 4 1.9   31 15.0 

 わからない 2 1.0   - - 

自由回答（あり） 上司の復職支援行動について 122 59.2  59 28.6 

 上司の復職悪化行動について 56 27.2  76 37.0 

* 人数の欄に平均を、％の欄に標準偏差を示している. 

-: 質問していない選択肢. 
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表２－２ ＫＪ法による上司及び本人の上司の復職支援行動・復職悪化行動の分類結果（回答数） 
 上司の復職支援行動 上司の復職悪化行動 
上司の

報告 
業務・勤務時間配慮 
 業務量軽減(10) 
 短時間勤務(5)、定時勤務(4) 
 業務量の管理(2) 
 自由な勤務時間(2) 
 受診への配慮(2) 
 異動(2) 
本人の話をしっかり聞く(15） 
本人との話し合いを設ける（10） 
仕事以外の話をする(5) 
はげまさない(4) 
一定の距離をおく(3) 
頻繁に連絡をとる(3) 
専門家の活用 
産業保健スタッフの利用(3) 
受診させる・医師の助言を得る(5) 
同僚との交流を増やす(3) 
飲みに行く(1) 

はげまし、期待（14） 
頻度の高すぎる連絡(7) 
焦らせた・無理させた(5) 
目標設定をしたこと(2) 
説教したこと(3)  
面談したこと(2) 
気遣いのしすぎ(5) 
休みの与えすぎ(2) 
甘やかしすぎ(2) 
家庭訪問したこと(2) 
その他 
 難度の低すぎる仕事(1) 
 ストレス源の上司がそばにいた(1) 
退職に追い込んだ(1) 

わからない(5) 

本人の

報告 
配置がえ(8) 
焦らせない(8) 
受容・肯定的な態度(4) 
業務の調整 
 定時勤務としてくれた(6) 
 短時間としてくれた(5) 
 対人的配慮(2) 
声かけしてくれたこと(4) 
面談 
 よく面談してくれた(3) 
 社外で面談してくれた(3) 
 上司の経験談をしてくれた(2) 
いつもどおり(2) 

心ない言葉(15) 
はげまし(12) 
心配されすぎ、連絡が頻繁すぎ(12) 
パワハラ、暴言、責められる(10) 
業務の過多、不適性、過小(5) 
配置換え(5) 
医師への不信(3) 
 

 
表２－３ 心ない言葉（本人の報告による上司の復職悪化行動）の例 

回答者番号 記載内容 

3005518 気の持ちようだと言われた 

3828715 太ってよかったねと言われた 

4061777 復帰途上で体調が不安定なときにサボり気味などと言われること 

6663954 明日から休むというのに面接で「今年の目標はなに？」と聴かれた。 

6927606 うつは甘えと言われた 

7016539 発症して退社した人が続出した為「誰でもなりうるし、深く考える必要はない」という接し方が逆効果だった。 

7919360 ゆっくり休めとか、くよくよするなと繰り返し言われた。 

7950054 体調不良や悩みを相談したらすぐにまた休職しろと言われた 

7964739 降格やスキルアップしなくなると言われたこと 

7970956 うつ病はただの怠け病だと言われたこと。 

7979650 腫れ物に触るような態度で、語尾がきつい感じな物言い 

8131995 別な部署の上司から「辞めたければ辞めればいいし。。。」と。 

8188445 「日本の医療は進んでるからな！リハビリの効果発揮してくれよ！大丈夫がんばれ！」 

8188564 仕事はリハビリじゃないですからね。 
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表３ 当事者からのヒアリングの対象者の属性 

 

 
 
 
 
  

対象

者 
診断名 性別 年代 業種 規模 職種 職位 

最終

学歴 

A うつ病 男 
30代

後半 
製造業 

1,001名

以上 
IT関連 

課長補佐、係

長・主任クラス 
大学 

B うつ病 男 
30代

後半 

卸売・小

売 
50名以下 営業・販売 一般社員 高校 

C うつ病 男 
30代

後半 

情報・通

信 

1,001名

以上 
IT関連 一般社員 大学 

D うつ病 男 
50代

後半 
公務員 

101～300

名 
その他 一般社員 大学 

E うつ病 男 
50代

前半 
製造業 

1,001名

以上 

専門的・技術的

職業 
一般社員 大学 
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表４ 復職支援に従事した専門家７名により重要（評点平均 4点以上）とされた東京商工会議所ビジネスマ
ネジャー検定試験のビジネスコンピテンシーの中項目（括弧内は小項目の例）* 

１．マネジャーの役割と心構え（中項目 3/4、小項目 8/10）** 

(２)マネジャーに求められるミッションと５つの役割（例、経営方針とチームの目標を共有・浸透させる） 

(３)マネジャーの資質（例、業務に対する「真摯さ」） 

(４)マネジャーの心得（小項目なし） 

２．人と組織のマネジメント【３】部下のマネジメント（中項目 5/6、小項目 20/21） 

(１)部下に対するアプローチと心構え（例、部下の自律性や自発性を尊重する） 

(２)部下とのコミュニケーション（例、部下に対する業務指示） 

(４)部下のモチベーションを高める(動機づけ)（例、動機づけとは） 

(５)多様な人材のマネジメント(ダイバーシティへの対応)（例、なぜ企業にはダイバーシティへの対応が求められるのか） 

(６)部下のマネジメントの具体的実践法（例、マネジャーと部下との関係に求められるもの） 

２．人と組織のマネジメント【５】人材の育成と人事考課（中項目 7/8、小項目 15/16） 

(１)人材の育成の重要性（例、人材育成の目的） 

(２)人材育成に役立つ考え方－コーチングの基本（例、コーチングとは） 

(３)人材育成の手順（例、部下が成長しやすい環境をつくる） 

(４)部下の経験・立場に対応した人材育成の留意点（例、初任の部下(新人)に対する指導） 

(６)人事考課とは（小項目なし） 

(７)部下を評価する際のポイント（例、部下とのコミュニケーションを活発にする） 

(８)評価結果のフィードバック（小項目なし） 

３．業務のマネジメント【９】業務目標の設定（中項目 2/2、小項目 2/2） 

(１)業務目標を設定する（小項目なし） 

(２)目標設定の重要性（例、マネジャーが設定すべき目標の種類） 

３．業務のマネジメント【１０】業務計画の作成と実施（中項目 4/4、小項目 2/2） 

(１)実施事項の洗い出し（小項目なし） 

(２)実施事項を「誰が」・「いつまでに」行うかを決定する（小項目なし） 

(３)進捗を管理する（例、進捗の「見える化」と確認） 

(４)目標値と実施事項の因果関係を把握し対応する（小項目なし） 

４．リスクのマネジメント【１３】職場におけるリスクマネジメント（中項目 5/5、小項目 15/16） 

(１)マネジャーが知っておかなければならない基礎知識（例、使用者と労働者の関係について） 

(２)ハラスメントを防止するために（例、セクシュアル・ハラスメント） 

(３)メンタルヘルス（例、こころの病気の初期サイン） 

(４)ワーク・ライフ・バランス（例、ワーク・ライフ・バランス憲章） 

(５)労働災害防止のための対策（例、企業が負う安全配慮義務） 
*中項目及び小項目に対して、１必要ではない ２あまり必要ではない ３どちらともいえない ４まあ必要 ５必要
である、で評定してもらった数値の平均を求めた. 重要とされなかった項目は掲載していないため中項目の番号は
一部欠けている.**この大項目において、中項目あるいは小項目の何項目中何項目が重要と評定されたかを示した. 
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平成２６年度労災疾病臨床研究事業費補助金 

「メンタルヘルス不調による休職者に対する科学的根拠に基づく新しい支援方策の開発」 
（１４０７０１０１―０１） 

分担研究報告書 
 

職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再発予防のための産業保健スタッフ・上司・本人が情報交換する

システムの開発 
 

分担研究者 江口尚 北里大学医学部公衆衛生学助教 
 
研究要旨：本研究の目的は、メンタルヘルス不調による休職者の復職時の負担軽減のために、 ICT
（Information and Communication Technology：情報通信技術）を活用して、本人、上司、産業保健スタ
ッフ間のコミュニケーションを促進するシステムを開発し、モデル事業場で試行し、その効果と課題を明ら
かにすることである。このために、本年度は２つの研究を実施した。 
１．文献レビューによる情報収集：職場復帰を進めるために、本人、上司、産業保健スタッフの役割が重要
であった。また、それら３者の情報交換の有用性は確認できた。ただし、それらの連携を、ICTを使って行
っている研究は確認できなかった。本人の復職の負担を軽減し、本人、上司、産業医の連携を効率的に進め
る可能性のある ICTを活用することは、本人、上司、産業医間の職場復帰に関するコミュニケーションを促
進する上で、有用である可能性がある。 
２．システム開発に必要な情報や課題の検討：次の３点について、ICT専門家と検討を行った。①メンタル
ヘルス不調者の職場復帰の際に、本人、上司、産業保健スタッフ間でやりとりされる情報について、②それ
ぞれの情報を入手する頻度（毎日、毎週、毎月等）について、③安全な情報交換のために必要なセキュリテ
ィ上の課題。その結果、今後システム開発を行うにあたって、①本人、上司、産業保健スタッフ間でやりと
りされる情報が多岐にわたりシステムに取り込む情報については優先順位付けが必要なこと、②情報共有の
頻度については情報の種類によって異なること、③セキュリティ上、階層構造で SSLを利用することが有用
であること、を仕様に反映させる必要が明らかになった。 
 以上の研究から、職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者の再発予防のための本人、上司、産業保健スタ
ッフが情報交換するシステムの開発に関する情報が収集された。平成 27 年度の研究では、これらをもとに
産業保健スタッフ及びメンタルヘルスの専門家等の意見を聴取し、情報交換システムの運用手順、掲載情報
範囲等を決定し、システムのひな形を開発することが可能になった。 
 
研究協力者 
平世将夫（株式会社レイディーバグ・代表取締

役社長） 
 
A. 研究目的  
メンタルヘルス不調による休職者が、復職し

た後の再発予防のためには、本人、上司、産業

保健スタッフが、復職プラン、通院状況、本人

の体調など、本人の復職に関する情報を共有す

ることが重要である。しかし、実際には、３者

間の情報共有がうまくいかず、本人の体調の悪

化や、通院ができていない状況をうまく把握す

ることができずに再発してしまうことがある。

また、情報交換そのものが本人の負担になって

いる可能性がある。そこで、本研究の目的は、

メンタルヘルス不調による休職者の復職時の負

担 軽 減 の た め に ICT （ Information and 
Communication Technology：情報通信技術）の
活用に着目し、メンタルヘルス不調による休職

者の、復職後の、本人、上司、産業保健スタッ

フ間のコミュニケーションを促進するシステム

を開発し、モデル事業場で試行し、その効果と

課題を明らかにすることである。 
平成 26年度には、まず、国内外の復職に関す
る文献レビューを行い、ICT の活用や、メンタ
ルヘルス不調による休職者が、復職をするに際

して、上司、産業保健スタッフ間でどのような

情報のやりとりが必要なのかについて情報を得

た。その上で、ICTの専門家から、本人、上司、
産業保健スタッフが、復職に関する情報交換を

行う上での、個人情報保護に関する課題、既存

の商用プラットフォームの可能性について情報

を得た。さらに、ICT の専門家との意見交換を
通して、必要な情報や課題の整理を行い、次年

度以降のシステム開発に必要な仕様を検討した。 
 
B. 研究方法 
１．文献レビュー 
メンタルヘルス不調にからの復職後の再発予

防についての文献についてレビューを行った。

海外における論文の検索は 2015 年２月に実施
し、検索エンジンには PubMedを使用し、検索
語を＜(return to work OR returning to work) 
AND mental health＞とした。検索の結果、メ
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ンタルヘルス不調者の復職後の再発予防に影響

する要因が検討されている６論文をレビューの

対象とした。 
国内における論文の検索は 2015 年２月に実
施し、検索エンジンには医学中央雑誌を使用し、

検索語を「（復職 OR 職場復帰） AND メンタ
ルヘルス」とした。検索の結果、再発予防に関

する文献を見つけることはできなかった。 
 
２．システム開発に必要な情報や課題の検討 
 文献レビューやガイドラインからの情報収集

により、職場復帰時に必要な情報の整理を行っ

た。その上で、復職後のメンタルヘルス不調労

働者の負担軽減や本人、上司、産業保健スタッ

フ間の復職に関する情報交換を効率的に行うた

めにどのようなシステムが適当なのか、既存の

商用プラットフォーム（サイボウズやチャット

ワーク）などの具体的なイメージをもとに検討

し、どのような情報のやりとりが可能なのか、

どの程度のカスタマイズが可能なのか、どのよ

うなセキュリティ上の課題が生じるのかなどに

ついて情報収集を行った。それらの情報をもと

に、メンタルヘルス不調による休職から復職し

た労働者、上司、産業医が情報交換を行うには

どのような情報が必要で、どのような課題があ

るかについて、ICT 専門家と包括的に検討を行
い、システムについての具体的なイメージを検

討した。そして、それらの検討結果をもとに、

平成27年度以降に運用を行う情報交換システム
の開発に必要な仕様を検討した。 
 
倫理的配慮 
研究にあたっては、文献レビュー、情報交換

システムの開発については個人情報を含まない

研究であり倫理審査の対象外である。 
 
C. 研究結果 
１．文献レビュー 
 世界 5 カ国（オランダ、イギリス、韓国、日
本、フィンランド）の職場のメンタルヘルスに

関するガイドラインのレビューを行った結果 1)

では、職場復帰を円滑に進めるためには、本人

と上司との間のコミュニケーションや、上司が

復職後の労働者とコンタクトを取り続けること、

上司と本人のミーティングを持つことが重要と

いうことであった。大うつ病に罹患した労働者

の職場復帰に関する関係者の役割を調査した研

究 2)では、上司と産業医が職場復帰における仕事

の状況に関心を持つことが重要であると指摘を

していた。オランダでは、職場復帰に関するガ

イドラインのトレーニングを受けた産業医群

（介入群）と、トレーニングを受けていない産

業医群（対照群）で職場復帰までの期間をアウ

トカムとして、トレーニングの有効性について

の RCTが進行中であった 3)。その RCTで使用
されているガイドラインでは、産業医、上司、

人事担当者間での意見の調整が必要であること

を指摘していた。上司と本人が協働して復職プ

ランを作成する参加型の職場復帰支援プログラ

ム（participatory supportive return to work 
program）の効果を検討するための RCTが実施
されていた 4)。その中では、上司と本人のコミュ

ニケーションの重要性が指摘されていた。メン

タルヘルス上の問題による職場復帰の際の障害

となる要因を明らかにするために、職場復帰を

した労働者を対象にインタビュー調査を行った

質的研究 5)では、復職を円滑に進める要因として、

本人が、上司や同僚と頻回に体調について相談

をすること、業務量が多すぎると感じた場合に

は早めに申し出ること、本人の症状を理解して

もらうこと、業務量を軽減してもらったり、職

場で緊張せずにリラックスできたりするように

配慮してもらうことがあげられていた。メンタ

ルヘルス上の問題で休職した労働者が職場復帰

後に再発する要因を検討した RCTでは、上司の
役割が重要であることが確認された 6)。 
 
２－１．システムの目的 
 システムの目的は、メンタルヘルス不調者の

復職後の再発予防に資するために、ICT を用い
て、個人情報保護などのセキュリティに配慮し

た上で、メンタルヘルス不調者、上司、産業保

健スタッフ間で負担なく情報交換が行えるシス

テムを構築することを目指した。 
 
２－２．システムに必要な要素の検討 
１）システムに必要な共有すべき情報の検討 
 １の文献レビューから、メンタルヘルス不調

者の復職後の再発予防のためには、個人情報が

保護された上で、本人、上司、産業保健スタッ

フ間で取り決めた配慮が適切に行われているか、

本人の体調悪化時に早期発見、早期対応ができ

るか、についての情報が必要と考えられた。そ

のために、以下の情報、機能をシステムに取り
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込むこととした。 
 
１-１）本人、上司、産業保健スタッフ間で共有
が必要な情報： 
■職場復帰プラン（勤務時間、業務内容、次回

面談日等）を確認できる機能。 

■通院状況（通院日、治療状況、服薬内容）を

確認することができる機能。 

■勤怠（出勤時間、退勤時間、休暇取得等）を

確認することができる機能。 

■体調（不眠、食欲不振等の体調、業務遂行能

力の主観的・客観的評価）を確認できる機能。 

■本人・上司・産業医間で、テキストベースで

情報交換、相談ができる機能。 

 
１-２）情報共有の頻度：それぞれの情報を、共
有する頻度で、月単位、週単位、日単位で分類

することとした。 
 
２）セキュリティ上留意すべき事項の検討 
 システム構築に当たっては、本システムは復

職に関連した機微な情報を取り扱うことから、

システム開発上の最優先事項として、個人情報

保護等のセキュリティの観点からの検討を行っ

た。 
 
２－３．システムの構造の検討（図１） 
 システムの概要として、個人情報保護などの

セキュリティに配慮しつつ、インターネット経

由で「複数の事業場」で活用できるようなシス

テムを検討した。その結果、個人情報保護の観

点から、インターネット上で入力する個人情報

を暗号化し、安全に送受信する技術である SSL 
(Secure Sockets Layer)の導入が必須であった。
また、「複数の事業場」で活用できるシステムと

いう点からも、階層構造のシステムが適切であ

った。 

 
図１：システム概要 
 
２－４．各階層の検討 
１）階層①（システム管理者）における役割・

権限の検討 
 システム管理者に必要な役割、権限について

検討を行った。システム管理者に必要な役割は、

利用企業のアカウント管理（発行・停止・契約

期間管理等）、各企業の人事アカウントの権限管

理（閲覧可能情報の制限、編集可能情報の権限

等）であった。本研究では、暫定的にシステム

管理者は、分担研究者が担当することとした。 
 
２）階層②（各事業場（企業））における役割・

権限の検討 
 各事業場（企業）の管理者に必要な役割、権

限について検討した。また、事業場（企業）毎

で、労働者、上司、産業保健スタッフ間での情

報共有の範囲について、各事業場（企業）のシ

ステム管理担当者が、一定のカスタマイズがで

きるように、検討した。その結果、各労働者の

アカウント管理（発行・停止等）、上司、産業保

健スタッフのアカウント管理（発行・停止・権

限管理）、各役割（各労働者、上司、産業保健ス

タッフ）の権限管理、閲覧可能範囲、コメント

機能などの権限管理、が必要であった。情報の

閲覧可能範囲などについては、安全衛生員会等

で議論をしてもらうことを考慮した。 
 
３）階層③（労働者・上司・産業保健スタッフ）

における役割・権限の検討 
 階層③（労働者・上司・産業保健スタッフレ

ベル）において必要な役割、権限、機能につい

て検討を行った。まずは、各労働者のアカウン
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トを作成した上で、フォローアップする労働者

ごとに上司・産業保健スタッフのみのクローズ

ドコミュニケーションが行えること、「労働者」

のアカウントを付与された人は、「労働者」の機

能を利用できること、「上司」のアカウントを付

与された人は、「上司」の機能を利用できること、

「産業保健スタッフ」のアカウントを付与され

た人は、「産業保健スタッフ」の機能を利用でき

ること、という枠組みが必要であった。 
 
２－５．システムで取り扱う情報の検討 
それぞれの役割でのどのような情報が必要か

について検討を行った。その結果、必要な情報、

機能をリストアップし、役割別に情報を整理し

た（図２）。 
■復職面談の時の復職プラン（①勤務時間 ②

職務内容 ③通院日）を作成する（復職プラン

は上司が作成をして、その内容を本人が承認を

する）。 

■産業保健スタッフによる復職プランのチェッ

クや、本人、上司に対して復職に関連アドバイ

スが行える。 

■本人の体調の把握と、体調不良の早期発見を

目的として、出社時間の登録、退社時間の登録、

１日の振り返りの入力（フリーテキスト）が行

える。 

■本人のコメントに対して、上司や産業保健ス

タッフからコメントができる。 

■本人による業務遂行能力の自己評価が行える。 

■上司による本人の業務遂行能力の評価が行え

る。 

■産業保健スタッフによる、定期面談後の共有

事項（面談で決まったこと（就業制限など）、話

した内容、次回面談日、同席者）の入力が行え

る。 

■定期面談を行うなどの経過観察中の本人、上

司、産業保健スタッフ間の、クローズな形での

コメント交換を行える。 

 

 
図２：システム上の役割 
 
２－６．各階層のシステム画面の検討 
 各階層で、一覧性にどのような情報が必要か

検討した。各階層で必要と考えた情報、機能の

詳細については表１－１必要機能一覧（階層①

②）、表１－２必要機能一覧（階層③）に列挙し

た。 
 
１）システム管理者用画面（図３） 
 システム管理者用向けの必要情報と画面につ

いて検討を行った。システム管理者用専用画面

では、企業名、利用期間、ステータスについて

確認できるようにした。 

 
図３：システム管理者専用画面のイメージ 
 
２）各事業場（企業）管理者用画面（図４） 
 各事業場（企業）管理者用向けの必要情報と

画面について検討を行った。各事業場（企業）

管理者用向けの画面では、社員名、利用期間、

最終面談日、次回面談日、就業制限、最新の評
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価、過去１ヶ月間/１年間の勤怠の状況、次回通
院日、体調が一覧できるようにした。 

 
図４：各事業場（企業）の管理者用画面のイメ

ージ 
 
３）各利用者（労働者・上司・産業保健スタッ

フ）用画面 
３－１）労働者アカウントの管理画面（図５） 
 労働者用画面のインターフェースについて検

討した。その結果、必要な情報については表１

－２に記載した。 

 
図５：労働者用画面のイメージ 
 
３－２）上司アカウントの管理画面（図６） 
 労働者用画面のインターフェースについて検

討した。その結果、必要な情報については表１

－２に記載した。 

 
 

 
 
図６：上司アカウントのイメージ（上の画面か

ら下の画面へ遷移する） 
 
３－３）産業保健スタッフアカウントの管理画

面（図７） 
 産業保健スタッフ用画面のインターフェース

について検討した。その結果、必要な情報につ

いては表１－２に記載した。 

 
 

 
図７：産業医アカウントのイメージ（上の画面

から下の画面へ遷移する） 
 
D. 考察 
１．文献レビュー 
 メンタルヘルス不調労働者の職場復帰を進め

る上で重要な役割をするのは本人、上司、産業

保健スタッフであった。また、３者の情報交換

の有用性は確認できた。ただし、３者の連携を、

ICTを使って行っている研究は確認できなかっ
た。ICTの活用により、本人、上司、産業保健
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スタッフの連携を効率的に進めることができる

かもしれない。また、ICTの活用は、本人の職
場復帰の際の負担を軽減しすることができるか

もしれない。このように、メンタルヘルス不調

者が職場復帰をする際の情報交換の手段として、

ICTを活用することは、職場復帰後のメンタル
ヘルス不調労働者の再発予防に資する可能性が

あると考えられた。 
 
２．システム開発に必要な情報や課題の検討 
 メンタルヘルス不調から復職した労働者、上

司、産業保健スタッフ間での情報のやりとりは

多岐にわたる。また、情報の種類によって、そ

れぞれでコミュニケーションをとる頻度（毎日、

毎週、毎月等）についても検討が必要である。

どのような情報が必要かについての優先順位付

けや、情報共有の頻度については、今後、メン

タルヘルスの専門家、産業保健スタッフ、上司、

メンタルヘルス不調を経験した労働者との情報

交換を元に検討していく必要があると考えられ

た。 
 
 以上の２つの研究から、職場復帰後のメンタ

ルヘルス不調労働者の再発予防のための産業保

健スタッフ・上司・本人が情報交換するシステ

ムの開発に関する情報が収集された。平成 27年
度の研究では、これらをもとに産業保健スタッ

フ及び精神科医等の意見を聞き、情報交換シス

テムの運用手順、掲載情報範囲等を決定し、利

用可能な商用プラットフォームでシステムのひ

な形を開発することが可能になった。 
 
E. 結論 
 文献レビューと、ICT専門家との意見交換を
通じたシステム開発に必要な情報や課題の検討

から、職場復帰後のメンタルヘルス不調労働者

の再発予防のための本人、上司、産業保健スタ

ッフが情報交換するシステムの開発に関する情

報が収集、整理された。 
 今後は、得られた情報をもとにシステムのひ

な形を開発し、具体的なイメージをもとに産業

保健スタッフ及びメンタルヘルスの専門家等か

らの意見を聴取し、情報交換システムの運用手

順、掲載情報範囲等を決定する予定である。 
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１
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必
要
機
能
一
覧
（
階
層
①
②
）

 

 
 

 

機
能

（
大

項
目

）
機

能
（
小

項
目

）
詳

細

ロ
グ

イ
ン

シ
ス

テ
ム

管
理

者
用

ID
/
P
W

で
ロ

グ
イ

ン
す

る

利
用

企
業

の
ア

カ
ウ

ン
ト

 新
規

作
成

企
業

名
、

担
当

者
名

、
担

当
者

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
、

稼
働

ス
テ

ー
タ

ス
（
稼

働
中

・
停

止
中

）
、

人
事

ア
カ

ウ
ン

ト
の

権
限

、
ID

、
P
W

、
利

用
期

間
、

1
年

の
起

算
日

（
4
月

1
日

か
1月

1日
か

）
の

情
報

を
登

録
す

る
。

利
用

企
業

の
ア

カ
ウ

ン
ト

 更
新

登
録

情
報

を
変

更
す

る
。

※
停

止
は

稼
働

ス
テ

ー
タ

ス
の

更
新

に
あ

た
る

。
利

用
企

業
の

ア
カ

ウ
ン

ト
 削

除
ア

カ
ウ

ン
ト

そ
の

も
の

を
削

除
す

る
。

利
用

企
業

の
管

理
者

ア
カ

ウ
ン

ト
の

権
限

管
理

※
利

用
企

業
の

管
理

者
＝

人
事

部
と

い
う

想
定

の
も

と
、

人
事

ア
カ

ウ
ン

ト
の

権
限

管
理

を
同

じ
人

事
が

で
き

て
は

お
か

し
い

た
め

、
階

層
①

に
て

設
定

す
る

。

ロ
グ

イ
ン

各
企

業
の

管
理

者
用

ID
/
P
W

で
ロ

グ
イ

ン
す

る

労
働

者
ア

カ
ウ

ン
ト

 新
規

作
成

ニ
ッ

ク
ネ

ー
ム

（
も

し
く
は

氏
名

）、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
ス

テ
ー

タ
ス

（
フ

ォ
ロ

ー
中

・フ
ォ

ロ
ー

終
了

）
、

復
職

開
始

日
、

休
職

期
間

、
ID

、
P
W

の
情

報
を

登
録

す
る

。
労

働
者

ア
カ

ウ
ン

ト
 更

新
登

録
情

報
を

変
更

す
る

。
労

働
者

ア
カ

ウ
ン

ト
 削

除
ア

カ
ウ

ン
ト

そ
の

も
の

を
削

除
す

る
。

労
働

者
ア

カ
ウ

ン
ト

の
権

限
管

理
出

社
時

間
や

退
社

時
間

の
編

集
権

限
の

有
無

を
設

定
す

る
。

労
働

者
ア

カ
ウ

ン
ト

一
覧

の
表

示
登

録
内

容
に

加
え

て
、

「
次

回
面

談
日

」
「
最

終
面

談
日

」
「
就

業
制

限
の

内
容

」
「
最

新
の

評
価

（
上

司
の

評
価

）」
「
最

新
の

調
査

票
6項

目
」
「
過

去
1ヵ

月
の

勤
怠

状
況

（
閲

覧
日

か
ら

起
算

し
て

1
ヵ

月
の

遅
刻

・
早

退
・欠

勤
）」

「
1年

間
の

累
積

の
勤

怠
状

況
（
遅

刻
・早

退
・
欠

勤
）」

「
現

状
（青

・黄
・赤

）」
を

表
示

す
る

。

上
司

ア
カ

ウ
ン

ト
 新

規
作

成
ニ

ッ
ク

ネ
ー

ム
（
も

し
く
は

氏
名

）、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
ID

、
P
W

の
情

報
を

登
録

す
る

。
上

司
ア

カ
ウ

ン
ト

 更
新

登
録

情
報

を
変

更
す

る
。

上
司

ア
カ

ウ
ン

ト
 削

除
ア

カ
ウ

ン
ト

そ
の

も
の

を
削

除
す

る
。

上
司

ア
カ

ウ
ン

ト
と

労
働

者
の

関
連

付
け

上
司

が
担

当
す

る
労

働
者

ア
カ

ウ
ン

ト
を

設
定

す
る

。
上

司
ア

カ
ウ

ン
ト

の
権

限
管

理
コ

メ
ン

ト
権

限
の

有
無

を
設

定
す

る
。

デ
フ

ォ
ル

ト
は

有
。

上
司

ア
カ

ウ
ン

ト
一

覧
の

表
示

産
業

医
ア

カ
ウ

ン
ト

 新
規

作
成

ニ
ッ

ク
ネ

ー
ム

（
も

し
く
は

氏
名

）、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
ID

、
P
W

の
情

報
を

登
録

す
る

。
※

産
業

医
ア

カ
ウ

ン
ト

は
１

つ
の

み
し

か
作

成
で

き
な

い
。

産
業

医
ア

カ
ウ

ン
ト

 更
新

登
録

情
報

を
変

更
す

る
。

産
業

医
ア

カ
ウ

ン
ト

 削
除

ア
カ

ウ
ン

ト
そ

の
も

の
を

削
除

す
る

。
産

業
医

ア
カ

ウ
ン

ト
の

権
限

管
理

コ
メ

ン
ト

権
限

の
有

無
を

設
定

す
る

。
デ

フ
ォ

ル
ト

は
有

。
産

業
医

ア
カ

ウ
ン

ト
の

表
示

（1
つ

の
み

）
ニ

ッ
ク

ネ
ー

ム
（
も

し
kは

氏
名

）の
表

示
の

み

人
事

ア
カ

ウ
ン

ト
 新

規
作

成
ニ

ッ
ク

ネ
ー

ム
（
も

し
く
は

氏
名

）、
メ

ー
ル

ア
ド

レ
ス

、
ID

、
P
W

の
情

報
を

登
録

す
る

。
※

人
事

ア
カ

ウ
ン

ト
を

入
れ

る
場

合
は

、
階

層
①

で
権

限
設

定
さ

れ
る

。
人

事
ア

カ
ウ

ン
ト

 更
新

登
録

情
報

を
変

更
す

る
。

人
事

ア
カ

ウ
ン

ト
 削

除
ア

カ
ウ

ン
ト

そ
の

も
の

を
削

除
す

る
。

人
事

ア
カ

ウ
ン

ト
表

示
（
1
つ

の
み

）
ニ

ッ
ク

ネ
ー

ム
（
も

し
kは

氏
名

）の
表

示
の

み

シ
ス

テ
ム

管
理

者
用

画
面

（
階

層
①

）

各
利

用
企

業
の

管
理

者
画

面
（
階

層
②

）
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必
要
機
能
一
覧
（
階
層
③
）

 

 

機
能
（
大
項
目
）

機
能
（
小
項
目
）

詳
細

ロ
グ
イ
ン

各
労
働
者
用
ID
/
P
W
で
ロ
グ
イ
ン
す
る

出
社
時
間
の
登
録
機
能

ボ
タ
ン
を
1
ク
リ
ッ
ク
で
シ
ス
テ
ム
時
刻
（
ク
リ
ッ
ク
し
た
時
刻
）
が
打
刻
。
デ
フ
ォ
ル
ト
は
編
集
不
可
。

退
社
時
間
の
登
録
機
能

ボ
タ
ン
を
1
ク
リ
ッ
ク
で
シ
ス
テ
ム
時
刻
（
ク
リ
ッ
ク
し
た
時
刻
）
が
打
刻
。
デ
フ
ォ
ル
ト
は
編
集
不
可
。

通
院
完
了
の
登
録
機
能

通
院
し
た
こ
と
を
入
力
す
る
。
こ
の
入
力
を
し
な
い
と
、
通
院
し
て
い
な
い
と
し
て
ア
ラ
ー
ト
が
あ
が
る
。

調
査
票
入
力
機
能

6
項
目
程
度
の
ア
ン
ケ
ー
ト
。
企
業
ご
と
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
可
能
だ
が
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
版
は
固
定
で
も
よ
い
。

1
日
の
振
り
返
り
入
力

フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
で
入
力
。
8
0
0
文
字
上
限
。
コ
メ
ン
ト
入
力
も
可
能
。

業
務
遂
行
能
力
の
自
己
評
価
入
力
機
能

企
業
ご
と
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
可
能
だ
が
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
版
は
固
定
で
も
よ
い
。

復
帰
プ
ラ
ン
の
承
認
機
能

上
司
が
入
力
し
た
復
帰
プ
ラ
ン
を
承
認
す
る
。

産
業
医
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能

上
司
閲
覧
不
可
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
産
業
医
に
相
談
で
き
る
。

デ
ー
タ
出
力
機
能

1
週
間
分
の
内
容
を
印
刷
で
き
る
。
出
退
勤
、
振
り
返
り
、
調
査
票
結
果
を
出
力
。

ア
ラ
ー
ト
表
示

以
下
に
つ
い
て
、
自
分
に
あ
が
っ
て
い
る
ア
ラ
ー
ト
を
表
示
す
る
。

・
自
分
宛
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
場
合

・
自
分
宛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
場
合

・
計
画
し
て
い
た
出
勤
日
の
1
日
後
ま
で
に
予
定
し
て
い
た
出
退
勤
入
力
が
な
い
場
合

・
計
画
し
て
い
た
通
院
日
の
2
日
後
ま
で
に
予
定
し
て
い
た
通
院
完
了
入
力
が
な
い
場
合

ロ
グ
イ
ン

各
上
司
用
ID
/
P
W
で
ロ
グ
イ
ン
す
る

労
働
者
リ
ス
ト

各
企
業
の
管
理
者
画
面
で
表
示
さ
れ
る
労
働
者
ア
カ
ウ
ン
ト
一
覧
と
同
じ
表
示

復
職
プ
ラ
ン
入
力
機
能

①
勤
務
時
間
の
カ
レ
ン
ダ
ー
登
録
　
②
職
務
内
容
　
③
就
業
制
限
の
内
容
（
①
②
の
内
容
を
テ
キ
ス
ト
で
ま
と
め

る
）
　
④
通
院
日
の
カ
レ
ン
ダ
ー
登
録
を
行
う
。

復
職
プ
ラ
ン
更
新
機
能

復
帰
プ
ラ
ン
の
変
更
等
が
で
き
る
。

振
り
返
り
へ
の
コ
メ
ン
ト
機
能

フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
で
入
力
。
権
限
有
り
の
場
合
の
み
。

労
働
者
の
現
状
入
力

青
・
黄
・
赤
で
現
在
の
労
働
者
の
状
況
を
入
力
す
る
。

業
務
遂
行
能
力
の
上
司
評
価
入
力
機
能

企
業
ご
と
に
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
可
能
だ
が
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
版
は
固
定
で
も
よ
い
。

産
業
医
へ
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能

労
働
者
閲
覧
不
可
で
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
産
業
医
に
相
談
で
き
る
。

デ
ー
タ
出
力
機
能

1
週
間
分
の
内
容
を
印
刷
で
き
る
。
出
退
勤
、
振
り
返
り
、
調
査
票
結
果
を
出
力
。

ア
ラ
ー
ト
表
示

以
下
に
つ
い
て
、
自
分
に
あ
が
っ
て
い
る
ア
ラ
ー
ト
を
表
示
す
る
。

・
自
分
宛
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
場
合

・
自
分
宛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
場
合

・
担
当
の
「
労
働
者
」
が
計
画
し
て
い
た
出
勤
日
の
1
日
後
ま
で
に
予
定
し
て
い
た
出
退
勤
入
力
が
な
い
場
合

・
担
当
の
「
労
働
者
」
が
計
画
し
て
い
た
通
院
日
の
2
日
後
ま
で
に
予
定
し
て
い
た
通
院
完
了
入
力
が
な
い
場
合

・
「
調
査
票
」
の
入
力
で
、
あ
る
ポ
イ
ン
ト
に
達
し
た
場
合

・
面
談
後
の
共
有
事
項
登
録
で
「
次
回
面
談
日
」
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合

ロ
グ
イ
ン

産
業
医
用
ID
/
P
W
で
ロ
グ
イ
ン
す
る

労
働
者
リ
ス
ト

各
企
業
の
管
理
者
画
面
で
表
示
さ
れ
る
労
働
者
ア
カ
ウ
ン
ト
一
覧
と
同
じ
表
示
＋
上
司
名
の
表
示

振
り
返
り
へ
の
コ
メ
ン
ト
機
能

フ
リ
ー
テ
キ
ス
ト
で
入
力
。
権
限
有
り
の
場
合
の
み
。

定
期
面
談
後
の
共
有
事
項
入
力
機
能

①
決
ま
っ
た
こ
と
　
②
話
し
た
内
容
　
③
次
回
面
談
日
・
同
席
者
を
入
力
す
る
。

メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能

労
働
者
お
よ
び
上
司
と
個
別
で
ダ
イ
レ
ク
ト
に
や
り
と
り
で
き
る
。

デ
ー
タ
出
力
機
能

1
週
間
分
の
内
容
を
印
刷
で
き
る
。
出
退
勤
、
振
り
返
り
、
調
査
票
結
果
を
出
力
。

ア
ラ
ー
ト
表
示

以
下
に
つ
い
て
、
自
分
に
あ
が
っ
て
い
る
ア
ラ
ー
ト
を
表
示
す
る
。

・
自
分
宛
の
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
場
合

・
自
分
宛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
場
合

・
担
当
の
「
労
働
者
」
が
計
画
し
て
い
た
出
勤
日
の
1
日
後
ま
で
に
予
定
し
て
い
た
出
退
勤
入
力
が
な
い
場
合

・
担
当
の
「
労
働
者
」
が
計
画
し
て
い
た
通
院
日
の
2
日
後
ま
で
に
予
定
し
て
い
た
通
院
完
了
入
力
が
な
い
場
合

・
「
調
査
票
」
の
入
力
で
、
あ
る
ポ
イ
ン
ト
に
達
し
た
場
合

・
面
談
後
の
共
有
事
項
登
録
で
「
次
回
面
談
日
」
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合

労
働
者
ア
カ
ウ
ン
ト
の
管
理
画
面

（
階
層
③
）

上
司
ア
カ
ウ
ン
ト
の
管
理
画
面

（
階
層
③
）

産
業
医
ア
カ
ウ
ン
ト
の
管
理
画
面

（
階
層
③
）
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序章

労働との関係における心の問題は様々な様相を呈している。多くの心理的問題は解決可能

であり、また多くの障害（症状）は自己制限的で、機能の回復や充分な介入によって解消

し得るものである。しかし、症状レベルの回復と機能レベルの回復との間では必ずしも相

関関係にはない。症状に重点を置いた介入で、直ちに機能が回復するわけではない。機能

の回復条件としては、職場での状況が把握でき、コントロールする能力を再び身に付ける

ことである。心の問題を抱える多くの労働者らは、問題を解決して、明るい未来への展望

を持つだけの充分なモチベーションと問題解決能力を持っている。労働者あるいは彼（女）

らを取り巻く環境のいずれかが問題解決に失敗した場合、もしくは双方の関係をうまく構

築できなかった場合、心理的問題は複雑化し、長引く可能性も出てくる。

概念の定義

今回の改訂版ガイドラインにおいてもコントロールの喪失はほぼすべての心理的問題の最

も重要な側面であるとして、この問題を出発点としている。労働者は自分の機能をコント

ロールする能力を失っているため、再度それを見出さなければならないのである。それは

彼（女）らを取り巻く周囲の環境にとっても同じことである。周囲の人も同僚の欠勤など、

新たに起きた問題に困惑している。その上、上司は心理的問題を抱えている従業員を支援

する責任がある。これらの回復プロセスを成功させるには職場と労働者とが直接向き合う

ことが不可欠である。そして労働者と事業場相互の関係の改善をより迅速に行うことが、

効果的な回復プロセスにつながるのである。よって、産業医は労働者と職場の双方を支援

し、また双方の関係に目を向ける必要がある。そして労働者のより速やかな職場復帰を目

指すことが重要になってくる。産業医は、このような取り組みを原則として主治医と調整

しながら行うことが望ましい。

ガイドラインの目的

このガイドラインの目的は、産業医がより最適な方法で、心の問題を抱える労働者と彼（女）

らを取り巻く事業場に機能を回復させ、その維持に向けた支援ができるようにするもので

ある。対象となるのは、ストレス関連障害、軽度もしくは中程度の抑うつ状態、不安障害

その他精神障害によってコントロール喪失（切迫した）状態にある労働者、あるいは機能

障害に陥った労働者である。この社会医療支援ガイドラインは、集団予防、医療保険の査

定、業務上疾病に関する診断 については，対象としない。

                                                   
1 業務上の「心理的」疾病の兆候もしくは申し出はこのガイドラインの範疇である。そしてそれに基づく
診断は必然的に産業医の職務とするが、このガイドラインではその点に関しては言及しない。これらの内
容はオランダ職業病センター（NCvB）のガイドラインを参照：www.beroepsziekten.nl 
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今回の改訂版は 年度版ガイドラインで使われていた心の「症状」から心の「問題」に

変更した。その意図は今回のガイドラインでは症状そのものに焦点を当てるのではなく、

症状に対する解決策を見出す方向に重点を置きたいからである。もっとも産業医は当然な

がら労働者の症状の方に目を向けている。障害や症状に重点を置いた面接では、必然的に

何らかの障害がある労働者のみに産業医の関心が集中する。そして、その後の回復プロセ

スは労働者自身の責任にされがちである。まして、実際の労働者を取り巻く環境へのアプ

ローチなどは軽視されるだろう。

このガイドラインでは産業医に対してできる限り最小限の行動に留め、必要に応じてのみ

支援することを促している。産業医は労働者の回復プロセスを継続的に評価するだけでな

く、労働者を取り巻く環境の役割も併せて評価しなければならない。双方の関係が建設的

に構築されていれば、産業医はその後の回復プロセスに関して両者に説明するだけで十分

であり、双方の関係がうまく行くものとある程度断定することができる。

しかし、回復プロセスの期間中はいずれの段階においても停滞する可能性があるので、モ

ニタリングを続けることは必要である。少しでも回復プロセスに停滞が生じた場合は、産

業医は速やかにそして的確に対処しなければならない。この場合、産業医自身が介入して

も良いし、あるいは専門医を紹介しても良い。産業医自身が介入する場合は、主に労働者

と事業場との関係性に焦点を当てる。また、その相互関係の最適化を図るには、労働者と

同様に職場の周囲の人たちにも支援が必要である。職場側の人たちに対する支援としては、

彼（女）らが負うことになる、心理的問題を持つ労働者への援助的役割に関して、あるい

はその労働者が障害を患っている期間中もしくはその回復プロセスの過程で生じる仕事の

効率低下への対応などが挙げられる。産業医の対応としては労働者自身と（職場）環境が

持つ潜在的な問題解決能力を強化し、各々が自己責任を果たせるように支援することであ

る。この際、産業医はフェージング（段階的アプローチ）対応をとり、その段階に伴う問

題解決プロセスのタスクを労働者と（職場）環境に課す。（表 を参照）

各プロセスにおける評価では常に現在の対策を継続すべきか、あるいは前段階のプロセス

に戻ってやり直すべきかを判断する。このガイドラインでは各段階の要約とプログラムを

掲載している。書き込み式チェックリストやその他の実践的な資料を、日常的に行う作業

をより速く簡単に行えるよう付録として添付している。

ガイドラインの構成

つのステップで構成されている各章は、労働者と雇用者からの質問に答える形式になって

いる。第一章では問題の方向性と診断について取り上げている。ここでの質問は、いった

い何が起きているのか？そしてそれを我々は何と名付けるのか？である。第二章では我々

のなすべきことは何か？という問題を扱っている。つまり、介入の導入である。続いて第
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三章では再発防止に関する記述があり、再発を防ぐためにはどうすれば良いのか？という

問いに回答する形式をとっている。最後に第四章では、介入効果の判定となっている。効

果はあったのか？という第四章での問いは、評価をもとに回答され、支援の終了となる。

付録にはこのガイドラインに沿った支援を行うために必要かつ具体的な補助資料が添付さ

れている。

ガイドラインの基となった背景資料を参照することで、科学的根拠をより詳しく知ること

ができ、ガイドラインで紹介されている内容が確かなものであることが分かるだろう。こ

の背景資料はホームページから参照できる：

初版ガイドラインと一致する点と異なる点

一致する点

既に初版のガイドラインで功を奏したため、中核となる多くの要素はそのままとし、さら

に掘り下げた形で残している。

- 心の問題の最も重要な部分はコントロールの喪失であるというコンセプトに基づき、回

復プロセスの大部分はこのコントロールの回復にあるということ。

- コントロールの回復は問題解決プロセスを経た結果得られる。

- コントロールの回復プロセスは相互関係的プロセスでもあり、事業場との直接的な関わ

り抜きでは解決できない。個人的な問題としてではなく、周囲との関わりの中で問題を

提示し解決するのが最良の方法である。（水の中でしか泳ぎは覚えられない、つまり現

場に出ろ、という言い回しが良い例である）

- 潜在的な問題解決能力を引き出すことに向けられた自己活性化的支援。

- 控えめに表記された診断。特に問題と思われる症状が支援対象と関連がある場合。

改定された点

年度版ガイドラインと比べて、次の点が異なる。

- 回復プロセスと支援に関してよりプロセスベースの性質を強調している点。コンティン

ジェンシー・プロセスは時間のコンティンジェンシーと並んで重要な位置を占める。

- 職場環境に対してより強く責任感を求めている点と職場環境に向けた支援を強化して

いる点。

- フェージング・モデルがフェージングタスクモデルに拡張されたこと。

- うつ病と不安障害により焦点を当てている点

- ガイドラインにおける段階ごとの論証の根拠がより体系的に表記されている。（背景資

料を参照）

- 初版では実践に基づいて取り上げられていたいくつかの事柄が、今回では科学的根拠に

基づいて掲載されている。

- 現段階ではまだ科学的に立証されていないいくつかの事柄に関して、より進歩的な実践

－90－



9 
 

の見地から変更を加えている。

今回のガイドラインの改定経緯と今後の改定予定

今回の改定では、関係者によるグループから 名のメンバー（内容面と手続面のプロジ

ェクト・リーダーを含む）を選んで、プロジェクト・チームを立ち上げた。 名のチー

ムメンバーのうち 名が産業医であり、さらにそのうちの 名が実践経験を有している。

プロジェクト・チームは全員出席の会議を 回に及んで開き、それ以外にも一部のメン

バーによる会議も開かれた。

知識面での進歩や社会的変化に伴って、このガイドラインの見直しを ～ 年後までの間

に行うことをプロジェクト・チームは提言している。

ガイドラインに基づいて面談するための条件と必要な知識及び技能

このガイドラインでは、ガイドラインの内容を実行するのはある一定の適性を兼ね備え

た産業医（態度、知識、スキル）を想定している一方で、顧客組織、あるいは産業医の

雇用者（労働安全衛生サービス業者）からの前提条件を踏まえて作成されている。

- 産業医に求められるのは面接の態度とスキルである。心の問題を抱える労働者と信頼関

係を築くには不可欠の要素である。

- 支援に際して産業医が身につけるべき基本的な技能以外にも、数日間のトレーニングを

要するいくつかの技能が必要である。これらを習得するのは産業医の責務である。

- 良い雇用者は、産業医に求められている必要なスキルを機会があるごとに習得させ、習

得したスキルを職場で活かすべきである。

- このガイドラインが心の問題の回復と再発防止において想定しているのは、労働者とそ

の同僚もしくは上司の行動の変化である。産業医は彼（女）らの行動のどこに問題があ

るのかを明らかにし、必要であれば介入する。この過程では十分に時間をかけてフォロ

ーしなければならない。

- ガイドラインに記載されている内容を充分に実行に移すには、下記の前提条件を満たし

ていなければならない。

・ 産業医は早い段階（労働者が欠勤したという通知を受けてから約 週間以内）で最

初のアセスメントを行い、支援を開始しなければならない。場合によっては産業医

でなくとも充分な資格がある者で、（上司など）職場にいる人間がこのタスクを引

き受けても良い。

・ 一回の面談は少なくとも 分は行う。

・ 継続的に相談を行う場合は平均して三週間に一回は行う。

・ 職場の人間上司と平均して月に一回は面談をする。

・ 情報が必要な場合、支援の調整が必要な場合、また、参考にしたい事柄が生じた場

－91－



10 
 

合は主治医もしくはその他の医療従事者とコンタクトをとる。

・ このガイドラインに記載されているステップごとの産業医による記入事項が一目

で分かるような書類を作成する。

表１．産業医が行うコントロール喪失から機能回復へのプロセス別対応方法

プロセスの

段階

回復タスク 介入 日程 停滞期

．危機的段階

コントロール喪

失状態にある

－理解と観察

－受け入れ

－休養と気分転換

－組み立て

－指導（口頭と文

書による）

－論理的根拠

－コミュニケーシ

ョン指導

－総体的視点を与

える

－前向きなイメー

ジをする。

－心配の原因と向

き合う

－日中の過ごし方

－睡眠のとり方

およそ三週間

を目途に切り

上げる。

目的に到達で

きていない場

合は

停滞期を参照

出発点の見直し：

－問題の方向性

を広げるか？

－診断を変更す

るか？

－介入を調整す

るか？

－経過を見る

再度同じプロ

セスを日程通

りに繰り返す

（プロセスに

応じたタスク

も含めて）

問題の特定と解

決の段階

原因を特定する

問題の方向性から

解決策の方向性を

探る。

－問題解決の方向

性を検討する

－問題点と解決策

の現状調査

－記録を書き留め

る課題を与える

第一段階終了

後、 － 週間

で切り上げ

る。

目的に到達で

きていない場

合は

停滞期を参照

．適用段階

解決策の適用

適用の指導

－すべての役割と

職務を再検討す

る

－機能の回復

－大まかな計画を

立てる

－今後の見通しを

立てる

－復帰を目指す

第二段階終了

後、形式的に

週間で切り

上げる。

目的に到達で

きていない場

合は

停滞期を参照
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  問題の方向性と診断

 心理的問題を抱えている労働者は、このガイドラインが意図する支援に適合して

いるか？

  実践ではこの問いに対する答えは対応プロセスより前に得られない場合がほとん

どであるが、対応プロセスの一部として念頭に置きたい。

 あらかじめ、労働者がこのガイドラインに沿った支援を受けるべきかどうかを見

極める必要がある。

必要としない－すべての訴えが下記のような場合

- 急激な感情の表出、たとえば怒りなど：他の対策をとる

- 身体症状：他の医療機関を紹介

必要とする 労働者が（切迫した）コントロール喪失状態にある場合や下記に挙げる

ような精神機能に問題が見られた場合（より詳しい情報は添付資料の を参照）

- ストレス関連症状（神経症、ストレス関連障害、慢性ストレス障害）

- 抑うつ状態（軽度から中程度）

- 不安障害（軽度から中程度）

- その他精神障害

また、支援を受けるためには下記に挙げる労働者の同意が必要である。

- 心理的問題があること（心理的問題に関する診断を受けることに抵抗がないこと）。

- 診断と介入を受入れるだけの充分な信頼関係が構築されていること。

上記に記載した労働者の同意がない場合は、

- 支援プロセスに入る前に労働者との関係を築くこと、（もしくは）支援を受け入れ

る気にさせること。

- 職場における共通の目的を示す。

- 労働者の同僚に支援プロセスを受けるよう示唆してもらえるか相談する。

 診断プロセス：回復過程において停滞が見られるか？

 評価する。

- 労働者と事業場が問題解決コントロール回復のどの段階にあるのかを把握する。

付録の を参照。

- 労働者と事業場は、問題解決コントロール回復の段階にどのぐらいの期間を要す
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るのか。（表 ．日程を参照）

- どの回復タスクまで達成されているのか、あるいはされる予定か。

- 労働者と事業場は、順調に問題解決 コントロール回復プロセスを経ているか、停

滞は見られないかを確認する。

停滞は見られない（正常な経過）

 セルフケアや非正規のケアに重点をおいて、協力的ではあるが最小限の支援を続

ける。

 診断や介入を過剰にしない。

 今後のプロセスで停滞が起こり得る可能性があるので、引き続き回復プロセスの

モニタリングを続ける。

停滞期

 次に挙げるどの側面が停滞をもたらしたかを検証する。

- 原因、誘発、持続性要因（項目 を参照）

- 多元的診断診断 （項目 を参照）

- 合併症の可能性（項目 を参照）

 問題の診断：何が問題の原因なのか、問題を持続させているのは何か？

 この問題の診断から労働者と事業場の実態像、特に彼（女）らの目的や期待を明

確に把握することが必要である。

 以下について目録を作る（正常な回復プロセスでは概要を、回復に停滞が見られ

る場合はより詳細なものを作成）。労働者と事業場からそれぞれ話を聞く。

- 人間関係から職務に関するまであらゆる訴え

- 機能の限界について

- 原因、誘発、持続性要因とこれらの要因が関係する生活範囲（環境システム－職場

環境、プライベート環境、ケア環境）について

- 労働者の問題解決能力（負担困難を克服する能力）

- 上司の問題解決能力

- 労働者と事業場の相互関係が問題解決の助けになっているのか、あるいは障害にな

っていないか、その関係性を見極める。

 多元的診断とカテゴリ 診断 

産業医は労働者の心の問題すべての段階において支援している。よって、支援の対

象となるのは様々な訴えを持つ労働者である。中には疾患や就労不能とも呼べないが、

－94－



13 
 

問題や症状のあるものから、心の問題を抱えているため長期にわたって欠勤する労働

者もいる。このように様々な訴えのパターンを解釈するためには産業医はプライマ

リ・ケア同様にセカンダリ・ケアのモデルや手法を適用できなければならない。

多元的モデルは初期段階の診療に大変役に立つ。初期段階では訴えのパターンが漠

然としており、カテゴリ診断をするには問題点が煮詰まっていないケースが多い。多

元的診断の長所は、訴えのパターンの表出が著しい症状（例えば、抑うつ傾向の数値

が高いなど）が最も高いリスクを意味しており、抑うつ状態の進行やコントロールの

回復プロセスの停滞を引き起こしかねないと分かることなどである。

以前から長く存在している問題はその特徴がある程度はっきりしているため、カテ

ゴリ診断でも判断が可能である。

 以下のことからどの程度症状の説明がつくかを判断する。

- ストレスプロセス、つまり労働者と彼（女）を取り巻く環境との相互関係（から生

じる負担、問題、出来事などストレス関連構成要素）

- 労働者個人の生物学的あるいは後天的脆弱性（脆弱性構成要素）

上記の二つの構成要素はほぼすべての診断に関係している。ストレス関連障害はス

トレス関連構成要素の重要な部分を占めているが、他の診断がなされた場合もこの構

成要素が関係していることがある。このガイドラインによる支援も主にこの構成要素

に目を向けられている。

 症状とその程度に関係している次元を特定する。

- 心理的なストレス症状（苦痛）

- 抑うつ

- 不安

- 身体的ストレス症状（身体化）

必要であれば （ 次元症状リスト）を使う（付録 を参照）。

 停滞期には症状の経過を見て症状の次元（重症度）を見定める（抑うつ状態、不

安障害が進行していないか、あるいは症状が身体化していないかなど）。

 問題を以下のカテゴリの１つに分類する。

- ストレス関連の障害：

 神経症

 ストレス関連障害

 慢性ストレス障害（バーンアウトの前段階）
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- 抑うつ

- 不安障害

- その他精神障害

リスクあるいは合併症を伴う可能性はあるのか？ 

 下記に挙げるリスクの可能性がある場合は特に注意が必要であり、補足的対応を

個別に行うことを検討するべきである。

自殺の危険（付録 を参照）

身体化

この場合二通りのパターンが考えられる。

．訴えが身体症状のみで、本人は身体疾患と捉え、その背後にある心理的要因には気

付かず、故にその問題要因を解決しようとしていない場合（狭義で身体化）。

．訴えをストレス症状として認識はしているが、その要因を神経（神経内分泌）の調

節不全と見なし、それに固執するために心理的問題を解決しようとしていない場合。

付録 を参照。

労働環境とのコンフリクトがある場合は重要な病因となり得る。

望まない行為の犠牲になった場合（セクシャルハラスメント、脅迫、暴力、職場のい

じめ）

非合理的認識や頑なな性格の特徴による同じパターンの生活の繰り返しは症状をより

深刻にする。

 どのような仮診断から支援が導入されるのか？

このガイドラインを形成しているプロセス的アプローチの観点において、これは反

復のプロセスである。産業医は常に新しい情報をもとに自分が立てた仮説と照合しな

ければならない。停滞やコントロールの回復が不十分な場合には，まず情報収集に専

念しなければならない。

 前述の項目 から をもとに仮診断を行い、文書を作成する。

- 問題の診断
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- プロセス診断

- 多元的診断とカテゴリ診断

 これをもとに総合的仮診断を以下の注意点と共に文書に作成する。

- 予後

- 支援目標

- 必要に応じて （オランダ産業医学会）に連絡

相談と紹介

特異な症状の診断の場合で医学的な相談もしくは質問がある場合：

 主治医もしくはその他の医療機関に必要な情報を求める。

停滞の原因が私的な環境にある（と思われる）場合：

 主治医に相談するか （オランダ適応障害患者のプライマリ・ケア

協力協定）に加盟している医療機関に相談する。

 主治医と相談して二次的精神医療機関もしくは職場復帰支援センターを紹介する。

- 深刻な抑うつ状態（ のスコアが もしくは で、確実に疾患と判断され

かつ深刻な状況）

- 深刻な回避行動を伴う不安障害（問題となる状況からの逃避だけではない）

- 身体化障害（ のスコアが ％以上）もしくは 精神疾患の場合（付録 を

参照）
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  介入

介入とは労働者とその上司の問題解決能力を引き出し、強化するための支援を行うこと

である。このプロセスではいくつかの役割とタスクを使い分けなければならない。産業医

はこのプロセスを支援する責任があり、それぞれの役割やタスクを充分に果たすことが望

まれる。

詳細は付録 ， ， ， を参照。

 産業医の役割と務めとは？

三つの役割の区別を以下に述べる。

- プロセス支援者としての役割

- 労働者に焦点を当てた介入者としての役割

- 職場システムに焦点を当てた介入者としての役割

 プロセス支援者としての役割は最小限に留める。

 誰が、どのような役割を担い、また務めを果たすべきかを明確にする。

 プロセス支援者としての産業医の務めとは？

プロセス支援者としての産業医の役割は最も重要な支援であり、回復プロセスの進行、

判断の決定、労働者のセルフケアの奨励と必要があれば他のケア・システムも導入しなけ

ればならない。

前提条件

- 産業医は早い段階（欠勤の報告があってから約 週間以内）で最初のアセスメン

トを行なければならない。場合によっては、充分な資格を有する者（例えば労働

者の上司）が代わりにアセスメントを行っても良い。

- 最初の面談時間には少なくとも 分は時間をかける。

- 回目以降の面談時間は ～ 分が適当である。

- 継続的に面談を行う場合は平均して 週間に 回が適当である

- 事業場上司との面談は月に 回行う。

 毎回、面談ごとに危機的段階で失われていたコントロールを取り戻しつつあるかどう

かを判断する。
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順調な経過

 定期的な面談の際にプロセス支援者として以外の行動をとってはならない。

停滞期

 指示と介入（一般的あるいは専門的）を開始し、その効果を見届ける。

 （オランダ産業医学会）発行のガイダンス－「産業医のためのリファレンス」を

参照する。

 必要であれば、紹介委任する。

- 職業専門のソーシャルワーカーにサポートと（もしくは）指導を行う介入を依頼

する。心理士あるいは精神科医を紹介する

- 事業場の補足的分析が必要な場合は、 スペシャリスト（労働と組織に関す

る専門家）、労働衛生士、人間工学の専門家に相談する。

 労働者に焦点を当てた介入とは？ 

この場合、産業医は支援的役割の他、治療的介入を行う。

前提条件

- 回 ～ 分の継続的相談

- 介入効果を評価する目的と今後引き続き介入が必要かを判断するために、継続的

に行う相談を記録する。

 回復プロセスとして簡単な認知行動療法の介入を行って労働者をサポートする。

- 今後のプロセスに関する提示

- ストレス要因の把握

- 生活リズムのバランスを整える

- 合理的思考を身につける

- 前向きなイメージを持つ

- 将来の展望を描く

付録 を参照

 必要であれば、職場に復帰する労働者に対して具体的な問題解決方法をアドバイスす

る。

 停滞期の労働者への介入（対応）には問題解決のために実際に起こせる行動（心配事

を書き出す、問題と解決法の目録を作る）を計画する。

 必要であれば、労働者に他の専門機関の支援を求めるよう促す。
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 事業場に焦点を当てた（指導員アドバイザーとしての）介入とは？

前提条件

- 事業場とコンタクトをとる。介入の効果を評価するため、また介入の継続を判断

するために記録を残す。

 実際に問題解決に向けた行動をとる際に事業場を構造的に支援する介入を計画する。

 労働者と関係のある事業場に求められる三つの課題についての説明と講習を行う。

- コントロール喪失後の問題解決プロセスを体験する

- 職場復帰プロセスにある労働者を支える

- 他の労働者に対しても予防活動を検討する

 事業場の人たちが上記の課題の問題解決に向けた具体的なアドバイスをする。

 社会医療相談所（ ）において産業医が労働者の上司と二人で話

をする機会があれば、どのような態度で労働者を支援すべきか（見本となる態度）を

明確に示す。

 事業場の管理のためにトレーニングもしくは講習を受けることをアドバイスする。

 個々のケースに基づいて、（職場、労働、会社生活への適応における） 第一次、第二

次予防に関するアドバイスを （リスクの一覧と評価機関）と （予防に関す

る医療調査会）の資料も参考にしながら行う。

 ストレス関連以外の心の問題の対処法は？

自己活性化を促す介入では、特にストレス関連の構成要素、つまり職場環境における

労働者の負担、問題、出来事との相互関係に目を向けられている。そして抑うつ状態、

不安障害、その他の心理的問題の場合もまたストレス関連の構成要素は重要な役割を担

っている。

うつ病のディメンションあるいは不安障害のディメンションが強く表れているストレス

関連障害

 症状パターンをモニターする（ で）。

 毎月 と を用いて診断をし、訴えがうつ病不安障害へと発展しないよ

うにする。

 か月間、症状パターンと症状得点が変わらないかもしくは悪化している場合は主治

医と相談をする。
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うつ病

 主治医と相談をする。

 以前の支援を続けながらもプロセス支援者としての役割を特に注意を払いながら遂

行する。

 症状パターンをモニターする（ で）。

 自殺リスクの可能性を査定する。

 労働者に専門家の治療を受けることをアドバイスする。

 （主治医と相談して）心理士もしくは精神科医を紹介する。

 治療経過をモニターする。

 労働者が治療を受けている医療機関と話し合いをする。

不安障害

うつ病とほぼ同様の対応。

 「接触効果」に従って職場復帰を目指す。

その他の精神障害の症状

 主治医と相談をする。

 以前の支援が可能ならば継続する。

 労働者に専門的治療を受けるようにアドバイスをする。

 （主治医との相談の上）二次的精神医療機関もしくは職場復帰支援施設を紹介する。

 治療経過をモニターする。

 労働者が治療を受けている医療機関と話し合いをする。

合併症が現れた場合はどうするか？

 合併症が現れた場合は特別な介入をする。

自殺のリスク（自殺念慮と自殺への思い）

 主治医の承諾を得て迅速に支援（精神科医）する。

深刻な自殺のリスク（自殺の具体的な計画と準備をしている場合）：

 緊急の危機介入を行う

身体化

 以下の点に注意しながら職業復帰支援センター（ ）内にある身体症状相

談窓口での支援を検討する。
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・患者に障害の認識を促す

・行動計画に余裕を持たせる

・心理的問題との接点を見出す

強い「ホルモン調節異常」：

 不安の根源を見出す

 講習を行う

 行動計画に余裕を持たせる

労働環境とのコンフリクトは最も重要な病因となり得る。

 投薬をやめるように促す（怒りなどが主な症状の場合）

 タイムアウト（いったん一人になって内省すること）の勧め

 対立している者同士が互いにコミュニケーションをとっているかを監視する

望まない行動（セクシャルハラスメント、脅迫、暴力、いじめ）の犠牲者の場合は、

 会社の規定に従って処理をする

 信頼できる人物を身近に置くもしくは紹介する

非合理的信念あるいは頑なな性格特徴のパターンが強く見られる場合

 認知行動療法を受けるようアドバイスをする
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． 予防と再発防止

 構造的問題

  事業場の構成要素が労働者とその職場の人たちにとって問題であり続けることをいか

に回避するか？

第一次予防はこのガイドラインのテーマではない。個人的面談の機会に、職場での

状況、仕事の配分、上司の指導方法、あるいは周囲とのコミュニケーションなどの構

成要素が労働者あるいはその同僚にリスクがあると思われた場合、予防措置をアドバ

イスするのはあくまでも産業医の務めである。

 構成要素にリスクがあると思われる場合は職場と（あるいは）組織の調査機関に相談

することを勧める。

 問題に関与しているのが一人以上の労働者の場合、労働者の調査機関である （リ

スクの一覧と評価機関）あるいは （予防に関する医療調査会）に相談することを

勧める。

 個別的問題

労働者のコントロールの喪失の再発をいかに防ぐか？

 支援を開始して最初の面談から再発防止に向けて問題解決能力を構築するよう指

導する。

 労働者に以前と同じ症状が起きた場合、労働者に介入が必要とあればすぐに対応

できるようにする。

 支援を終了する前に労働者と職場の人間に以下のことを明らかにする。

労働者に向けて

- 初期症状の兆候はどのようなものであったか？

- どのような出来事によって症状が発症したのか、あるいは誘発されたのか？

- ストレスにつながる態度認識はどのようなものであったか？

- 一連の事柄から労働者は何を学んだのか？

- 職場復帰を成功させ、それを維持するにはどのような条件が必要か？

- 前述のような兆候が再び起こった場合、労働者はどのような行動をとるのか？

事業場に向けて

- 原因、誘発、持続の要因がある場合、何らかの対処をとるのか？

- 事業場（同僚、上司）は全体として、あるいは労働者のどのような兆候を認識し
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ているか？

- 労働者に兆候が現れた場合の周囲との関わりについて取り決めがなされている

か？

- 労働者の障害が再発した場合、事業場はどのように対処するか？

- 再発した場合に備えて産業医と連絡先、対処の可否に関する取り決めがなされて

いるか？
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． 評価と支援の終了

 労働者と雇用者の支援プロセスと責任をいかに確保するか？

評価は支援プロセスにおいて継続的な作業である。どのプロセスにおいても大抵、問題

発生、介入、評価の周期が幾度となく巡ってくるものである。そしてその周期の中で、解

決できない問題、新たな問題が明るみに出てくる。その上、回復プロセスは段階を追って

経過する。その各段階においてもプロセス診断と照らし合わせながらの定期的な評価が必

要である。（項目 ）

要約

 支援の最初の面談からプロセス評価を実行する。

 その評価から労働者と事業場の実情をつかむ。

 評価と労働者及び事業場との話し合いの結果、必要であれば前段階のプロセスの中か

ら再度やり直しの工程を選ぶ。

 評価をどの時点で求め、誰と評価の調整をするか？

労働者と

- 最初の三カ月間は 週間に一回評価を行うが、介入効果の評価が必要な場合は期

間を縮める。

- 三か月後には少なくとも 週間に一回の評価を行う。

職場の上司と

- 少なくとも 週間に一回評価する。介入効果の評価が必要な場合は期間を縮める。

主治医あるいはその他の支援者（心理士精神科医）と

- 停滞期もしくは再発時

- 診断の判断がつかない場合

- 二者間での話し合い時にもしくは状況に応じて

労働関連の専門家（労働医学者）

- 構造的な適応計画が必要な場合

- 元の職場での復帰が難しい場合

- この場合、労働者と事業場の実情を提示する

 評価の内容はどのようなものか？ 
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進捗状況に焦点を当てた労働者への評価

 正常良好な経過では従来通りの支援を続ける。その際、正常な経過であっても良好な

経過と言い、労働者の回復へのモチベーションを高めるよう計らう。

 停滞もしくはその他の問題が明るみに出た場合、及びもしくは支援を強化するなど今

までとは異なる介入を考えている場合（労働者もしくは事業場に対して）は主治医と

相談して二次的精神医療機関もしくは職場復帰支援施設の紹介を考慮に入れる。

 その後、回復への課題がまだ残っているのか、あるいは支援を終了しても良いのかな

ど介入がどの程度目標に到達しているかを評価する。

労働環境の管理者による処置（効果）に焦点を当てた雇用者への評価

 プロセスの経過が良好な場合は行うべき対策と行ってはならない行動について詳しい

説明をした上で労働環境の管理者を選出する。

 停滞期にはその事実を周囲に知らせ、環境システム（どのシステム）のどこに問題が

あるのか、どのように対策を変更すべきかを査定する。その後、労働者とその環境シ

ステムに関わる従業員とに面談する。

 どの時点で支援は終了するか？

労働者と事業場の問題解決への糸口は労働状況の中でこそ見出されるので、支援は完

全な職場復帰後も継続的に行われることになる。

 「最適な状態まで機能を回復させる」という目標に到達し、維持できている時点で

支援は終了する。
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